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 午前 ９時５９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第２号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 代表質問 

 

○鳥海隆太議長 日程第１、代表質問を行います。 

  順次発言を許可いたします。 

  一新会、17番中村圭介議員。 

  〔１７番中村圭介議員登壇〕（拍手） 

○１７番（中村圭介議員） 皆さん、おはようござ

います。一新会代表の中村でございます。 

  まず、本日は、本当に久しぶりの雪が舞う中、

足元の悪い中、傍聴にお越しいただいた皆さん、

本当にありがとうございました。 

  このたびの代表質問は、会派一新会、島軒純一、

工藤正雄、齋藤千惠子、成澤和音、そして議長の

鳥海隆太、このメンバーの思いを背負って、そし

て代弁する形で質問させていただきたいという

ふうに思っております。 

  市政運営方針に触れているものがほとんどにな

りますけれども、ぜひ、市長初め当局の皆さんは

新年度にかける思い、意気込みを堂々と語ってい

ただければなというふうに思っておりますので、

２時間という限られた時間ではございますけれ

ども、どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、早速、質問に入らせていただきます。 

  まず、初めに、大項目１、米沢を愛する人々の

力を結集したまちづくりについて伺います。 

  この大項目は、市政のかじ取り役となる中川市

長の２期目４年間にかける思いを伺うものであ

ります。中川市長は、初当選のときから２期８年

と自身の任期を公言し、昨年の市長選挙も勝ち抜

かれました。どれほど成果を上げても、また、課

題や宿題を残したとしても、このたびの任期後は、

新たな市長へとバトンを渡さなくてはなりませ

ん。そうだとすれば、当然ながら大きな成果を上

げ、諸課題の解決に向けた筋道を立てていただき

たいと、多くの市民が願っているはずです。 

  そこで伺います。 

  市政運営方針の冒頭にあるように、中川市長は、

このたびの選挙戦で、まちづくりは米沢を愛する

人々の力を結集して、米沢の明るい未来をつくる

ことと有権者に訴えられてきました。その訴えて

きたことをどのように市政運営に反映していく

のか。また、限られた任期の中で、優先的に取り

組むべき課題や政策についてどのように考えて

いるのか。中川市長が掲げる米沢創生についてお

聞かせください。 

  次に進みます。 

  次からの大項目は、優先的に取り組むべき施策

として市政運営方針に記載されている３つのキ

ーワード、「市民の健康」、「経済の健康」、「地

域の健康」、そしてもう１項目、こちらは私が独

自に考えた「財政の健康」、この４つの大項目に

ついて順次質問させていただきます。 

  それでは、大項目２、市民の健康について伺い

ます。 

  まず、初めに、子育て世代の支援について伺い

ます。 

  本市が公表している住民基本台帳令和２年２月

の人口は７万9,810人、いよいよ本市の人口も７

万人台に突入してしまいました。生活様式も多様

化し、晩婚化や未婚の方も増加しており、また、

子育ての中心となる世代は失われた10年、20年と

も言われる世代であり、何とも言えぬ閉塞感の中、

そして厳しい経済状況の中、必死に生活を送って

いる方も多いというのが現状ではないでしょう

か。 

  そういった中、新年度予算に多くの子育て世代

が要望する屋内遊戯施設の調査費用が予算計上
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されたことは、本当にうれしい限りであります。

市政運営方針にもあるように、子育て世代の経済

的負担軽減を図ること、これらを地道に着実に実

施していくことが安心安全な子育て環境を構築

し、結婚を後押しし、出生数の増加にも結びつく

ものと考えます。 

  そこで質問です。 

  新年度における子育て世代の経済的負担軽減を

図るために取り組む施策についてお知らせくだ

さい。特に、屋内遊戯施設については、考え方や

今後の整備に向けたスケジュールについて触れ

ていただきながら答弁をお願いいたします。 

  次に、新型コロナウイルスに関する対応につい

て伺います。 

  ことし１月、中国武漢で発生した新型コロナウ

イルスの報道を皮切りに、我々は新型肺炎の存在

と恐ろしさを認識しました。今月３日から横浜港

にとどまっているクルーズ船の対応で、我が国の

危機管理に対する緊張感もピークに達すること

となりました。クルーズ船乗客の方に対する検査

が順次実施され、陰性の方は下船し自宅に戻った

方も多くいらっしゃるようですが、その後、体調

が悪化し、陽性の判定が出るなど、当事者はもち

ろん、国民にも不安と混乱が広がっております。 

  また、首都圏や大都市においても感染事例が発

生、感染者の行動歴が明らかとなり、当該自治体

は対応に追われている現状です。中国を除く全世

界でも2,000名を超える感染者が判明しており、

今後、日本や各国においても市中感染やパンデミ

ックといったものが現実味を帯びてきておりま

す。 

  さらには、我々の日常生活や経済活動にも大き

な影響が出始めております。マスクや除菌製品は

品薄で入手困難となっており、中国依存型の企業

は製品や部材、食材の仕入れの見通しが立たず、

経営不安に陥っております。集団感染の連鎖を防

ぐ政府の方針により、イベント等の開催の自粛も

相次ぎ、サッカーＪリーグにおいては３月15日ま

での94試合の延期を決定するなど、さまざまな分

野に大きな影響が出ております。 

  そこで伺います。 

  これらの状況を受けて、各自治体では対策本部

を設置するなど動きが出始めておりますが、改め

て本市における新型コロナウイルスへの対応に

ついてお知らせいただきたいと思います。 

  また、本市経済に対する影響や観光業等への影

響についてもお知らせください。 

  次に進みます。 

  次に、大項目３、経済の健康についてのうち、

地元中小企業の振興と企業誘致について伺いま

す。 

  本市企業の大多数を占める中小企業は地域経済

と雇用を支え、そして地域に根差した活動を通じ

てまちづくりに貢献していただいており、本市発

展の重要な役割を担っております。しかしながら、

目まぐるしく変化する世界情勢に加え、内閣府が

発表したＧＤＰの速報値では6.3％のマイナスと

いう厳しい状況が続いております。本市経済の健

康を維持していくには、中小企業の生成発展の後

押しが欠かせません。 

  また、新たな雇用創出や自主財源の確保といっ

た観点からも、企業誘致の活動も重要です。近年

はその成果が顕著にあらわれておりますが、全て

の区画が埋まるまでその歩みをとめるわけには

いきません。一方で、現在の残り区画はほとんど

が１ヘクタール以下という小規模のものであり、

大規模な工場が立地できる区画がないという現

状です。 

  そこで伺います。 

  地元中小企業振興に向けた考え方とその施策に

ついて、そして今後の企業誘致の取り組みについ

て伺います。また、新たな産業団地開発の考え方

についても伺います。 

  次に、農業所得向上に向けた取り組みについて

伺います。 

  我々が生きていく上で根本となる産業が農業で
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あります。また、水田が持つ多面的機能等、自然

と共存していく上でも欠かすことのできない産

業なのは言うまでもありません。しかしながら、

その根本産業である農業は、どの業界よりも厳し

い状況にあり、有効な手だてがなされているとは

言えない状況であります。この待ったなしの状況

の中、本市における農業振興に向けた新年度の取

り組みを伺うものであります。新年度重点的に取

り組む農業所得向上に向けた取り組みについて

お知らせください。 

  また、本市を代表するブランド、米沢牛の増頭

に向けた取り組みについて、さらにはいまだ就農

者を悩ます有害鳥獣被害対策についてもお知ら

せください。 

  次に進みます。 

  次に、米沢浄水管理センター処理水の利活用に

ついて伺います。 

  この質問は、昨年の代表質問において、当時の

鳥海代表が同様の質問を行っております。杉浦部

長より、調査研究を行うと答弁をいただいており

ます。 

  水利権や地盤沈下の心配のない、毎日発生する

浄水管理センターの処理水、放流水を本市の市道

の消雪用水に利活用できないかとの質問趣旨で

あります。その後の検討結果について、本市の考

え方についてお知らせください。 

  次に、大項目４、地域の健康についてのうち、

（１）防災意識の啓発について伺います。 

  2016年、日本国内で４例目となる震度７を観測

した熊本地震、2017年、福岡県朝倉市で34名の命

を奪った九州北部豪雨、2018年、運用後最多とな

る11府県に大雨特別警報が発令され、当時、平成

最悪の水害と報道された西日本豪雨、2019年、昨

年、千葉県を中心に突風被害と大規模停電をもた

らした台風15号、そして災害救助法の適用自治体

が東日本大震災を超えて過去最大の適用となり、

本市にも被害をもたらした台風19号、そのほかに

も北海道胆振東部地震、猛暑、豪雪といったよう

に、近年は毎年のようにこれまで想定外と言われ

てきた大規模自然災害が頻発しております。こと

しに入っても、日本における有数の豪雪地帯であ

る我が米沢においても積雪深がほぼゼロという

ような状況であり、市内経済に大きな打撃を与え

ております。 

  本市は羽越水害以降、大きな自然災害には見舞

われておりませんが、長井盆地西縁断層帯の活動

によって、本市でも最大震度７、市内中心部でも

震度６強の地震が想定されておりますし、また、

吾妻山の火山活動、気温上昇に伴う渇水、さきの

台風19号では市内の河川が氾濫危険水位に達し、

降雨量も過去最大を更新、堤防が決壊してもおか

しくなかったというような状況であり、我々は改

めてこの米沢においても、いつ大規模な自然災害

が起きてもおかしくないと、また起きることを想

定した危機管理の意識を持たなくてはなりませ

ん。 

  しかしながら、市民の方、周りの方のお話を聞

いてみると、米沢は災害に強い、災害が少ないと

いうふうに思っている市民の方が多いようにも

感じます。その油断こそが避難をおくらせ、被害

を拡大する要因になってしまいます。行政が直接

市民の生命を守ることはできませんが、意識の啓

発は可能であり、それが行政の使命だと思います。 

  そこで伺います。 

  防災意識の啓発、醸成を図るためにどのような

対策を講じるのか、また、災害時における避難所

開設等の職員の対応についてお知らせください。 

  次に、（２）災害に強いインフラの整備状況に

ついて伺います。 

  先ほど災害時に行政が直接的に市民の命を守る

ことはできないと申し上げましたが、間接的には

災害に強いインフラを計画的に整備することで、

市民の生命・財産を守ることができます。 

  市内往来のかなめとなる橋梁、県への要望を続

けている河川の氾濫を防ぐ堤防の整備、欠かすこ

とのできない飲料水の供給、上下水道に関する浄
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水処理施設等、各インフラにおける耐震化や災害

に対する備え、今後の更新計画についてお聞かせ

ください。また、浄水管理センター等の重要施設

における危機管理や非常時の対応についても伺

いたいと思います。 

  次に、大項目５、財政の健康について伺います。 

  まず、初めに、（１）現状における財政状況を

どのように認識しているのかについて質問いた

します。 

  本市のあるべき将来像を描き、実現するための

各施策を実施する。これは、これまでもそうでし

たし、これからも続いていきます。その施策の裏

づけとなるのが財源です。安定的な財政維持なく

して、本市の発展はあり得ません。 

  このたびも、財政当局より令和12年までの財政

見通しが公表されました。新庁舎建設や新病院の

建設費用を勘案したものとなっておりましたが、

今年度を含む令和12年までの実質単年度収支の

黒字は12年間で２年間のみ、また、経常収支比率

も令和３年から95％を超えるという大変厳しい

内容となっております。しかしながら、昨年度の

予測と比較すれば、これは令和11年で比較してみ

ますと、経常収支比率で２％の改善、基金残高は

10億円の増と、わずかばかりではありますが、改

善の兆しが見える内容にもなっておりました。 

  そこで伺います。 

  現状から将来を見通した財政状況の認識につい

て、その考えをお知らせください。 

  次に進みます。 

  次に、（２）公共施設等総合管理計画における

削減目標に向けた取り組みについて伺います。 

  平成29年３月に、米沢市公共施設等総合管理計

画が策定されました。この計画は、市が保有する

公共施設について、総合的な視点から現状を把

握・分析し、長期的な視点を持って更新、統廃合、

長寿命化などを計画的に行うとともに、財政負担

の軽減、平準化を図り、持続的な行政運営を推進

することを目的に策定されております。 

  その計画の中で、将来の財政状況を勘案し、安

定的に公共施設を維持管理していくためには、現

在の公共施設の床面積を20年後に20％、40年後に

40％削減の必要性が示されております。現在、全

公共施設の床面積は36万7,000平米、そのうち

20％といえば、公営住宅とスポーツ施設の面積に

該当します。40％ともなれば、おおよそ学校教育

系施設の全て、全小中学校の床面積に相当いたし

ます。この削減目標がいかに難しいものかを御理

解いただけたのではないでしょうか。 

  そこで伺います。 

  昨年より公共施設それぞれの個別計画が策定さ

れておりますが、その進捗状況と具体的な活用方

法について、そして年次目標である20年後の公共

施設床面積20％削減に向けた具体的な取り組み

について伺います。 

  最後に、（３）米沢市立学校適正規模・適正配

置事業の今後の取り組みについて伺います。 

  前段でも述べたように、今後、公共施設の削減

を図っていくためには、学校教育系施設の統廃合

が必要不可欠であります。しかしながら、学校施

設においては、効率化だけではなく、通学する児

童生徒の学習環境という観点が何よりも大事だ

と理解しております。そういった意味では、多く

の地域の方々の声に耳を傾け、理解をいただきな

がら進めなくてはいけないといった面では、より

多くのエネルギーを要することではないでしょ

うか。 

  平成29年度改定の米沢市立学校適正規模・適正

配置等基本計画では、将来的に小学校で８校、中

学校で３校の統合案が示されておりますが、いよ

いよゴールを見据えたロードマップの作成が必

要であると考えます。教育委員会と市当局との公

共施設削減に向けた方向性を一日も早く共有し

ていただきたいという思いから、質問させていた

だきます。 

  米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画の

事業推進の考え方、そして今後の進め方について
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お知らせください。 

  以上、壇上からの質問といたします。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 おはようございます。 

  中村議員の御質問にお答えをいたします。 

  私からは、１の米沢を愛する人々の力を結集し

たまちづくりについてお答えをいたします。 

  まず、私は、このたびの市長選挙を通し、まち

づくりは米沢を愛する人々の力を結集して、米沢

の明るい未来をつくることであると多くの皆様

に訴えてまいりました。このことは、米沢ブラン

ド戦略でも掲げている米沢の未来は、米沢を愛す

るものにしかつくれない、つまり、米沢を愛する

全ての方々の多様な知見を結集させることが、よ

りよく元気で伸びゆく米沢をつくり上げていく

ことにつながっていくものと考えております。 

  今、国内の情勢に目を向けてみますと、本格的

な人口減少・少子高齢化の時代を迎え、今後の税

収の減少や社会保障費の増加、労働力不足、さら

には若者が高齢者を支えるという世代間の人口

構造の不均衡など、これまでの常識として考えら

れない、社会システムの根幹を揺るがすさまざま

な課題が浮かび上がっています。 

  こうした中、本市が持続可能なまちとして生き

残っていくためには、行政だけでなく、市民の皆

様の力を結集してまちづくりに当たっていくこ

とが何よりも重要であると考えております。 

  そのために、市政運営方針でも述べさせていた

だきましたが、私は、市民の皆様に安心感を持っ

てもらえる市長、議会や周辺自治体との信頼関係

を築くことができる市長、職員一人一人が最大限

に能力を発揮することができる市役所のリーダ

ーたる市長、これらの３つのリーダー像をもって、

今後とも市長の職責を果たしていかなければな

らないと考えております。 

  自分たちのまちの魅力を再認識するとともに、

豊かな地域資源を最大限に生かし、市民の皆様が

誇りと愛着、そして自慢できるふるさと米沢を創

生していくことが、ひいては多くの人が本市を訪

れることにつながっていくものと思います。 

  息の長い取り組みになりますが、私は、今後４

年間でこうした未来を見据えた本物の魅力ある

まちづくりに全力で取り組み、道筋をつけること

で、次の世代に引き継いでまいる所存であります。 

  議員からのお話にありましたように、今後どう

いったものにしっかりと取り組んでいくのかと

いう御質問がございました。 

  私は、平成27年に市長に就任した際に、大きく

３つの米沢市にとっての課題があったというふ

うに考えております。その第１点は、市立病院の

改築でありました。そして、第２点目は、小中学

校の統廃合でありました。そして、もう一つ、財

政の健全化であったというふうに考えておりま

す。これらに１期目の４年間、全力を挙げて取り

組んでまいりました。その結果、大体の方向性を

出していただいたところであります。 

  ２期目の４年間については、市民の皆さんにお

約束してきたことをしっかりと実現していくと

いうことが最も重要な課題であるというふうに

考えておりますので、この件についてまず取り組

んでいかなきゃならないものというふうに思い

ます。 

  そして、先ほども申し上げましたけれども、こ

れからのまちづくりにつきましては、やはり市民

総参加のもとで進めていかなきゃならないとい

うふうに思っております。その中で、基本コンセ

プトとして、全ての分野の中で今現在進めており

ます健康長寿日本一への取り組み、そして米沢ブ

ランド戦略の取り組みに反映をさせていかなき

ゃならないとこのように考えております。 

  また、時代が求めるもの、社会から求められる

ものにつきまして、米沢らしさを追求しながら、

持続可能なまちづくりを目指してまいりたいと

このように考えております。 

  以上であります。 
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○鳥海隆太議長 井戸副市長。 

  〔井戸將悟副市長登壇〕 

○井戸將悟副市長 私のほうからは、５の財政の健

康についてのうちの（２）公共施設等総合管理計

画における削減目標に向けた取り組みについて

お答えいたします。 

  まず、初めに、現在策定中の個別施設計画の進

捗状況についてでありますが、平成30年４月に総

務省自治財政局財務調査課から、公共施設等総合

管理計画と個別施設計画の今後の取り組みの方

針についての通達が出ました。この件名は「公共

施設等の適正管理の更なる推進について」という

ことで、今年度から、令和元年度から施設ごとの

具体的な方針を定める個別施設計画の策定を全

庁的に進めております。 

  この個別施設計画については、各施設の長寿命

化計画となるものであり、国のインフラ長寿命化

計画基本計画においてその内容が定められてお

りまして、６つほどございます。具体的に申し上

げますと、対象施設、計画期間、対策の優先順位

の考え方、個別施設の状態、対策内容と実施時期、

最後に費用対効果、この６つを今後取りまとめる

必要がございます。 

  策定対象は、公共施設等総合管理計画に掲載し

ている全ての施設を対象としております。来年度、

いわゆる令和２年度までの２カ年で、全ての施設

について個別施設計画の策定を行うこととして

おります。 

  初年度となる今年度、令和元年度では、個別施

設の劣化診断、利用状況に関する現状把握調査を

行ったほか、将来的に負担しなければならない建

てかえ費用や修繕費、維持管理費を加えた施設ご

との総費用であるライフサイクルコストの算定

を行ったところであります。 

  これらを踏まえ、令和２年度には、施設ごとの

更新や長寿命化、現状維持、または廃止といった、

今後10年間の施設の具体的な方針を定め、大規模

修繕等の事業時期についても計画に記載するほ

か、11年目以降の施設のあり方についても盛り込

む予定となっております。 

  次に、個別施設計画の活用方法についてであり

ますが、策定後は計画の方針に従って、計画的に

大規模修繕等の長寿命化を進めていくほか、施設

によっては更新や集約化、あるいは廃止などを進

めていかなければならないものも出てくると思

います。その際には、施設利用者や地域住民と十

分に意見交換を重ね、合意形成を図っていかなけ

ればならないと考えております。 

  次に、今後、削減目標に向けてどのように取り

組みを進めていくかにつきましては、引き続き、

副市長をトップに部長級職員で構成する公共施

設等総合管理計画庁内検討委員会において、常に

情報を共有しながら、着実に進捗管理を行ってま

いります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

  〔小関 浩健康福祉部長登壇〕 

○小関 浩健康福祉部長 私からは、２番、市民の

健康について、（１）子育て世代への支援につい

て、初めに屋内遊戯施設の整備についてお答えい

たします。 

  天候に左右されず、子供たちが遊ぶことができ

る屋内遊戯施設の整備は、子育て世代の方々に限

らず、祖父母世代の方々からも多くの御要望をい

ただくなど、本市における子育て支援の重要な課

題の一つと捉え、まちづくり総合計画第３期実施

計画に掲載し、来年度に施設整備関連の予算を計

上したところです。 

  施設整備を行う上で課題となるのは、１つはコ

スト面です。新庁舎や市立病院の建てかえなど大

規模な建設工事を実施している本市の財政状況

を考慮する必要があります。また、既存施設を活

用する場合であっても、建物の現況、利用実態な

どを整理し、各種法令等を遵守する必要があるな

ど、解決しなければならない課題があります。 

  現在、関係課により、課題整理に努めていると
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ころではありますが、子供が伸び伸びと遊ぶこと

ができるそういった場を提供することを第一に

考え、また、市全体で推進すべき「健康長寿のま

ちづくり推進プラン」に沿っていることや、米沢

市公共施設等総合管理計画及び米沢市都市計画

マスタープランなども念頭に置きながら進めて

いきたいと考えております。 

  今後、課題整理と並行して子育て世代の方々か

らの御意見を組み入れながら、基本構想・基本計

画等の策定も行っていく予定でおり、少しお時間

をいただきながらも、できるだけ早い時期に今後

のスケジュール等をお示しできるように努めて

まいります。 

  次に、本市の子育て世代への経済的負担軽減に

ついてお答えいたします。 

  新年度の予算に計上いたしました子育て支援医

療給付の高校３年生等までの拡大は、保護者の経

済的負担の大きな軽減策になると考えておりま

す。昨年度の本市の中学生１人当たりの医療費は、

年間で約２万2,000円であり、高校生においても

同等程度の軽減となると見込んでおります。 

  このほか、保育所、認定こども園等の保育料に

ついて、昨年の10月から３歳以上が無償となった

ことにあわせ、多子世帯への本市独自の負担軽減

として、３歳未満児の小学校６年生から数えて第

３子以降の保育料の無料化を継続しながら、３歳

以上については副食費の給付を行っております。

また、県の補助メニューを活用しながら、認可外

保育所における保育料の多子世帯軽減や、放課後

児童クラブにおける低所得世帯の利用料軽減補

助金を保護者に交付しております。 

  昨年６月に実施した子育て支援に関するアンケ

ート調査において、子育てや教育にお金がかかり

過ぎる、こういったことが第２子、第３子と出産

をためらう大きな要因となっております。本市の

出生数は年々減少傾向にあり、少子化対策として

も有効な施策であると考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

  〔堤 啓一市民環境部長登壇〕 

○堤 啓一市民環境部長 私からは、２の（２）新

型コロナウイルスに関する対応についてと、４の

（１）防災意識の啓発についてにお答えいたしま

す。 

  令和元年12月以降、中国武漢市において発生し

た新型コロナウイルス感染症は、世界的に感染が

拡大しており、令和２年２月26日現在で、感染者

は世界で８万138人、日本国内では147人となって

おります。日本においても死亡者が発生し、また、

感染経路が特定できない感染者が発生するなど、

今後、本市でもいつ感染者が発生してもおかしく

ない状況となっております。 

  今回の新型コロナウイルスは、風邪の原因の一

種と言われているコロナウイルスの新種が原因

と言われており、2003年に中国本土から香港やベ

トナムで流行したＳＡＲＳや2012年に中東で流

行したＭＡＲＳもコロナウイルスによるものと

言われております。 

  そして、国では、２月25日、感染の拡大に備え

た新型コロナウイルス感染症対策の基本方針を

決定しております。 

  基本方針では、感染拡大の防止策を講じ、患者

が増加するペースを可能な限り抑えるとして、国

民や企業に対して、発熱など風邪の症状が見られ

る場合、休暇の取得や外出の自粛などを呼びかけ

ております。また、イベントの開催は一律の自粛

要請は行わないものの、感染の広がりなどを踏ま

え、開催の必要性を改めて検討することなどを求

めております。 

  一方、今後患者数が大幅にふえた地域では、重

症化した患者向けの医療体制を確保するため、症

状が軽い人は自宅での安静・療養を原則とするほ

か、診療時間や動線を区分するなどの対策を講じ

た上で、一般の医療機関でも患者を受け入れるこ

ととするなどの項目が盛り込まれております。 

  次に、本市の対応状況ですが、基本的にそれぞ
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れ国・県から出される情報に基づいて、市の各部

署や指定管理者等の委託先において対応を行っ

ておりますが、市民への情報提供については市の

ホームページ、フェイスブック、行政情報発信ア

プリ「モバ支所」、さらには市のホームページで

国及び県ホームページへのリンクにより注意を

行っております。 

  また、市民から問い合わせがあった場合、直接

医療機関を受診することはかえって感染するリ

スクを高めることになりますので、置賜保健所に

設置された帰国者・接触者相談センターや、県庁

に設置された総合的な新型コロナウイルス対策

に関する相談窓口、厚生労働省の新型コロナウイ

ルス電話相談窓口などを紹介しております。 

  １月30日から２月３日まで本市で開催された第

３回バウヒニアフェンシングワールドカップで

は、香港チームへの対応として、選手及び監督の

体調・体温管理、ホテルは全て個室対応、大会会

場内でのマスク着用、アルコール消毒の励行、香

港チームの食事場所の分別、帰国後の体調把握な

どを行い、特に体調の不良を訴える方は出なかっ

たとのことであります。 

  市立病院では、病院職員へ対応フローを配付し、

職員研修の開催、また、特別診察室の準備をして

おります。また、平日夜間・休日診療所では、中

国語対応の問診票を設置しております。その他、

各公共施設及び各部署窓口等においても、注意喚

起のポスター掲示などの対応を行っております。 

  次に、会議等につきましては、１月31日に置賜

管内新型コロナウイルス感染症対策連絡会議が

開催され、それを受けて本市では、２月５日に庁

議で情報共有、今後の対応等について検討を行い、

２月26日には米沢市新型コロナウイルス感染症

対策連絡会議を立ち上げておりますが、今後県内

で感染者が発生すれば対策本部に切りかえて対

応を強化していくこととしております。 

  次に、産業分野における地域経済への影響につ

いて、まず工業分野に関して、市内企業を対象と

した企業訪問等での聞き取りによりますと、今回

の新型コロナウイルスの感染拡大が原因となっ

て中国側の生産が停止していることにより、部材

の調達が困難になり、生産に影響が出るなど、市

内企業へ影響が出始めていると伺っております。 

  次に、観光分野に関してですが、先日開催しま

した上杉雪灯篭まつりでは、暖冬による少雪から

規模縮小となったこととあわせて、感染を懸念し

て国内旅行においても人混みを敬遠する動きが

少しずつ出始めた結果、来訪への意欲が薄れてし

まったと思われ、入り込みは前年を大きく下回る

結果となりました。 

  また、宿泊施設においては、インバウンド関係

で中国からの個人宿泊がキャンセルになったケ

ースがあったと伺っております。そして、教育旅

行に伴う農村民泊受け入れ事業で、２月17日から

台湾の高校生を受け入れしましたが、その時点に

おいて、台湾が日本への渡航について警戒レベル

を新たに「１（注意）」に指定したことにより参

加の見合わせがあり、当初の参加予定者64名から

41名に減少したところです。 

  そして、山形県では、台湾と山形空港を結ぶ定

期チャーター便について、台湾の旅行者に海外旅

行を見送る動きがあることから、４月から５月末

まで運航を取りやめることになりました。このツ

アー客の本市への来訪ですが、一部は本市の松が

岬公園などに立ち寄る見込みであったことから、

この期間の来訪がなくなることになります。 

  このように、今後の感染拡大によっては、工業

分野での中国市場への影響は避けられないこと

から、日本経済の見通しも不透明なものとなって

いくと思われるとともに、観光分野では、海外で

は日本への渡航警戒レベルを引き上げたり、国内

においても人混みへの行動を自粛する動きがあ

りますので、深刻な事態と捉えております。 

  そして、国内でのイベントやスポーツ大会等で

縮小や中止が相次いでおり、国の基本方針では、

開催の必要性を改めて検討してほしいとされて
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おりますので、国や県からの情報や対策を注視し

ながら適切な対応を検討していきたいと考えて

おります。 

  本市で感染者が発生した場合、新型コロナウイ

ルス感染症が指定感染症として定められたこと

により、新型コロナウイルスに感染していること

が確認された場合は、感染症法に基づき、都道府

県知事が就業制限や入院の措置等を行うことが

できることとなります。 

  また、疫学的調査による患者の発症前の行動歴

や濃厚接触者の把握、健康観察などの対応につい

て、県の対策本部や保健所からの情報をもとに連

携協力して、その対応に当たっていきたいと考え

ております。 

  加えて、感染した方の職業や感染した場所など

において、その対応を適宜適切に検討していく必

要があるものと考えております。 

  国の基本方針では、まさに今が、今後の国内で

の健康被害を最小限に抑える上で極めて重要な

時期としておりますので、まずはその方針のもと、

市中感染などの感染拡大の防止に向けた市民に

対する啓発活動など、医師会等の関係機関と連携

を図りながら適切な対応に当たってまいりたい

と考えております。 

  次に、防災意識の啓発についてお答えいたしま

す。 

  近年は、気象庁が1976年の統計開始以来の経験

をしたことのない雨量などにより甚大な被害が

全国各地で発生しております。昨年、本市におい

ても、令和元年台風第19号の影響により、累加雨

量が統計開始以来の208ミリを記録し、市内の住

宅等の浸水被害、農林被害等が発生しております

が、幸いなことに、昭和42年の羽越水害以降は、

市内全域に被害をもたらすような大規模の風水

害や地震発生による被害を受けたことがないた

め、市民の防災意識が高いとは言えないのが実態

かと思われます。 

  防災において、自分の身は自分で守る「自助」、

地域や身近にいる人同士で互いに助け合う「共

助」、公的機関の「公助」とそれぞれ役割分担が

あり、それらが連携することにより、防災力の向

上、減災につながると考えます。一般的に、自助・

共助・公助の割合は７対２対１と言われており、

特に市民一人一人が自分の身は自分で守る自助

の取り組みが最も重要となってきます。 

  例えば、大規模災害時のために、食料や飲料水

のほかに家族で必要となるものをローリングス

トックにより備蓄する、避難する際に必要なもの

についてはすぐに持ち出せるように持ち出し袋

を準備する、また、地震発生や豪雨災害などに備

え、自宅の安全対策をするなど、平常時に備えて

おくことが大切になってきます。 

  そのため、市民の防災に関する意識高揚を図る

ために、広報よねざわや市ホームページでの防災

関係記事の掲載、防災の基礎知識をテーマとした

鷹山大学での防災の基礎知識講座の開催や、防災

に関するまちづくり出前講座、市総合防災訓練へ

の参加、県主催の防災研修会・講演会などへの参

加の働きかけなど、普及啓発活動に引き続き努め

ていく必要があると考えております。 

  また、本年度作成の米沢市防災マップについて

は、各地区コミュニティセンターにおいて、浸水

想定区域の見直しに係る説明会を行い、意見等を

反映させるための作業や風水害による危険箇所

を地図上に落とし込む作業などにより時間を要

しましたが、令和２年４月１日号の広報よねざわ

とともに全戸配布の予定となっております。 

  自助である自分の身は自分で守るため、自主避

難により早目に避難していただいたり、自主防災

組織や町内会であらかじめ決めている一時避難

所に避難していただくなどの避難行動について

も、防災マップに記載しておりますので、まちづ

くり出前講座などさまざまな場面を捉えて、市民

の防災意識の高揚を図っていきたいと考えてお

ります。 

  次に、自主防災組織の組織率向上についてであ
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りますが、本市の自主防災組織の現状として、令

和元年12月31日現在の組織数については、210組

織が結成されており、全世帯数に対する割合が

68.7％となっております。 

  本年度において、自主防災組織、町内会及び各

種団体において、防災意識の高揚を図るための防

災の基礎知識等の出前講座を43回実施し、防災意

識の高揚に努めておりますが、自主防災組織を結

成し活動が盛んな地域もあれば、いまだに結成さ

れていない町内会も数多くあります。 

  自主防災組織未結成の町内会においては、防災

意識が低く、自主防災組織の必要性を感じていな

い、大規模災害が発生すれば、全て行政が助けて

くれる、組織化しても役員が数年ごとに交代する

ため、組織運営や維持ができない、役員の負担が

大きいなどの課題を抱えていると聞いておりま

す。 

  それらを踏まえて、各地区のコミュニティセン

ターや消防団、社会福祉協議会、県、警察署など

の関係機関とも連携を密にしながら、町内会に出

向き出前講座などを行うことで、少しでも抱えて

いる課題を解消し、自主防災組織の結成に向け取

り組んでまいります。 

  また、組織化することが目的となり、結成して

終わりということではなく、本来の目的である被

害軽減につながる防災・減災の活動への取り組み

が大切でありますので、自主防災組織結成後にお

いても活動が継続するように、出前講座による講

習会の開催、自主防災組織の訓練時における防災

資機材の交付支援や貸し出し支援、防災士の資格

取得、各研修会等への参加を促すなど、継続した

サポートを心がけていきたいと考えております。 

  次に、避難所開設職員の対応をどのように行っ

ていくのかについてでありますが、令和元年台風

第19号の影響により、避難所をコミュニティセン

ター、小中学校の21カ所に開設いたしましたが、

各施設管理者や開設に携わった職員からは、避難

所開設の手順がわからない、各施設管理者との役

割分担がわからない、避難所運営のための物品等

が不足している、災害対策本部からの情報が足り

ないなどの問題点などが指摘されております。 

  それらを踏まえ、早期に避難所開設・運営マニ

ュアル修正を行うとともに、各避難所の開設・運

営を担当する市職員の選定作業を進めておりま

す。 

  その後、避難所に配置する市職員のための避難

所開設・運営の研修会を開催し、各避難所の施設

管理者との避難所開設に係る打ち合わせなどを

行い、各地域の実情に合わせた避難所の体制整備

を進めていきたいと考えております。 

  令和元年台風第19号の対応の不備を教訓とし、

風水害による大規模災害のおそれがある場合は、

浸水などにより夜間の避難が困難になる場合も

あり、早目早目の避難行動が必要とされるなど、

よりスムーズな避難所開設・運営が求められるこ

とから、早急にマニュアル整備、行政担当者割り

当て、防災資機材等の物品の備蓄を進め、初動体

制の整備に努めていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 

○菅野紀生産業部長 私からは、３の経済の健康に

ついてのうち、（１）地元中小企業振興と企業誘

致についてと、（２）の農業所得向上に向けた取

り組みについてお答えいたします。 

  初めに、地元中小企業振興と企業誘致について

ですが、本市企業の99.8％が中小企業であり、市

民の雇用確保や市民所得の向上など、本市の経済

と市民生活を支えており、その役割は極めて重要

であると考えております。 

  一方で、中小企業を取り巻く環境は、今般の社

会情勢の変化により厳しい状況下にあり、さまざ

まな課題を抱えております。 

  市としましては、地域経済の活性化や内発的な

産業振興を促進する上で、課題の解決に向けた各

種施策を実施し、中小企業への支援を行っている
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ところでございます。 

  具体的には、商業振興においては、創業支援等

事業計画に基づき、米沢商工会議所や市内金融機

関など12の関係機関と連携しての取り組みです。

創業の相談への対応や、創業における経営、財務、

人材育成、販路開拓等の知識を習得するための創

業塾の開催、市民及び移住者の創業を促進するた

めの事業資金の一部補助の実施、本格出店に向け

た実践的な運営習得や消費者の反応をじかに体

験し試験開店等の機会とするチャレンジショッ

プの展開などにより、引き続き創業支援を推進し

てまいります。 

  また、中小企業者等を対象に、商工業の活性化

を図る事業に要する費用の一部に対する補助の

実施や、金融施策では、公的融資制度の商工業振

興資金融資制度や信用保証制度の利活用を促進

することにより、中小企業が安定した経営を行う

ことができる環境づくりの強化を図っていきま

す。 

  さらに、令和２年度は、同業種の小規模事業者

が新たな商品・サービス等をともにつくり上げる

事業に対する支援として、中小企業者共創支援事

業を新たに実施し、中小企業の販路拡大を促進し

てまいります。 

  工業振興や労働者福祉等の分野においては、生

産年齢人口の減少への対応が求められており、本

市産業の振興を図る上で、人材の確保は欠かすこ

とのできない課題であると考えております。その

ため、地域内の新規学卒者を中心とした若者の雇

用に向けて、山形県を初め、米沢商工会議所、ハ

ローワーク米沢、企業などの関係機関等と連携し

ながら、就職面接会を共催するほか、市内の高校

生、短大生、大学生の地域企業への就職促進、大

都市圏の地元出身学生や若年労働者の呼び戻し、

他地域からの移住促進等の事業を行い、若者の地

元定着による地域産業界の人材の確保を図って

おります。こうした取り組みを継続・実践し、若

者の定着・回帰などにつながるよう、引き続き関

係機関と一層連携を深め、地域一丸となって取り

組んでまいります。 

  また、少子高齢化や生産人口減少による人手不

足、働き方改革への対応など、厳しい社会環境を

乗り越えるため、市内の中小企業が労働生産性の

向上を図ることを目指し、新たに設備投資を行う

場合、生産性向上特別措置法に基づき、一定の条

件を満たす設備等について固定資産税の減免措

置を行うなどの支援を引き続き行ってまいりま

す。 

  さらに、製造品出荷額等や付加価値額の増加を

図るため、市内企業の市内外への販路開拓支援や、

新産業の創出支援、ものづくり産業の人材育成に

ついても取り組んでまいります。 

  具体的には、昨年４月にこれまでの産業支援組

織を統合・再構築し設立した米沢ものづくり振興

協議会におきまして、地域内の企業における展示

商談会の開催や、国内大手展示会への出展、ドイ

ツ連邦共和国ザクセン州及び関連地域のマーケ

ットにおける新たな販路開拓を図るためのビジ

ネスマッチング事業、ものづくり分野の将来を担

う人材育成のための各種スキルアップセミナ

ー・講座などを実践しておりますが、令和２年度

は、販路開拓に向けた専門職員を配置し、取り組

みをさらに加速させていきたいと考えておりま

す。 

  そして、令和２年度は、第２期工業振興計画の

最終年度として、これまで取り組んできた事業の

分析とともに、市内企業へのアンケートによる企

業ニーズの把握を行いながら、新たな工業振興計

画策定に向けて取り組んでまいります。 

  次に、企業誘致の取り組みについてですが、本

市では、平成25年12月に独立行政法人中小企業基

盤整備機構より米沢八幡原中核工業団地及び米

沢オフィス・アルカディア分譲用地を取得し、両

団地への企業誘致について、山形県を初め、山形

大学工学部や金融機関、米沢商工会議所等の関係

機関と連携して積極的に展開しております。 
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  本市が分譲用地を取得して以降は、両団地への

企業の立地に対する助成制度を拡充するととも

に、東北中央自動車道の開通による高速交通網の

整備などもあって企業の立地が進み、今日まで、

両団地への企業の進出は、市外からの新たな立地

が７件、市内企業の事業拡張に伴う移転、用地取

得が16件ございました。 

  団地の利用状況を面積で見てみますと、米沢八

幡原中核工業団地につきましては、利用率が

94.01％で、残りの区画が現時点では６区画とな

ります。また、米沢オフィス・アルカディアにつ

きましては、利用率が77.65％で、残りの区画数

が12区画となっており、そのうち研究開発施設を

対象とした誘致区域を除きますと４区画となっ

ております。 

  分譲用地の規模と数が限られてきた中、新年度

においては、山形大学工学部との連携をより深め、

米沢オフィス・アルカディアへの研究開発施設の

誘致に注力していくとともに、引き続き両団地へ

の企業誘致を展開してまいります。 

  また、本市産業の将来を見据え、新たな産業団

地の整備について、その必要性や事業性の検討を

進めるに当たって、研究開発型など本市にとって

有益となり得る国内の事業所を対象に立地動向

アンケート調査を実施し、本市への立地ニーズ等

について把握することにしております。立地動向

アンケート調査の分析結果をもとに、有識者の御

意見や近隣自治体の産業団地整備の状況などを

参考としながら、本市における新たな産業団地の

有用性を初め、企業誘致施策について、次期工業

振興計画策定の過程で検討してまいります。 

  次に、農業所得向上に向けた取り組みについて

お答えいたします。 

  平成27年度に策定しました米沢市農業振興計画

におきまして、本市農業の重要な課題として、担

い手の育成・確保、農業所得の最大化、ブランド

の確立、そして農地保全と中山間地域の農業振興

を挙げております。 

  高齢化の進展や離農などにより農業従事者が減

少していく中で、地域農業を支えていく人材の確

保が何より大切であり、人材確保のためには経営

基盤の確立と所得の確保が重要であることから、

本市の質の高い農畜産物のブランド戦略を推進

することが求められております。 

  新年度重点的に取り組む農業所得向上に向けた

取り組みとしましては、地域における人と農地の

問題を解決するため、人・農地プランの制度を活

用し、今後の地域農業のあり方の検討や、農地中

間管理機構による意欲ある担い手への集積・集約

化により作業の効率化や低コスト化を図るとと

もに、６次産業化による販売力の強化や首都圏に

おける地場産農産物のＰＲ・販路拡大など、本市

農産物の販売力強化に取り組んでまいります。 

  毎年、米の消費量が減少している中において、

オール山形で取り組む生産の目安に基づき、需要

に応じた主食用米の生産に取り組むことで安定

した米価の維持に努め、つや姫・雪若丸などのブ

ランド価値の高い米の作付を推進します。 

  また、嗜好性が高い花卉栽培においては、市場

からの要望がある中山間地域を中心として栽培

に取り組んでいるリンドウの作付拡大を推進し、

夏秋キュウリや寒中野菜などといった収益性の

高い品目の生産、消費者ニーズに合った収益性の

高い園芸作物の振興と、水田活用の直接支払交付

金を活用した水田フル活用による需要のある作

物の作付を推進し、最大の所得確保が図られるよ

う支援してまいります。 

  米沢牛の増頭に向けた取り組みにつきましては、

置賜定住自立圏共生ビジョンに基づき本年度よ

り実施しており、地理的表示（ＧＩ）保護制度に

登録された米沢牛の振興を図るため、増頭及びそ

の他の生産基盤の強化に向けて取り組んでおり

ます。 

  主な事業内容といたしましては、米沢牛の生産

基盤の強化を図るため、各市町の特色を生かした

繁殖・肥育センターを整備し、広域利用を図るこ



- 29 - 

とで、置賜生まれ置賜育ちの米沢牛の生産を目指

すものです。米沢牛の地域内一貫生産流通を推進

することで、さらなる高付加価値化、生産者の労

働力の軽減、生産コストの低減などが期待される

ところです。牛舎建設には、一定以上の面積や周

辺環境への影響を考慮する必要があるため、候補

地の選定は非常に重要となりますので、今後の牛

舎整備に向けての詳細な調査や、生産者及び関係

機関等との協議を進めるに当たり、環境分野の専

門家から助言をいただき検討しているところで

あります。 

  なお、畜産業を営む方への支援といたしまして、

県単独補助事業である畜産経営競争力強化支援

事業や、市単独補助事業の畜産経営支援事業によ

り支援を行っており、来年度も継続して支援して

いくこととしております。 

  そして、農地保全と中山間地域の農業振興につ

いては、特に、近年顕著であるイノシシによる農

地や農作物への被害や、熊による杉の熊剝ぎへの

対策を初め、以前から甚大な被害を及ぼしている

猿の被害を防止するため、鳥獣被害対策を拡充し

て実施していきたいと考えております。このこと

により、中山間地域の農地の耕作放棄を未然に防

ぎ、農家の方々が安心して農作物の作付ができる

ことにより、農村集落と農業の多面的機能の維持

に努めていかなければならないと考えておりま

す。 

  このような施策に取り組み、農業所得の向上に

よる持続可能な農業を推進していきたいと考え

ております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 答弁の途中でありますが、暫時休

憩いたします。 

 

午前１１時０５分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時１４分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私から、３の（３）米沢浄水

管理センター処理水の利活用についてと、４の

（２）災害に強いインフラの整備状況についての

うち、河川の災害対策と橋梁の耐震状況等につい

てお答えします。 

  まず、最初に、浄水管理センター放流水の消雪

施設水源への再利用についてお答えします。 

  御提案にもあったとおり、下水処理水は厳冬期

でも水温が高く、融雪能力にすぐれることから、

散水消雪の水源として消雪効果が期待できると

同時に、地下水を散水する方式とは違い、地下水

位の低下や枯渇、または地盤沈下の影響もないこ

とから、冬期間の交通の確保と資源の再利用の観

点からも有効な手段であると認識しているとこ

ろです。 

  今回、御質問の、その検討結果や現段階の状況

についてでありますが、御提案を受けまして、今

年度に調査業務を実施して、まずもって導入の可

能性や課題について考察を行ったところであり

ます。 

  その内容をお知らせしますと、最初に基礎調査

として、当浄水管理センターにおける冬期間の下

水処理水温や１日平均の放流水量、気象データ等

の資料収集を行い、散水消雪可能面積や圧送可能

範囲、消雪水として水温を維持できるか等の分析

をし、一定の散水面積や水温維持を得ることがわ

かりました。 

  そして、下水処理水の再利用水質基準等マニュ

アルや、路面消・融雪等設計要領、散水消雪施設

設計・維持管理マニュアル等に沿って、貯水槽・

圧送ポンプ・圧送管等の必要となる施設はどれく

らいの規模になるかなどの技術的検討や、大まか

な建設コストを得るために、圧送先を仮路線とし
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て抽出・選定し、圧送距離や散水面積、必要施設

等を勘案した建設コストの算出やその課題につ

いて考察を行ったところです。 

  下水処理水を消雪施設の水源として再利用する

ことは、圧送距離に応じた送水・受水槽や圧送（中

継）ポンプ施設、または消雪用水として利用可能

な水質を得るためのろ過や薬液注入施設等を整

備することで技術的には可能でありますが、圧送

距離に応じた建設コストやランニングコストが

必要となり、一例を挙げますと、市内中心部（平

和通り）周辺まで約５キロメートル圧送し、散水

延長を約１キロメートル整備するとなると、中継

ポンプ施設が４カ所となり、また、掘立川を渡河

するための水管橋の整備も必要になることから、

大まかな建設コストは約18億円と試算されたと

ころであります。 

  また、掘立川を渡河しないで圧送距離を約２キ

ロメートル弱とした場合――市道中田町線（産業

通り）であります――を仮想定し、概算建設コス

トでは約９億5,000万円と試算されたところであ

ります。 

  ランニングコストについては、ポンプの動力費

用に加え、薬品補充・水質試験・ろ過材交換・ノ

ズル清掃などの保守点検費用に、概算で年間約

3,000万円の維持費がかかるとの試算が出たとこ

ろであります。 

  以上のことから、相当な建設コストやランニン

グコストを要しますので、導入に向けては事業効

果や現実性を十分に調査研究する必要があると

思っております。 

  なお、今後につきましては、新年度以降につい

ても、事業費の精査、費用対効果面での検討や有

利な補助メニュー等の研究を引き続き行い、整備

の可能性について課題を抽出し、整理していきた

いと思っているところであります。 

  次に、４の（２）災害に強いインフラの整備状

況のうち、河川の災害対策からお答えします。 

  本市管内の河川は、最上川を初め、鬼面川や大

樽川、天王川、羽黒川など、一級河川及び準用河

川を合わせますと18河川で、その総延長は約160

キロメートルとなっており、その中でも重要河川

の一級河川については、国や県で管理を行ってい

るところであります。 

  その豪雨対策を図る現在取り組んでいる主な河

川整備の状況をお知らせしますと、まず、国直轄

河川整備事業では、本市域からの河川水量を受け

持つ最上川下流部の高畠町糠野目地内において、

無堤区間の築堤工事が実施されており、また、台

風19号の影響により緊急対策として、河川が流れ

る断面を確保する目的で、河川敷内の土砂を運び

出す河道掘削事業が現在発注準備中とお聞きし

ているところであります。両事業は、上流部に位

置する本市にとっても流下能力の向上につなが

るものと期待されるところです。 

  県管轄の河川においては、一級河川羽黒川の築

堤や樋門等の整備が、大字三沢から大字川井地区

間にかけて、全体計画延長5.7キロメートルの区

間で整備が進められており、また、一級河川誕生

川では、六郷町長橋地区から広幡町京塚地区にか

けて、全体計画2.6キロメートルを毎年継続的に

河川改修整備が鋭意実施されているところであ

ります。 

  また、堤防の強化を目的とした対策として、降

雨を堤防の本体へできるだけ浸透させないよう、

現在、羽黒川を中心に堤防天端の舗装を実施して

いるところであります。 

  河川維持管理面では、近年の台風や局地的な集

中豪雨の増加を受けて、河川流下能力向上緊急対

策計画を策定し、河川断面の堆積土のしゅんせつ

や支障木対策について、緊急度や重要度を考慮し

ながら継続的に実施しているところであり、加え

て公募による伐採者を募っての支障木伐採事業

に、新たな取り組みとして国と県とが連携し、最

上川官民連携プラットフォームモデル事業を立

ち上げ、国・県の管理区域を越えて一体的な実施

箇所の選定と、10年間という長期的な期間での公
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募を行っているところです。 

  本市といたしましては、国や県に対して事業中

の河川整備の推進方を引き続き要請、そして支援

していくとともに、最上川の新田橋付近に堤防が

ない無堤区間が残されていることから、市の重要

事業として国に対しても継続して要望を行って

いきたいと考えております。 

  また、近年の傾向として、羽黒川の関根水位観

測所の水位が氾濫危険水位に到達し、山上地区へ

の避難勧告の指示があったことなどを踏まえ、下

流部での羽黒川河川整備事業の促進に加え、さら

なる流下能力の向上に向けて県へ要望を行って

いきたいと考えているところです。 

  次に、橋梁の耐震状況についてお答えいたしま

す。 

  耐震補強の対象となる橋梁につきましては、橋

長が15メートル以上でかつ橋脚を有する複数径

間で、道路橋示方書――橋をつくる際の技術的な

基準書であります――が昭和55年より前の基準

を適用して築造された橋梁が耐震補強の必要が

あるとされており、本市で管理する市道橋、橋長

２メートル以上、304橋のうち、昭和55年よりも

前の道路橋示方書で建設された耐震補強の対象

となる橋梁数は15橋となっております。 

  これまでの橋梁の耐震補強の取り組みといたし

ましては、平成17年度以降、国土交通省が主導し、

緊急輸送道路の橋梁耐震補強３箇年プログラム

及び新幹線・高速道路をまたぐ橋梁の耐震補強３

箇年プログラムにのっとり、効率的かつ効果的な

対策を早急に進める方針が示されました。 

  緊急輸送道路は、災害が発生した直後から、避

難・救助を初め、物資供給などの応急活動のため

に、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線とし

て国が指定している路線で、山形県においても平

成23年に、山形県地域防災計画に基づいた山形県

道路橋梁耐震補強計画を策定し、整備を進めてい

る状況です。 

  本市の耐震補強については、平成24年度から25

年度にかけて、細原橋について落橋防止対策を主

眼とした耐震補強工事を実施したところです。 

  このような状況の中、平成30年に発生した大阪

北部地震や北海道胆振東部地震を初めとする頻

発化・激甚化に伴い、防災・減災、国土強靱化の

ための３か年緊急対策が平成30年に閣議決定さ

れたところであります。 

  この緊急対策に活用される交付金は有利な財源

となることから、本市においては、緊急輸送道路

に指定している路線のうち、米沢駅から八幡原ヘ

リポート区間にある細原橋及び八幡原大橋の２

橋について、現在、耐震補強工事を令和２年度の

完成を目標に事業を進めているところでありま

す。 

  次に、今後の整備の見通しについてであります

が、現在、本市では、市道にかかる橋梁304橋に

ついて、米沢市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、

橋梁の寿命を長もちさせる老朽化対策を年次計

画で実施しているところでありますが、老朽化し

た橋梁が急速に増加していく現状の中、この老朽

化対策に要する費用も年々増大していくものと

考えております。 

  そのようなことから、今後の耐震補強につきま

しては、老朽化対策を年次計画で進めていきなが

ら、橋梁の重要性や交通量などを勘案の上、老朽

化対策による橋梁補修と耐震補強をセットにし

て整備を進めてまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 高野上下水道部長。 

  〔高野正雄上下水道部長登壇〕 

○高野正雄上下水道部長 私からは、４、地域の健

康についてのうち、（２）災害に強いインフラの

整備状況についての中で、御質問のございました

上水道施設の耐震化の状況と非常時の対応及び

米沢浄水管理センターの危機管理と非常時の対

応についてお答えを申し上げます。 

  まず、初めに、水道施設の耐震化の状況でござ

いますが、配水池につきましては、本市上水道に
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おける配水池13カ所のうち、10カ所が耐震化され

ており、耐震化率は約77％となっております。耐

震化されていない配水池は、第１舘山配水池、第

２舘山配水池、八幡原配水池の３カ所であり、舘

山配水池につきましては、県水の受水施設整備事

業において新たに更新したいと考えております。

また、八幡原配水池につきましては、まずは同施

設の実情を把握するために耐震診断等の実施を

検討してまいります。 

  次に、管路の耐震化の状況でございますが、耐

震化された管路は、平成31年３月末現在におきま

して、基幹管路が約68.6キロメートルのうち約

10.6キロメートル、約15.5％、配水支管が約450.5

キロメートルのうち約38.7キロメートル、約

8.6％、総延長約519.1キロメートルのうち49.3キ

ロメートル、約9.5％が耐震管となっているとこ

ろでございます。 

  現在、平成19年度から令和２年度までの14カ年

の計画で取り組んでいる老朽管更新事業は、更新

時期を迎えた漏水事故の多かった普通鋳鉄管を

対象として耐震管への布設がえを進めておりま

す。また、大規模災害時の避難所となる学校や救

急病院等の重要給水施設に至るまでの配水管が

連続して耐震管となるよう、平成29年度から重要

施設耐震化事業として整備を進めておるところ

でございます。 

  これら事業を進めるに当たっては、将来の人口

減少に伴う給水量に合わせ、適正な配水管の口径

見直しや配水池等の施設規模を検証しながら進

めておりまして、また、更新費用の平準化もあわ

せて考慮しながら進めておるところでございま

す。 

  これからも、安全で安心な水道水の安定的な供

給に努めてまいります。 

  次に、上水道における非常時の対応についてで

ありますが、浄水場の停電時の対応についてお答

えさせていただきます。 

  昨年９月の台風15号の影響によりまして千葉県

内で発生した災害は、風速35メートルを超える強

風によりまして送電線や電柱が倒されたために、

浄水場が停電し運転不能状態に陥り、断水が長期

化したものでございました。 

  本市内の笹野浄水場、舘山浄水場、田沢浄水場

の３カ所につきましては、それぞれ施設内に自家

発電装置を備えておりまして、停電時には自家発

電装置が稼働し、燃料の補充を行えば運転の継続

が可能となっておるところでございます。 

  次に、米沢浄水管理センターの危機管理と非常

時の対応についてお答えいたします。 

  米沢浄水管理センターは、昭和61年の供用開始

から令和元年度末で34年を迎え、施設設備の老朽

化が進行していることから、改築更新の緊急性の

高い施設や汚水処理を行う上で重要性の高い施

設を抽出し、平成24年度から平成28年度まで第１

期の改築工事を実施し、引き続き平成29年度から

令和２年度までを計画とするストックマネジメ

ント計画に基づき、第２期改築工事を実施してい

るところでございます。その後、令和３年度から

令和７年度までの５カ年で、管理棟や汚泥濃縮棟

などの耐震化工事を含む第３期改築工事を実施

する予定であり、この改築工事が完了すると、施

設全体の改築更新が終了する予定でございます。 

  危機管理と非常時の対応につきましては、初め

に大規模地震が発生し、米沢浄水管理センターが

被災した場合には、米沢市地域防災計画に基づき、

米沢市下水道業務継続計画により、下水道機能の

継続・早期回復を図ることにしております。機能

回復の目標として、地震発生後30日までの期間内

に下水道の機能を代替手段や応急復旧等により

暫定的に回復させ、市民の生活がおおむね発災前

の状態に戻ることを目指すものでございます。こ

の中で、主な優先実施業務を選定し、その対応の

目標時間、役割分担を定め、業務を継続すること

にしております。 

  この下水道業務継続計画をより確実なものとす

るため、主要な設備メーカー企業と災害時におけ
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る応急措置等の協力に関する協定を締結してお

ります。また、日本下水道事業団及び管路につい

ても公益社団法人日本下水道管路管理業協会と

災害時における支援協定を締結し、施設及び管路

の迅速な復旧を行います。 

  大規模災害時には、北海道・東北ブロック下水

道災害時支援に関するルールに基づき、相互応援

を迅速かつ円滑に遂行できるよう、災害支援体制

が図られておるところでございます。 

  次に、停電時の対策につきましては、米沢浄水

管理センター、上新田中継ポンプ場、中田町中継

ポンプ場の各施設には、自家発電設備を設置して

おります。米沢浄水管理センターにつきましては、

下水道設計指針に基づく12時間以上の電力供給

時間に対し、17時間の電力供給を確保し、停電時

に備えております。 

  次に、大雨に対する対策につきましては、昨年

の台風19号の際には、浄水管理センターの流入汚

水量が、大雨による浸入水により大幅に増加し、

最大で通常の約２倍となり、設置してある汚水ポ

ンプをフル稼働させる状況となり、能力的にも最

大となりました。 

  今後、大雨により汚水ポンプの処理能力を超え

るような流入があった場合には、流入ゲートの操

作により管渠内貯留などの対応を行いますが、対

策といたしまして、汚水ポンプをふやすことがで

きないかなどの検討や、大雨時に流入量がふえる

原因として考えられる古いコンクリート製の公

共汚水ますの現地調査を来年度から実施する予

定であり、その結果に基づき修繕対策を検討する

とともに、穴のあいた人孔鉄蓋の交換も引き続き

実施する予定でございます。 

  また、洪水ハザードマップでは、浄水管理セン

ターについては50センチ未満の浸水が想定され

ており、各施設においては、地表面より30センチ

しか高さがないところがあることから、浸水のお

それがある施設については、土のうにより対応す

ることとしております。 

  なお、建物などの施設については、令和３年度

からの改築工事を予定しておりますので、防水扉

を設置するなどの対策を検討していきたいと考

えております。 

  最後に、今後も引き続き、安全で快適な市民生

活の確保と公共用水域の水質保全を図ってまい

ります。 

  私からは以上でございます。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

  〔後藤利明総務部長登壇〕 

○後藤利明総務部長 私からは、５、財政の健康に

ついてのうち、（１）現状における財政状況をど

のように認識しているのかについてお答えいた

します。 

  本市では、平成28年２月に米沢市財政健全化計

画を策定し、財政の健全化に取り組み、その取り

組みの効果に加え、少雪の影響やふるさと応援寄

附金の増加などにより、実質単年度収支は大きく

改善し、年度間の財源を調整するための基金残高

は、平成26年度末の約13億円から平成30年度末に

は約32億円まで増加しました。現状では、平成26

年度当時の危機的な財政状況からは脱したもの

と考えております。 

  一方、今後につきましては、市庁舎や市立病院

の建てかえ、統合中学校の整備などの大規模事業

の実施に伴い、財政状況は厳しくなっていくと推

測しております。 

  去る２月６日に公表した財政見通しでは、令和

７年度まで７年連続で実質単年度収支のマイナ

スが続くと見込んでおります。ただし、昨年２月

に公表した見通しと比較しますと、令和元年度の

市税や普通交付税などの歳入が昨年度の見込み

よりも上振れしたことからマイナス幅は大きく

縮小し、昨年度に公表した見通しでは同じ７年間

の合計で約21億円のマイナスだったものが、今回

は約11億円のマイナスとなっております。これに

伴い、財源を調整するための基金残高も各年度20

億円以上維持できる見込みであることから、当面
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の財政運営には支障がないものと考えておりま

す。 

  財政運営で大切なことは、中長期的に収支の均

衡を図りながら、その時々で見込んだ財源をもと

に、効率的・効果的に必要な事業を実施すること

と考えております。今回の財政見通しのマイナス

額は本市の将来発展に欠かせない大規模事業を

実施することで生ずるものであり、基金を取り崩

しながら対処する計画的なものであります。 

  一方、今後の経済情勢や国の地方財政対策など

の動向により、本市の財政に影響が及ぶことも考

えられますので、さらなる行財政改革に取り組み、

新たな大規模事業が浮上した場合にはその都度

財政見通しの検討を行い、財政運営を維持できる

見込みを判断しながら、事業の必要性や全体の優

先順位などを検討した上で実施の可否を判断し

てまいりたいと考えております。 

  なお、令和２年度は、米沢市財政健全化計画の

最終年度となることから、これまでの取り組みを

総括するとともに、計画終了後も健全な財政を維

持していくための施策を議会からの御意見もい

ただきながら取りまとめていきたいと考えてい

るところでございます。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、米沢市立学校適正

規模・適正配置事業の今後の取り組みについてお

答えいたします。 

  本事業を進めるに当たっては、今後、ロードマ

ップを策定し、大まかな統廃合の時期をお示しす

る予定でありますが、議員御指摘のとおり、保護

者はもちろんのこと、地域等との丁寧な協議を行

うことにより、関係者の理解を得ながら進めてい

く必要があると考えております。 

  今後とも、適正規模・適正配置等基本計画の達

成に向けてさまざまな努力を積み重ねてまいり

たいと考えております。 

  なお、今後、統廃合を行うまでの間の適正な維

持管理も必要となりますので、現在策定中の学校

施設長寿命化計画に基づき、計画的に改修等を行

ってまいります。 

  今年度は、コンクリート調査とアスベスト含有

調査を含む施設劣化状況調査を実施しており、来

年度には、今年度の劣化状況調査を踏まえて12月

ごろに計画案を取りまとめることとしておりま

す。 

  具体的には、今後40年間における、学校ごとに

大規模改修等が必要となる時期を考慮した大ま

かな整備方針を定めるほか、直近５年間で行う必

要のある具体的な大規模改修工事等を位置づけ

ることとしております。また、実際の改修工事等

の実施状況等によっても、後年度の改修工事の時

期や他の学校の改修工事等との調整を行う必要

があります。このため、この長寿命化計画は、一

度策定して終わりではなく、計画の進捗に合わせ

て見直しを行っていくものであります。 

  このたび策定する計画で具体的な事業を位置づ

ける５年間が経過する時点で、次の計画期間の具

体的な事業を位置づけるなど、毎年度の見直しと

ともに、節目の時期や統廃合の時期等が明確化し

た時点で、特に計画全体の見直しを行うなど、計

画の進捗管理と適正な施設の維持管理に取り組

んでまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 中村圭介議員。 

○１７番（中村圭介議員） それでは、順不同とな

りますが、質問席より再度質問させていただきま

す。 

  まず、大項目２の新型コロナウイルスの対応に

ついて伺いたいというふうに思います。 

  先日でしたか、おとといでしたかね。県教育委

員会のほうが卒業式の規模を縮小であったりで

すとか、そういった報道等がございました。まず、

それらに伴って、本市としては今後小中学校の卒

業式等々、どういうふうに考えているのか、その
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お考えをぜひお聞かせいただきたいと思います。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 新型コロナウイルスの対

策について、本市小中学校における対策について

お答えします。 

  これまでは、当初は国から出される通知を学校

に送付し、学校ごとの対応というふうにしており

ました。その後、感染が広がりを見せたことから、

２月20日付で本教育委員会の教育長通知を発出

し、各学校に次の６項目についてまず周知してい

るところであります。 

  １つは、基本的な感染症対策の徹底、２つ目と

して、日常の健康管理や発熱等の症状が見られる

場合の対応、３つ目として、自宅休養した場合の

欠席の取り扱い、４つ目として、適切な環境の保

持、５つ目として、卒業式などの学校行事におけ

る感染症対策、６つ目として、臨時休業の判断に

ついてというふうになっております。 

  議員今お話しの状況がありましたので、現在は、

卒業式の具体的な方向性を含めた今後の対応に

ついて、国の基本方針及び県の通知を受けて検討

しているところでございます。 

  なお、明朝、あすの朝に、臨時の小中校長会議

を開催しまして、その周知を図りたいというふう

に考えているところでございます。 

○鳥海隆太議長 中村圭介議員。 

○１７番（中村圭介議員） 卒業式はもうあと残り

半月というような状況ですかね。そういった中で、

ということはその会議の中で方向性は決定する

というような考え方でよろしいんでしょうか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 会議につきましては、検

討するような会議でございませんので、教育委員

会としての方針を打ち出して、それを周知すると

いうふうな形での会議と考えております。 

○鳥海隆太議長 中村圭介議員。 

○１７番（中村圭介議員） ならば、一日も早い決

定、方針決定を行っていただいて、通知を行って

いただきたいなというふうに思います。 

  壇上でも申し上げたとおり、もう児童生徒が感

染するという前提において、例えば今ある休校の

措置ですとか、部活動への対応ですとか、そうい

ったものをもう事前に持ち合わせていただいて、

しかるべきときには迅速な対応がとれるという

ような体制づくりをお願いしたいなというふう

に思うところであります。 

  続きまして、経済の分野のほうで伺いたいんで

すが、既にやはりその部材調達が困難で支障を来

している企業があるというようなお話をされて

おりました。 

  ちなみに、こういった企業への経営相談体制と

いいますか、そういったものは商工会議所と何ら

かの調整というか、打ち合わせといいますか、そ

ういったものはなされておるんでしょうか。要す

るに、相談体制がうまくできているのかというこ

とをお伺いいたします。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 当然ながら、関係団体と情報

共有しておりますし、また、米沢市としましても

企業訪問をしておりまして、情報の収集に当たっ

ております。 

○鳥海隆太議長 中村圭介議員。 

○１７番（中村圭介議員） ことしは暖冬少雪とい

うことで、さまざまな業界にやはり影響が出てい

るということは、私も常々まちを歩けば耳にして

おります。そこに、このコロナウイルスがかぶさ

ってくるというふうになれば、これがどこまで延

びるかもわかりません。そうなれば、さらなる打

撃というものも考えられます。 

  要するに、最悪の事態を想定してといいますか、

そういった市内の企業を救う、例えばその観光面

も含め、そういった事前の危機管理の打ち合わせ

といいますか、そういった体制づくり、そういっ

たものの考え方はどうでしょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 今回のコロナウイルスに関し
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ましては、どのように拡大していくかがまだわか

らない状態でもありますので、とにかく現時点で

は情報を収集する、これに尽きるかと思います。

そういった意味で、山形県のほうとしましても、

その被害の状況を想定しまして、これまで暖冬対

策ということで融資制度を検討しておりました

けれども、こちらのほうのコロナウイルスのほう

も対応するというような発信もしているような

ので、そういった情報をしっかりと収集して、あ

とは現在の市内の状況、はっきり状況を把握して

まいりたいというふうに思っております。 

○鳥海隆太議長 中村圭介議員。 

○１７番（中村圭介議員） これは近い将来、山形

県内、市内でも感染者があらわれるというような

前提で私もお話しさせていただきますけれども、

中国武漢での状況を見ると、一番大変なのがその

医療現場のようであります。やはりちょっと発熱

したら、「大丈夫だべか」ということで病院に殺

到して、医療現場が混乱していると、崩壊してい

るというような報道があります。 

  そういった市民への周知ですよね。その自宅の

待機、今はマスメディアであったり、そういった

報道はありますが、市としてそういったものの周

知なんかはどのように考えているんでしょうか。

このままで十分と考えるのか、何らかの告知、そ

ういったものが私は必要であると。しかも、今の

時期だからこそです。まだ感染者が出ない今だか

らこそ、効果がよりあろうかと思いますけれども、

これは担当はどちらになるのでしょうか。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 そういった今おっしゃら

れたような対応策というのは、日々マスコミ、マ

スメディアを通じて国民の方に皆様に流れてい

るものというふうに承知しております。 

  市としては、窓口が県のほうに設置してあると

いうようなことはもう既に周知はしているわけ

なんですけれども、紙によるそういった、紙媒体

による周知というのはやはり時間的にもロスが

出るということから、今後はホームページであっ

たり、そういった時間的にかからないものでの周

知というふうなことで、窓口の、もしくはそうい

った医療関係のかかり方についての周知を図っ

ていきたいというふうに考えてございます。 

○鳥海隆太議長 中村圭介議員。 

○１７番（中村圭介議員） これは教育委員会にも

市当局にも申し上げたいんですが、やはり国、県

がこの米沢を守ってくれるわけではありません

し、その通達にのっとった対応が正しいかといえ

ば、私はそうではないというふうに思います。 

  ぜひ、対策本部を私はもう立ち上げる時期にあ

ろうかと思います。その教育の現場、産業の現場、

例えば高齢者施設での対応、そういったものを幅

広く現状を把握して、検討する時期にあると私は

考えますので、その対応をお願いしたいなと思い

ますが、中川市長、どうでしょうか。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 今、議員からお話がありました、

昨日連絡会議を開催したわけでありますけれど

も、やはり今の状況、どのような格好でこの山形

県あるいは米沢にも感染者が出てくるという可

能性は私は十分にあるというふうに思っており

ますので、なお状況を判断しながら、必要であれ

ば対策本部を立ち上げたいとこのように考えて

おります。 

○鳥海隆太議長 中村圭介議員。 

○１７番（中村圭介議員） まだ感染者がいない今

だからこそ、その手当てが有効に私は機能すると

思っております。感染者が出てからであれば、混

乱だけが広がってしまうというふうに考えます

ので、ぜひ先手、先手の対応をお願いしたいとい

うふうに思います。 

  続きまして、大項目３、農業所得向上に関連し

て、有害鳥獣被害対策について伺いたいなという

ふうに思います。 

  先ほど来あるように、農業者の所得向上に努め

たとしても、答弁いただいたように、この有害鳥
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獣による被害というのは、本当に農業者の農業意

欲を奪ってしまうという、大変私は深刻な問題で

あるというふうに捉えておるところであります。 

  けれども、その対策といっても、当然、市だけ

ではできないですし、地元米沢の猟友会、こうい

った方々との連携が何よりも大事だというふう

に思うわけであります。しかし、一方で、米沢市

だけにとどまらず、その猟友会自体、これは全国

的にそのようでありますが、例えば高齢化であっ

たり、後継者不足であったりという問題を抱えて

おるようでございます。その辺の認識について、

産業部長、どのようにお持ちか、まずお聞かせい

ただきたいと思います。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 猟友会の皆様におきましては、

本市の鳥獣害対策の中核ということで日々御協

力いただいているところで、感謝申し上げたいと

思っております。 

  鳥獣害対策につきましては、捕獲と環境整備、

そして電気柵等の防除のこの３つをバランスよ

く取り組んでいくことが必要ということで、その

中でもやはり猟友会の役割は重要になっている

というふうに捉えております。 

  その中で、今お話ございましたように、会員の

皆様の高齢化や人員不足が課題ということで承

っております。そういったものに対して、市とし

ても支援できることがないかということで、いろ

いろ検討しているところでございます。 

○鳥海隆太議長 中村圭介議員。 

○１７番（中村圭介議員） 私、本当に言われてみ

て気づいたんですけれども、今回ちょっとお話を

聞いてなるほどなと思ったのが、やはりこの猟銃

を扱うというのは大変難しいものであるようで

ありまして、やはり日ごろからの訓練がないと、

いざというときに重大な事故につながってしま

うと。やはり日ごろからの訓練が何よりも大事な

んだということを伺いまして、なるほどなという

ふうに感じました。 

  部長、ちなみにこのことを認識されておりまし

たか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 実際に鳥獣の捕獲に当たって

は、射撃の実地訓練が義務づけられているという

ふうに伺っております。そういった意味で、日々

の御努力があるんだなというふうに承知してお

ります。 

○鳥海隆太議長 中村圭介議員。 

○１７番（中村圭介議員） 最後にしますけれども、

何を言いたいかと言えば、やはり今後米沢市の有

害鳥獣対策を恒久的に維持していくためには、ま

ず何よりもやはりその米沢猟友会の体制の保持、

こういったところにしっかりと努めていただき

たいというふうに思います。 

  あともう一つ、先ほど申し上げたように、やは

り技術向上という面で申し上げれば、やはり射撃

場、こちらも長く使っていただくための適正な管

理、これも市として直接的にかかわっていくべき

だということを申し上げたいと思います。その点

に関して、産業部長、いかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 鳥獣害対策につきましては、

人的被害も懸念されるような状況の中で、市民生

活の安全を確保するために非常に重要だという

ふうには認識しております。そういった中で、猟

友会の皆様が現在射撃場のほうで訓練されてい

るということでございますので、市としてどのよ

うな支援やかかわり方ができるのか、十分に検討

して、対応できるものは対応していきたいという

ふうに考えております。 

○鳥海隆太議長 中村圭介議員。 

○１７番（中村圭介議員） 今のは前向きの答弁と

捉えましたが、しっかりとその体制保持、あと施

設の維持はもうしっかりやっていくんだという

意思の表明だと捉えて大丈夫ですか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 市としてできることがやはり
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限界があるかと思いますので、そういった意味で、

どういった協力ができるのか、猟友会の皆様とも

今後お話をさせていただきながら、検討してまい

りたいというふうに考えております。 

○鳥海隆太議長 中村圭介議員。 

○１７番（中村圭介議員） 今後、我々もそちら注

視していきたいと思います。ぜひ、現場の声を聞

いていただきながら、恒久的な体制保持に努めて

いただきますよう、強くここは要望させていただ

きます。 

  続きまして、地域の健康についてということで、

防災意識の啓発について伺います。 

  やはり答弁にもあったように、市民の危機意識

についてはまだまだ足りないという答弁、部長か

らもございました。その中で、運営方針にある国

土強靱化の地域計画、この策定を行うんだという

ことが示されておりました。 

  私もほかの自治体のものをばらっと眺めてみた

んですが、ただものこれまで取り組んだものをた

だまとめているような自治体であったり、その自

治体によってその熱量の差が物すごくあるなと

いうふうに私は見受けました。 

  米沢市として、この計画というのはどんな位置

づけとどんな目的で策定するのか、まずそれをお

知らせいただきたいと思います。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 これまで地域防災計画等、

そういう計画等に基づいて、防災という面ではい

ろいろ準備している部分がございますけれども、

もっと前の部分、事前防災の部分について十分機

能するように、そういった計画をつくろうとして

いるわけですが、その強靱化計画、どちらかとい

うとハード面のような感じがするわけなんです

が、そういったところだけではなくて、ソフト面

も含めまして機動的にいろいろ対応できる体制

づくりのための計画をつくりたいと考えており

ます。 

  これまでいろいろな市町村で策定されているよ

うですので、そういった状況もしっかりと参考に

しながらつくっていきたいと思います。 

  ただ、つくり方につきましては、総合計画と同

じようなレベルにするのか、いろいろ位置づけな

ども十分検討していきたいというふうに考えて

おります。 

○鳥海隆太議長 中村圭介議員。 

○１７番（中村圭介議員） 一つ注文をつけさせて

いただきますと、やはりハザードマップの件も私

１年前にさんざん申し上げたものが、まだ公表さ

れていないと。４月に入ってからだというお話で

す。場合によれば、私も見ていないから何とも言

えませんが、避難所の場所が変わるかもしれない

し、そうなれば、単に配布して終わりじゃなくて、

それをしっかりと認識してもらう、熟知してもら

うということが大事です。ですから、今まで以上

に緊張感と危機感を持って、スピード感を持った

対応をお願いしたいなということを強く要望し

たいと思います。 

  次に、財政の健康についてということで、やは

り公共施設20％削減というものは、かなりの厳し

い道のりだなというふうに思っております。 

  これ、ちなみになんですが、やはり財政が立て

直しなれば、無理くり20％削減の必要もないわけ

でして、先ほど総務部長からも答弁ありましたよ

うに、やはりその財政的な収支の見直しも同時に

行っていくと。このことが何よりも大事かとは思

いますが、ぜひ今後20％という数字だけがひとり

歩きすることなく、やはり削減をしながらも、財

政の安定化を図っていって、両立でこの問題に向

き合っていただきたいなというふうに思うわけ

でありますが、総務部長、いかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 財政の長期的な見通しにつき

ましては、非常にこれはなかなか難しい作業でご

ざいまして、今回お示ししたのは、現状で考えら

れるこれまでの経過をベースにしながらはじい

たものでございます。これについて、やはり何度
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も繰り返しますが、その都度見直しをしていく必

要がありますので、当面はまず財政運営は可能だ

というふうな見通しを立てたところであります

が、やはり随時これは検証していく必要がござい

ます。 

  そして、公共施設のその20％削減につきまして

も、遠い将来を考えればやはりこれは人口が減っ

ていきますので、基本的には20％の削減というの

は据えつつ、そして財政運営のバランスをとりな

がらということが基本になっていくかと思いま

す。ですので、とりあえず20％という目標を掲げ

ながら、財政のバランスをとりながら進めていき

たいと考えております。 

○鳥海隆太議長 中村圭介議員。 

○１７番（中村圭介議員） ぜひ、ここも中川市長

にリーダーシップをとってもらって進めていた

だきたいなと思うわけであります。 

  あと一方で、削減もそうなんですが、施設を廃

止した後の跡地利用ですね。今回もその跡地を利

用した議案が出ておりますが、やはりその廃止の

方向も厳しい目で、やはり地元に相談すれば、「あ

るんだったら使おう」という声が出てくるのも当

然かと思います。削減同様、その跡地の利用の仕

方、処分の仕方、これも同じくらい重要かと考え

ます。これについて、中川市長、どのようにお考

えでしょうか。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 先ほど議員お述べになられました

ように、公共施設保有総量の20％の削減というの

は、その大方はやはり小中学校の統廃合によって

得られるものであろうというふうには思ってお

ります。このたびもいろいろ中学校の跡地問題、

そしてこれから予定されている小学校の統廃合

によって空き校舎が出てくるわけでありますけ

れども、しかし、それを廃止するということには、

地域の皆様としっかりと話し合いを進めながら、

そして地域の中で例えば利活用もしたいという

ことも出てくるかというふうに思っております

ので、まず前提になるのはやはり地域の皆さんが

どのように考えているかということは、私は大事

にしていきたいというふうに思っております。 

  そういった中にあって、どのような運営ができ

るのかということについては、今後、行政、我々

としましても、どのような方針で、例えば20％に

こだわるのかということも踏まえて、やはりこれ

からコンパクトシティーと言われる中で地域の

対応というものもありますので、そこはしっかり

と取り組んでいかなきゃならないものと、このよ

うに思っております。 

○鳥海隆太議長 中村圭介議員。 

○１７番（中村圭介議員） それでは、最後の質問

となりますが、これは最初に戻りまして、大項目

１ということで、また中川市長にお伺いしたいと

思います。 

  市長は、壇上で、市民総参加のまちづくり、市

政運営を行っていきたいんだということをお話

しされました。私も全くそのとおりだと思います。

私も議員、市議９年させていただいて、さまざま

な成功事例を学ばせていただきましたけれども、

やはりキーワードとなっているのが、市民が当事

者になってその問題の解決に当たっている。例え

ば、高齢者の居場所づくりであったりですとか、

街並みづくり、空き地・店舗の利用とか、地域の

交通網の整備とか、やはり市民が当事者になって

いるというところなんです。 

  要するに、行政だけが何らかの手当てを打つと

いうだけでは、もう今はなかなかまちを変えられ

ない、つくれないと、そんな時代になってきたの

かなと私は感じるところであります。 

  ですので、今、中川市長がおっしゃった、まさ

にその市民総参加、市民総参画の考え方をこれか

ら新年度はもちろんですが、今後４年間、市で行

う全ての施策にこれを意識づけをして行って、ぜ

ひ取り入れていただきたい。観念で終わらず、ぜ

ひ施策としてあらわれてくる、そんな政策を期待

するものでありますが、その辺はいかがでしょう
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か。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 今までの４年間の中でも、やはり

私はそのように取り組んできたというふうに思

っております。例えば、先ほど申し上げましたよ

うに、健康長寿日本一を目指していこうと、これ

は行政だけの取り組みでは実現しないわけであ

りまして、いろいろな医師会を初め、各団体の皆

様とどうやったらその健康長寿に向けて日本一

に向けて取り組んでいけるかと、いろいろな団体

とも協定を結んだりやってきましたので、まずそ

ういったことも今後もっともっと進めていかな

きゃならないというふうに思っておりますし、ま

た、ブランド戦略もこれからの米沢の地域資源を

どのようにもっともっと磨き上げていくかと。こ

れは行政だけが行うものでなく、当然それにかか

わっていただく皆様方がやはり一体となって、と

もにこの米沢を愛する気持ちでやっていこうと

いうことになりますので、今後ともこのブランド

戦略においてもしっかりと取り組んでいきたい

とこのように思っております。 

  例えば、４年間の中で取り組んだ事業として、

「ようざん桜の杜」があります。これも地域の皆

様と新たな桜の森を造成していこうと。そして、

斜平一帯周辺をもっと散策できるような、健康長

寿に絡めても、そういった取り組みも市民の皆様

にお願いをして、行政はしっかりと管理はしてい

きますけれども、実際運営するのは地域の皆さん

だったり、また、それをつくり上げていこうとい

う団体の皆様でもありますので、そういった機運

というものをともに「米沢づくり」に進めていこ

うという機運づくりは今後ともさらに進めてま

いりたいとこのように考えております。 

○鳥海隆太議長 中村圭介議員。 

○１７番（中村圭介議員） 時間がなくなりました

が、新年度を迎えるに当たり、新年度予算を審査

するに当たり、本当に雪が少ないというような状

況の経済が心配、そして先が見えないというコロ

ナウイルスの脅威ということで、新年度への船出

というのは非常に荒波の中のような船出になる

かもしれませんけれども、まさにここですね。市

長を中心に英知を結集していただいて、何とかこ

の局面を乗り切ってもらいたいと、先手、先手で

施策を打っていただきたいと、この難局を乗り切

っていただきたいということを申し上げまして、

私の代表質問を閉じさせていただきます。ありが

とうございました。 

○鳥海隆太議長 以上で一新会、17番中村圭介議員

の代表質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時０９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時０９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  明誠会、24番相田克平議員。 

  〔２４番相田克平議員登壇〕（拍手） 

○２４番（相田克平議員） 明誠会の相田です。私

たち明誠会は、井上由紀雄議員、古山悠生議員の

２名が加わり、木村、島貫、小島を含む６名体制

で議会活動に励んでいます。新人ながらそれぞれ

得意分野を持ち、地元地域にもしっかりとした活

動地盤を持つ２人が新たに加わったことで、我々

会派としても大きな力となっております。 

  政党や組織に縛られることなく、常に市民生活

の視点を大切にしながら、市政のさまざまな課題

を考え、誠実で謙虚に、そしてみずからも行動す

ることを信条にしながら、未来へ向けて持続可能

な市政の発展を目指し、活動しております。 

  米沢で学ぶ多くの学生たちや市民の方々と日々

の活動をしていると、歴史や伝統を重んじながら

も、変化を恐れず未来を見据え、固定観念を上書

きしていく力強さや大胆さが求められる時代に
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なったと感じます。 

  ことしのえとはかのえね、一言で言うと変化の

多い年と言われますが、かのえは強さを意味し、

ねは始まりを意味しており、新たな時代へ向けた

力強いスタートを切るにふさわしい年回りと言

われています。迎える新年度、私たちの暮らす米

沢がどんな方向へ向けてスタートを切るのか、多

くの市民も大激戦の末迎えた２期目のスタート

を切る中川市政に注目していることと思います。 

  そのような中で、今定例会に向けてその方向性

が示されました。令和２年度市政運営方針では、

市民・経済・地域の３つの健康をキーワードに各

種施策を展開する方針が示され、交流と対話を重

ね、信頼を築きながら、これまでもこじれた糸を

ほどき、諸問題の解決を目指してきたこれまでの

中川市長の姿は十分評価するものであり、御自身

の政治活動の総決算と言える２期目の市政運営

に期待するものであります。 

  しかしながら、このたび示された新年度市政運

営方針、そしてまちづくり総合計画第３期実施計

画、まち・ひと・しごと創生総合戦略は、本市の

市民生活の未来に直結するものでありながら、そ

の時代感覚には疑問を持たざるを得ず、我々明誠

会は強い危機感を感じています。 

  さらに、策定中の都市計画マスタープラン、立

地適正化計画は、市民理解や市民との共有が大切

であるにもかかわらず、この間委員としてかかわ

ってくださった方々の話を伺っても、およそ交流

と対話を重ねたとは言いがたい状況で策定が進

められているように感じます。 

  市長にとっての残り４年の任期は、市民生活の

今後10年、20年を左右する重要な４年間です。人

口減少が続く中で、本市のような地方都市が地域

の活力を維持し、暮らしやすさを向上させていく

には、近年薄れつつあるコミュニティーの力の維

持・向上を図りながら、さまざまな技術革新をう

まく取り入れていくことが重要になってきます

が、その感覚が圧倒的に不足していると言わざる

を得ません。中川市長の柔軟で率直な感性と人柄

に支えられた統率力に期待し、早急な改善及び取

り組みを求め、それらの点について質問させてい

ただきます。 

  １つ目は、新しい時代へ向けた市政運営の課題

について、Society5.0への対応です。 

  総理は、１月20日召集の通常国会の新年度施政

方針演説で、成長戦略として､ＩｏＴ、ビッグデ

ータ、人工知能、第４次産業革命の大きな変革の

中で、デジタル時代の規制改革を大胆に進め、無

人自動運転の解禁、ビッグデータの活用、５Ｇ、

ポスト５Ｇ通信などのキーワードを掲げながら、

「さらにその先を見据えながら、大胆な税制措置

と予算により、イノベーションを力強く後押しし

ます」と述べており、その言葉が示すとおり、国

は新年度予算編成に当たり、Society5.0へ向けた

取り組みを求めることをわざわざ明記していま

す。 

  しかしながら、先ほど申し上げたように、この

たび示された本市の中長期的な各種計画や戦略

にはその視点が欠けていると言わざるを得ませ

ん。さまざまな技術が加速度的に進化していくこ

れからの時代は、技術革新への感度を高くして市

民生活向上に生かす視点が欠けている自治体は、

地方創生の時代に取り残される可能性が高く、各

種行政計画や施策への反映が急務と言えます。 

  そこでお伺いいたします。 

  まず、１つ目、市政運営方針結びの「米沢市の

未来に向けて進むための、新たな第一歩の年」と

は、具体的には何を示しているのか。交流や対話

を重ね、信頼を築きながら目指すさらなる市政発

展とは、具体的にはどのようなものか、市政運営

方針で描く市長の具体的なビジョンをお聞かせ

ください。 

  次に、このたび示された米沢市まちづくり総合

計画第３期実施計画には、屋内遊戯施設整備や市

立病院の建てかえ、万成線と接続させる石塩線な

ど、本市にとって長年課題となっていた事業が掲
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載されており、その点は高く評価し大きく期待す

るものであります。しかしながら、各章、各施策

に、新たな時代への変化の胎動が感じられません。

市民の暮らし方や働き方、行政の姿が変わってい

くべき時代に、先見性、先進性、未来性というも

のには欠け、希望を余り感じない個人的には内容

になってしまっている印象です。 

  我が市では、昭和53年に国内初の中核工業団地

を整備し、昭和60年には全国でわずか20の第１次

テレトピアモデル都市の指定を受け、平成元年に

はノートパソコン、平成５年には白色有機ＥＬな

どが、世界に先駆けこの地で生まれました。平成

25年には有機エレクトロニクスイノベーション

センターが整備されるなど、これまで本市は常に

新しい時代へ向けた扉を先行して開いてきた歴

史があるのです。それこそがまさに挑戦と創造の

米沢品質であり、令和の時代も貫くべき本市の基

本的な姿のはずです。組織としての米沢市もチー

ムネクスト米沢の一員であり、旗を掲げて切っ先

に立つべき立場です。実施計画に掲載されていな

い中で、市民はどうやってさまざまな技術革新の

恩恵を享受するのか、市の見解をお聞かせくださ

い。 

  次に、第２期米沢市まち・ひと・しごと創生総

合戦略について伺います。 

  内閣府が今年度改定し、昨年12月20日に発表し

た第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略では、

第１期の検証結果を踏まえた第２期における施

策の方向性として、「稼ぐ地域をつくるとともに、

安心して働けるようにする」、「地方とのつなが

りを築き、地方への新しいひとの流れをつくる」、

「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」、「ひ

とが集う、安心して暮らすことができる魅力的な

地域をつくる」というこれまでの４つの基本目標

のほかに、新たに「多様な人材の活躍を推進する」、

「新しい時代の流れを力にする」という２つの横

断的な目標を追加し、戦略への反映を求めていま

す。 

  内閣府が示したこれらの方向性を踏まえれば、

各種施策の中で先進性のある技術導入にもっと

積極的であるべきではないかと思うのですが、本

市が示した戦略ではＲＰＡの導入以外には感じ

られる要素がありません。 

  そこでお伺いします。 

  内閣府により新たに示された２つの横断的な目

標の「多様な人材の活用を推進する」と「新しい

時代の流れを力にする」という要素は具体的には

どこに含まれているのか、お答えください。 

  次に、大項目の２点目、市民価値を創出する都

市政策について伺います。 

  多くの自治体が近年、都市計画とまちづくりを

融合させた都市政策に力を入れています。これま

での都市政策は、人口増による都市の拡張を前提

としてきましたが、今後は人口減少を初めとした

さまざまな社会情勢の変化を踏まえて、都市政策

も変革が必要となりました。 

  人口減少下で都市の活力や生活環境の維持向上

に向けて、各種機能の配置誘導策や各種機能が最

大限に効果を発揮するための環境整備などの戦

略的な対策を講じていくべきであり、その際、交

通政策、産業政策、農業政策、福祉政策、医療政

策、環境政策など、都市において展開されるあら

ゆる施策を網羅する必要があります。都市全体を

俯瞰し、総合的に整備・開発・保全することを目

的としてきた従来の都市計画による手法では、そ

の対応が難しくなってきていることが原因です。 

  これまでに整備した施設の維持管理の負担が大

きくなるほか、人口減少に伴う需要減で有効に活

用されなくなっていったり、役目を終える施設も

出てくることが想定されるため、これまでの施設

計画やその整備を中心とした都市政策から、今後

は、施設完成後の維持管理や、利用目的の変更や

それに合わせた修復を行って適切に利活用する、

いわば使い倒すためのケアをも重視した都市経

営に重点を置いた都市政策に転換すべきと言わ

れています。 
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  本市が置かれた状況も一致しています。まず伺

いたいのが、現在の米沢市の組織では、どこが取

り組むべき課題なのか、お答えください。 

  次に、現在策定中の立地適正化計画について、

策定の目的と現在の策定経過及び策定後の進め

方はどうなっているのか、お答えください。 

  立地適正化計画は、本市の持続性を向上させる

ために必要な都市の姿を示し、それぞれの区域に

ストーリーを描きながら市民とともにまちづく

りを進めるための計画です。つまり、それぞれの

地域の未来像を住民と丁寧に共有していくこと

が求められており、本来は高い透明性を確保しな

がら、多くの市民の理解の醸成と意見の反映を両

立しながら策定作業を進めるべきと考えますが、

現状はいかがでしょうか。密室になってはいませ

んか。その他の諸行政計画の策定時と同じように、

今後計画案ができたら示して、単にパブリックコ

メントを集めるだけで進めるつもりでしょうか。

計画具現化が大切であり、そのためには市民理解

と市民とのビジョン共有が不可欠なことを思え

ば、このままではいけないと思います。策定中の

立地適正化計画が本市の持続性向上と市民生活

の向上に最大限の効果を発揮するためには、より

踏み込んだ建設的な議論が必要と思いますので、

お答えください。 

  続いて、バスの必要性を訴え多くの御支持をい

ただいた私としては、その進捗に大きな期待を寄

せている地域公共交通網形成計画についてお伺

いいたします。 

  市民の日々の生活を支える公共交通の拡充を求

める声は、既にピークに達しています。廃止され

る民間路線のマイナスをカバーするために廃止

代替路線を走らせたり、その路線が維持できずデ

マンドタクシーに切りかえ、それまで利用してい

た町なか区間の利用者が使えなくなるなど、これ

までの福祉的視点に立った偏った手法では、採算

性の確保は難しいことは明確であり、そもそも多

数の利用可能者を切り捨てて絞り込む方向とな

っていると感じています。今後もこの手法を続け

るのでしょうか。 

  昭和の時代に多くのバスが走っていたころも、

その採算性を確保していたのは町なか区間内の

利用者であり、例えば駅から中央待合所の間を利

用する方が多いことで窪田線や広幡線の採算が

向上していたり、駅から矢来までの利用者が多か

ったことで田沢線の採算性を支えていたのでは

ないでしょうか。 

  市政運営方針の中で、市長は、「公共交通につ

いては、高齢者・障がい者といった交通弱者を中

心とした地域住民の移動手段の確保が重要であ

り、地域の課題に対応した多様なサービスの充実

が求められています」とその認識を示されていま

すが、本当にそれだけでよいのでしょうか。地域

公共交通網形成計画による公共交通の拡充は、持

続可能な米沢市を目指す都市政策の一丁目一番

地に位置づけすべき問題です。 

  その成果によっては、今後さらなる人口減少が

進む中で、多様な機能集積も期待され、定住人口

増も期待できる都市形成につながる可能性さえ

あるのです。したがって、地域公共交通網形成計

画の策定に当たっては、郊外からのアクセスを確

保する視点とともに、市街地内での利用密度を向

上させる視点が重要となります。まずは、計画策

定の手順をどのように考えているのか、現段階で

どのようなことが課題と捉えているのかをお聞

かせください。 

  また、計画策定へ向けては、市民の関心を高め

て潜在的な利用者の声を反映させていくことが

必要です。今、自家用車を利用している人も、時々

公共交通を利用しながら育てていくという気持

ちを持っていただけるような環境づくりが必要

です。さまざまな市民が参加するワークショップ

形式で市民意見を紡ぐ機会を設けるべきと考え

ますが、いかがですか。 

  さらに、国土交通省の各種施策においても、近

年は自動運転技術やＭａａＳなど先進的技術導
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入に名乗りを上げる自治体がふえています。本市

での可能性についてどう考えているのかをお聞

かせください。 

  次に、都市再生整備計画事業の活用と都市再生

推進法人に対する本市の考えを伺います。 

  本市が都市政策を進めていくには、国の制度の

活用や民間との連携が不可欠です。都市再生整備

計画事業である都市機能立地支援事業や都市再

構築戦略事業の活用に対して、現段階で本市の考

えをお聞かせください。 

  また、全国各地では、官民連携まちづくりの推

進主体となる都市再生推進法人が次々誕生し、行

政だけではできないさまざまな事業を展開し、町

なかの代謝と活性化を実現しています。本市とし

ても、都市再生推進法人の設立を促し活用してい

くことが、閉塞感漂う中心街を再興するにつなが

ると思いますが、その考えがあるのか、お答えく

ださい。 

  次に、大項目３、Industry4.0へ向けた産業政策

について伺います。 

  工業比率が高い本市の産業構造で、Industry4.0、

つまり第４次産業革命の対応を先行させていく

ことは、重要な課題と考えます。また、農業分野

においても、スマート農業への変革が求められて

います。対応は十分でしょうか。 

  そこでお伺いします。 

  工業・農業分野におけるＩＣＴ、ＩｏＴ、ＡＩ

などの活用状況と、導入への支援策はどうなって

いますか、お答えください。 

  ものづくりや農業分野でのスマート化が世界中

で加速しています。本市のものづくりの国際競争

力を高め維持し、産出額や付加価値額の向上と、

何より若者が働きたいと思う職場の増加につな

げるためにも、市として産業分野のスマート化を

強力に後押しすべきと考えますので、市の考えを

お聞かせください。 

  最後の項目は、新たな時代へ向けた本市学校教

育の姿は、です。 

  新年度、約10年ぶりに改訂される学習指導要領

では、社会状況の変化に合わせ、小学校における

プログラミング教育が必修化されます。これは齋

藤千惠子議員が取り上げますので、この先はお任

せします。 

  近年の児童生徒の指導に当たって、生活面でＳ

ＮＳなどのネットの弊害も顕在化が進む中、遠ざ

けるよりはむしろ積極的に取り入れることで、リ

スクを学びながら正しく活用する知識を身につ

けることが必要な時代となってきました。 

  令和元年12月19日付の文科省の資料「ＧＩＧＡ

スクール実現推進本部の設置について」では、以

下、その本文を朗読させていただきますが、「『安

心と成長の未来を拓く総合経済対策』において、

「学校における高速大容量のネットワーク環境

の整備を推進するとともに、特に、義務教育段階

において、令和５年度までに、全学年の児童生徒

一人ひとりがそれぞれ端末を持ち、十分に活用で

きる環境の実現を目指すこととし、事業を実施す

る地方公共団体に対し、国として継続的に財源を

確保し、必要な支援を講ずることとする。あわせ

て、教育人材や教育内容といったソフト面でも対

応を行う。」とされたことを踏まえ、ＧＩＧＡス

クール実現推進本部を設置する」。 

  推進事項として、１つ、「児童生徒一人ひとり

が端末を持つための予算の適正な執行・管理」、

２つ、「児童生徒一人ひとりが端末を持った際の

教科書や教材の在り方検討」、３つ、「教師や児

童生徒が使いやすい学習コンテンツ調査等や利

活用に係る研修」、４つ、「地方公共団体が円滑

に事業を実施するための国との連携・普及促進」、

５つ、「新たな教育環境を前提とした教育の企画

立案や、情報の収集・利活用の在り方検討」、６

つ、「その他「令和の学校」にふさわしい教育内

容を実現するために必要な事項」と書かれていま

す。 

  既に山形市は、新年度からこのＧＩＧＡスクー

ルへの取り組みを決めたとお聞きしております
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が、現状で示されている本市の各種計画には掲載

されておらず、新年度予算にも関連経費の項目は

見当たらない現状であります。予算の確保を初め、

さまざまな面で課題があることは容易に想像が

できますが、同じ時代に成長する子供たちが、住

む町によってデジタルデバイド、つまり情報格差

が発生してしまい、殊さら本市の子供たちがその

格差にさらされる事態を我々は容認することは

できません。 

  また、学校現場における教師の働き方改革が課

題となる中で、授業効率や学習効率向上のために、

ＩＣＴやＡＩの活用が必要不可欠であり、効果的

と考えます。 

  先ほども申し上げたとおり、テレトピア構想20

都市の一つであり、市内には既に高速通信ケーブ

ル網が存在します。ノートパソコン発祥の地とい

う地の利を生かせば、ほかの団体と比較しても優

位性があるのです。本市においても小中学校のＧ

ＩＧＡスクール化の取り組みに遅滞なく取り組

み、新たな時代を切り開く子供たちの教育に生か

すべきと考えますが、本市教育委員会の見解をお

聞かせください。 

  以上が今回の質問となりますが、壇上からの結

びとして、市長は、御自身で条例までつくって政

治活動結びの４年間を迎えるわけです。僅差の選

挙結果が示す意味を誰よりも理解されているの

は、中川市長御本人かなというふうに思います。

その上で、２期目の４年間、並々ならない覚悟と

決意で臨み、スピード感を持って常に前進の姿勢

で市政運営に当たっていただけるものと期待し

ています。 

  我々明誠会も、市議５期、県議３期、そして市

長としての２期目へとこれまで37年間の政治生

活で培ってこられた中川市長の見識に期待とと

もに深く敬意を払いつつ、これまでどおり是々

非々の姿勢で建設的な議論と提案を行っていく

ことをお約束し、壇上からの質問とさせていただ

きます。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 相田議員の御質問にお答えいたし

ます。 

  私からは、１の新しい時代へ向けた市政運営の

課題について～Society5.0への対応～について

と、２の市民価値を創出する都市政策についての

うち、地域公共交通網形成計画についてお答えい

たします。 

  最初に、新しい時代へ向けた市政運営の課題に

ついて～Society5.0への対応～についてお答え

いたします。 

  まず、初めに、市政運営方針で描く私のビジョ

ンについてでありますが、昨年11月の市長選挙に

おきまして、引き続き２期目の市政を担わせてい

ただくことになり、先日の市政運営方針の表明に

当たっても、改めてこの責務の重大さを感じてい

るところであります。 

  １期目の当選に当たり、市長任期８年とし、そ

の条例も制定いたしました。市政運営方針でも申

し上げました「米沢市の未来に向けて進むための、

新たな第一歩の年」は、新たな２期目を迎え、こ

の市長としての残り４年間を私の市政運営の集

大成として全力を注ぎ、成果を上げていく決意の

意味を込めて申し上げたものであります。 

  市長選挙の際に、各所を回り多くの皆様にまち

づくりは米沢を愛する人々の力を結集して、米沢

の明るい未来をつくることと訴えてまいりまし

たが、市政運営を進めるに当たっては、市民の皆

様の声をお聞きすることが何よりも重要である

ということを改めて感じたところでもあります。 

  御質問にありましたサイレントマジョリティー、

直接私のところまで届かない市民の御意見もあ

るかと思います。現在、まちづくり総合計画後期

基本計画の策定を行っておりますが、その中でま

ちづくりフォーラムという形で市民の皆様を対

象としたワークショップを実施させていただき

ました。参加者につきましては、公募のほかに、
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議会からも提案のありました無作為抽出で選ん

だ市民の方にも御案内をしたところ、８名の方に

御参加をいただきました。最後の発表会には私も

出席させていただきましたが、このような形で市

民の方の御意見を直接お聞きすることができ、大

変有意義な機会であったと感じております。 

  さまざまな行政課題に対しては、きちんと現状

を認識し、最善の方策を探る必要があることはも

ちろんでありますが、理屈ではなく、市民の皆様

の共感を得て行政を進めるべきであるというこ

とについては、私の政治信条として申し上げたと

ころであります。そのためにも、市民の皆様との

交流や対話を重ね、信頼を築き上げながら、市政

運営を進めていく。この姿勢を今後とも実践して

いきたいと考えております。 

  次に、米沢市まちづくり総合計画第３期実施計

画についてであります。 

  まず、申し上げなければならないのが、実施計

画につきましては、まちづくり総合計画の中の幅

広い分野の各施策を推進する具体的な事業を財

政的な裏づけを持って明示した計画であるとい

うことであります。 

  今回策定しました第３期実施計画には、私が選

挙の公約として掲げた、子供たちが冬期間におい

ても自由に遊ぶことができる屋内遊戯施設の整

備事業、子育て家庭における負担を少しでも軽減

するための医療費無償化を高校３年生等まで延

長する子育て支援医療費事業、市民の皆様の安全

安心を守り、急性期医療に対応する市立病院建設

事業、また、健康長寿のまちづくりの推進に関す

る事業など、いずれも市民ニーズの高いさまざま

な事業を盛り込ませていただきました。 

  このように、行政全般にわたって必要な事業に

ついて掲載したのが実施計画であります。 

  本市には、山形大学工学部、米沢栄養大学、米

沢女子短期大学の３大学があることから、学園都

市を標榜しております。各大学が持つ貴重な資源

を有効活用すべく、さまざまな分野にわたって連

携を図っているところでありますが、御意見にあ

りましたように、これから大学の持つ先進技術に

関する情報について共有させていただきながら、

行政の施策において生かしていくことは、本市の

発展においても重要でありますので、引き続き連

携を密にしていきたいと考えております。 

  次に、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略

についてでありますが、地方創生については、首

都圏への過度な人口の一極集中が進み、地方の人

口が減少していく中、まち・ひと・しごと創生法

の趣旨に基づき、本市においても、これまでま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、各施策

を展開してきたところであります。 

  このたび、国の考え方に基づき、これまでの取

り組み期間を第１期と位置づけ、新年度からの５

カ年を第２期とした地方創生に寄与する施策を

取りまとめた新しい総合戦略の案を提示させて

いただいたところであります。 

  この地方創生については、基本的な考えとしま

して、産業・雇用対策、社会動態対策、自然動態

対策、地域づくり対策の４つの柱があるものの、

今回、２期目を迎えるまち・ひと・しごと創生に

おいては、人材の活用、新しい時代の流れなど、

国から考慮すべき新しい視点として示されてお

ります。 

  それらの中で、御意見のありましたSociety5.0

や関係人口の考え方については、本市の新しい総

合戦略においても、現時点での方針として盛り込

むことができる範囲で考慮したところではあり

ます。しかしながら、人材活用、Society5.0につ

いては、まだまだ情報を収集しながら、今後とも

継続して検討して行かなければならないと考え

ております。 

  先ほど申し上げました第３期実施計画とも関連

しますが、近年における技術の進展は目覚ましい

ものがあり、これからの５年先、10年先を見据え、

新しい技術を行政の施策の中に導入していくこ

とは非常に重要であるというふうに認識してお
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ります。 

  このため、本市における学園都市という地域特

性を最大限生かしていくとともに、すぐれた技術

を有する企業とも連携できるような仕組みづく

り、取り組みを検討していく必要があると感じて

おりますし、総合戦略については、実情に応じて

見直すこととしておりますので、新しい技術を生

かした新たな施策についても検討を行い、

Society5.0を目指していきたいと考えておりま

す。 

  続きまして、２の市民価値を創出する都市政策

についてのうち、地域公共交通網形成計画につい

てお答えをいたします。 

  本市では、持続可能な公共交通ネットワークの

構築を図り、コンパクト・プラス・ネットワーク

のまちづくりを推進するため、令和２年度から２

カ年かけて地域公共交通網形成計画を策定する

こととしております。 

  初めに、計画策定の手順でありますが、まず、

本市の公共交通の現状を分析した上で、公共交通

網を取り巻く課題を整理するため、市民アンケー

ト調査、バスの乗降調査のほか、市民や学生を対

象としたワークショップの開催など、さまざまな

住民参加の手法を取り入れながら、市民や利用者

の意見・ニーズを把握したいと考えております。 

  計画策定に当たっては、交通事業者や関係団体、

利用者代表などで構成する協議会を立ち上げ、公

共交通に関する課題の共有や、その解決のための

施策の議論を積み重ねていくほか、適宜議会に報

告しながら、丁寧に進めてまいりたいと考えてお

ります。 

  これらの検討を踏まえまして、令和３年度に具

体的な計画案を取りまとめるスケジュールで進

めてまいりたいと考えております。 

  現状における課題といたしましては、人口減少

や運転手不足などによる公共交通網の維持・確保、

超高齢社会への対応など、人口動態や需要の変化

に対応した持続可能な公共交通サービスの検討

が挙げられます。また、公共交通全体の課題とし

まして、立地適正化計画で定める将来の都市構造

を踏まえたまちづくりと一体となったネットワ

ークの構築が挙げられます。 

  一方、公共交通網には、議員がお述べになられ

ました自動運転やＭａａＳなどの先進的技術の

対応も求められております。これらにつきまして

は、山形県が来年度から広域的な地域公共交通網

形成計画の策定を予定しており、その中でＩＣＴ

等を活用した新たな技術の導入を検討すること

としております。さらには、路線バスへの交通系

ＩＣカードの導入など、交通事業者が検討を進め

ている課題もございますので、県や交通事業者等

と連携をしながら、新たな技術導入に向けた検討

も進めてまいりたいと考えております。 

  以上のように、地域公共交通網形成計画の策定

に当たりましては、市民や利用者の意見やニーズ

を反映させることはもちろんのこと、地域公共交

通の必要性について市民の意識を高め、地域に欠

かせない足として育てていくことが重要であり

ますので、地域の実情に合った配慮した持続可能

な公共交通ネットワーク構築が図られるように、

計画策定に取り組んでまいりたいというふうに

思っております。 

  私からは以上でありますけれども、相田議員が

お述べになられました、これからのSociety5.0に

しましても、５Ｇの導入、あるいはＩｏＴ、ＡＩ、

ロボット、ビッグデータの活用は、これからの地

方都市にとって重要な課題であるというふうに

私は考えております。そういったことを行政内部

がしっかりと理解をしながら、そしてその後には

やはり官民挙げてこの取り組む姿勢が必要であ

るというふうに考えておりますので、御意見を参

考にさせていただきながら、これから取り組ませ

ていただきたいとこのように思います。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

  〔後藤利明総務部長登壇〕 

○後藤利明総務部長 私からは、２の市民価値を創
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出する都市政策についてのうち、都市政策の担当

の組織のあり方についてお答えいたします。 

  議員お述べのとおり、都市政策がまちづくりと

一体となるものと捉えれば、よりよいまちを目指

してハードとソフト両面から改善を図ろうとす

るものであり、それに係る施策は広範なもので、

本市の多くの部署、多くの事業が相互に関係する

ものと認識しております。 

  具体的に申し上げますと、総合政策課の分掌事

務としましては、主となるのは基本計画の立案及

び進行管理、市政運営方針や重要施策の企画調整

などがあり、総合政策課の組織上の大きな役割は、

市の方向性、政策を取りまとめて、各部の事業の

総合調整をすることにあります。 

  近年では、単独の課で事業を完結することが難

しく、複数の部署が連携して取り組まなければな

らないケースが多くなっています。総合政策課で

は、特に重要な施策などについて、担当部署との

連携や協力が伴うことになりますが、主体的に施

策を実施するのは担当部署であることを御理解

いただきたいと思います。 

  今後とも、その施策の内容や規模などに応じて、

取り組む体制について適切に対処してまいりた

いと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私からは、大項目２のうち、

（１）立地適正化計画についてと、（３）都市再

生整備計画事業の活用と都市再生推進法人に対

する本市の考えは、についてお答えいたします。 

  初めに、（１）の立地適正化計画についてお答

えいたします。 

  まず、本計画の策定の目的につきましては、多

くの地方都市と同様、本市におきましても、人口

減少や居住密度の低下などによって、一定の人口

密度に支えられてきた医療・福祉・子育て支援・

商業等の生活サービスの提供が将来的に困難に

なりかねない状況が懸念されます。 

  このような状況を踏まえ、国が定めた立地適正

化計画制度に即して、都市の構造を見直し、医

療・福祉・商業等の生活サービス機能や居住を維

持・誘導しながら、それらと連携した公共交通ネ

ットワークを形成するコンパクト・プラス・ネッ

トワークの取り組みを推進していくことにより、

高齢者や子育て世代にとっても安心して暮らせ

る健康で快適な生活環境を実現するとともに、行

政側にとっても財政面及び経済面において持続

可能な都市経営を目指していくことを目的とし

ております。 

  また、現在の策定経過についてでありますが、

立地適正化計画のほか、都市計画マスタープラン

もあわせて、昨年の８月より、公共交通・医療・

福祉・商業・農業・土地取引にかかわる事業者な

どで構成する市民検討委員会を開催して検討を

重ねるとともに、国土交通省東北地方整備局や山

形県と随時ヒアリングを行いながら、素案の策定

を進めてきたところであります。 

  現時点では、立地適正化計画においては、都市

機能誘導施設や居住誘導区域の設定、実現化の方

策などを、また、都市計画マスタープランでは、

地区別構想について検討を進めており、これらの

内容が整えば、計画全体の案が固まってくるとい

う段階にあるところです。 

  今後は、庁内関係課による作業部会、策定委員

会及び市民検討委員会の開催を踏んで、議会にも

お示しする予定にしております。 

  なお、今国会において、立地適正化計画を定め

る都市再生特別措置法の一部改正に関する法案

が提出されるとのことで、法改正内容を本計画に

反映すべきとなれば、今後のスケジュール等への

影響も考えられることから、国の動向を注視して

いるところでもあります。 

  次に、市民の理解の醸成と意見の反映を両立し

ながら策定を進めるべきではないかとの御指摘

でありますが、これまでの取り組みとしましては、
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市民の意見を計画策定に反映させることを目的

にアンケート調査を実施しているほか、先ほど申

し上げた多様な主体による市民検討委員会での

協議などを行ってまいりました。 

  今後につきましては、先ほど説明申し上げまし

た計画案が固まりましたならば、議会報告の後に

市民説明会等を開催し、立地適正化計画の意義や

策定目的などを丁寧に説明して、御意見をいただ

ける場を設ける予定にしており、重ねてパブリッ

クコメントをなるべく広く市民の皆様の意見を

いただくように工夫しながら実施するなどし、市

民理解の醸成と意見の反映に努めてまいります。

そして、都市計画審議会にもお示しし、御意見を

いただいた上で、計画公表の手続を進めてまいり

たいと考えているところであります。 

  次に、計画具現化のためにどう進めるかについ

てでありますが、立地適正化計画の策定後は、そ

の計画の実現化に向けて推進していくことにな

りますが、コンパクトな都市構造への転換を図る

には、中長期的な時間軸で臨む必要があるものと

考えております。 

  具現化に向けた取り組みにおいては、都市再生

整備計画事業や誘導施設に関する届け出制度な

ど、国の制度を積極的に活用して取り組みを進め

ていくとともに、その過程においては、ＰＤＣＡ

のサイクルを意識し、必要に応じて新たな取り組

みを検討・実施することにより、計画の具現化を

図っていく必要があると考えておりますが、その

ためには立地適正化計画の具現化に向け、関係部

課がまちづくりの方向性を共有することが必要

不可欠でありますので、今後、そういった環境づ

くりにも鋭意努めてまいりたいと思います。 

  次に、（３）の都市再生整備計画事業の活用と

都市再生推進法人に対する本市の考えは、につい

てお答えいたします。 

  まず、都市再生整備計画事業の活用についてで

ありますが、国では、人口減少の本格化や自然災

害の頻発・激甚化など、経済社会情勢の大きな変

化に直面する状況を踏まえ、制度の見直しがなさ

れ、新年度からは新たに都市構造再編集中支援事

業が創設されました。 

  具体的には、これまで実施されてきた都市再構

築戦略事業と都市機能立地支援事業とを統合し、

立地適正化計画の策定自治体のみに集中支援す

るものとなりました。 

  本市としましては、この新たな事業を活用しま

して、立地適正化計画に掲載予定の事業を対象と

して、令和３年度に申請する予定で準備を進めて

いるところであります。 

  また、民間事業者の方々に対しても、各関係課

を通して新制度の内容等についてお知らせする

などし、さまざまな機会を捉え、立地適正化計画

の内容と合わせ、支援事業についても広く周知す

る方法を考えてまいりたいと思っております。 

  次に、都市再生推進法人の設立に対する本市の

考えは、とのことでありますが、都市再生推進法

人とは、議員御承知のとおり、まちづくりに関す

る豊富な情報、ノウハウを有し、運営体制・人材

等が整った優良なまちづくり団体に公的な位置

づけを与えるもので、団体からの申請に基づき市

が指定するものであります。 

  また、都市再生推進法人は、市や民間ディベロ

ッパー等では十分に果たすことができないまち

づくりのコーディネーター及びまちづくりの活

動主体としての役割を果たすことが期待されて

おります。 

  市といたしましては、立地適正化計画を具現化

していく上で大変有効なツールの一つであると

考えておりますので、民間主体での制度活用の可

能性を踏まえつつ、具体的な事業展開が想定され

る段階においては、積極的に制度の活用を図って

まいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 

○菅野紀生産業部長 私からは、３番のIndustry4.0
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に向けた産業振興策について～産業のスマート

化の推進～についてお答えいたします。 

  まず、製造業における現状としましては、市内

企業でも徐々にＩＣＴ・ＩｏＴ・ＡＩを活用した

取り組みが増加してきております。 

  例えば、ＩｏＴによる最新デジタルミシンなど

を活用したスマートファクトリー化や、生産ライ

ンにおける電子タグの活用により進捗状況をリ

アルタイムで把握して見える化し、生産工程の管

理や製品のトレーサビリティーに役立てる取り

組みなどが見受けられます。 

  また、ＩＣＴ・ＩｏＴ・ＡＩの導入加速・促進

に向けた支援としましては、国では、商業・サー

ビス競争力強化連携支援事業の中で、ＡＩ等の先

端技術を活用した場合に補助率をかさ上げする

ことや、サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業

において、中小企業等の生産性向上に資するため、

業務プロセスの改善と効率化に資するＩＴツー

ルの導入に当たり、その経費の一部に対する支援

などを行っております。 

  山形県では、平成29年に山形県ＩｏＴ推進ラボ

を設置し、ＩｏＴ活用セミナーの開催や企業向け

の勉強会を通した普及啓発のほか、県内企業が実

施するＩｏＴ等の導入・活用プロジェクトに対す

る支援や、工業技術センターや外部専門人材の活

用等によるロボットの効率的な導入の促進、Ｉｏ

Ｔ活用コーディネーターの活動等によるＩｏＴ

の導入への支援などを実施しております。 

  本市では、市内の中小企業・小規模事業者等が

設備投資を通じて労働生産性の向上を図ること

を目指し、生産性向上特別措置法等に基づく先端

設備等導入計画の認定を行うことで、一定の条件

を満たす設備等に係る固定資産税の減免措置に

よる支援を行っております。 

  地域産業を取り巻く環境は著しく変化しており、

デジタル産業の活用により産業構造が大きく変

革していくと考えております。そして、Industry

4.0の進展により、ＡＩやロボット、ＩｏＴとい

った技術を活用するさらなる取り組みなどを行

うことが、本市工業の持続的な発展につながるも

のであり、関連して若者の地元就職等につながる

ものと考えておりますので、市内企業に対してさ

まざまな支援制度を周知し、活用を促し、先端技

術を取り入れることで、生産性の向上や新たな技

術・製品の開発などにより高付加価値化を図るこ

とを目指し、引き続き支援を行ってまいります。 

  続いて、農業分野に関してお答えいたします。 

  初めに、本市における先端技術の活用状況であ

りますが、平成30年度に窪田地区と広幡地区の稲

作農家の方が、国の補助事業である経営体育成支

援事業を活用し、圃場ごとの米の食味・収量を測

定できる機能のあるコンバインをそれぞれ導入

しております。 

  この技術は、センサーにより米の食味や収量の

データを確認、把握することで、翌年度の土づく

りの施肥計画等に生かすというものです。データ

を収集、蓄積、分析することで、翌年度の作業の

効率化を図り、食味や収量の向上が期待できるも

ので、ＩＣＴ技術を活用したスマート農業の一例

と言えます。 

  また、これまで人力で行っていた薬剤散布作業

の労力を軽減するため、農業用ドローンを導入す

る農業者がふえてきております。これまでも国の

支援事業等で農業用ドローンの導入に対する支

援は可能でありましたが、事業採択のハードルが

高いことや、採択されてから導入に至るまでに相

当の時間を要し、適期使用ができないなどがあり、

必ずしも農業者の方の要望に添った支援ができ

るものではありませんでしたので、今年度から市

の単独補助事業である「未来を拓く農業支援事

業」により導入に対する支援を行っており、令和

元年度は３名の農業者の方に活用いただいてお

ります。 

  畜産の分野では、肉用牛繁殖経営で、生産者の

負担が多い母牛の発情や分娩の管理に、カメラで

の遠隔管理や牛の体温センサーを活用している
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事例があります。また、今後、子牛の授乳にロボ

ット哺乳の導入を検討されている生産者もおら

れます。 

  国の施策として、経営面積の拡大等を目指す農

業者に対する支援事業として、経営体育成支援事

業や産地パワーアップ事業があり、スマート農業

機械導入等への支援策が講じられております。事

業が採択されるためには、経営面積や販売額等か

ら算出されるポイントが重要となってくること

など、採択に至るまでのハードルが高くなる部分

もありますが、意欲ある農業者の方には積極的に

活用していただきたいと考えております。 

  自動運転等の先端技術の活用は、圃場条件等も

考慮する必要があり、本市の一般的な圃場面積で

ある30アールの圃場においては十分な機能が発

揮されない可能性がありますが、持続可能な農業

を推進するためには、先端技術の導入による作業

の効率化、省力化が必要であると認識しておりま

す。 

  本市においてのスマート農業の取り組みについ

ては、先端技術を用いた農業用機械が非常に高額

であり、導入の初期投資への負担が大きいことか

ら、まだまだ普及まで至っておりませんが、本市

の現状に合ったスマート農業機械等の活用につ

いて情報収集を行いながら、ＩＣＴ等の先端技術

に触れる機会の提供も検討してまいりたいと考

えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、新たな時代へ向け

た本市学校教育の姿は、についてお答えいたしま

す。 

  初めに、ＧＩＧＡスクール構想の実現が示され

たが、本市の子供たちの教育に生かすべきではな

いかについてでありますが、私たちを取り巻く環

境は、グローバル化や絶え間ない技術革新等によ

って急速に変化しており、今後はますます予測が

困難な時代になると言われています。 

  そのような中で、子供たちには、さまざまな変

化に積極的に向き合う意欲、他者と協働して課題

を解決する力、知識や情報を再構成して新たな価

値につなぐ力、複雑な状況変化に合わせて目的を

再構築する力を身につけさせることが大切であ

ると考えています。そして、そのような力の育成

には、ＩＣＴ機器等の活用による情報の収集、整

理、統合や協働による新たな価値の創造という情

報活用能力の育成が必要であると考えています。 

  このたび国が示したＧＩＧＡスクール構想は、

今述べたことを実現させるための方策として出

されたものであり、本市でも前向きに検討してま

いりたいと考えております。 

  次に、ＧＩＧＡスクール構想実現に向けた国の

予算措置に対する検討についてお答えいたしま

す。 

  このたびの国による予算措置は、教育情報化の

推進を目指した補助事業で、高速大容量ネットワ

ーク環境整備事業と、児童生徒が１人１台の情報

端末を使えるようにするための端末整備事業の

２つになっております。 

  ＧＩＧＡスクール構想実現による効果は、子供

たちの学習の充実、教職員の業務負担の軽減など、

多岐にわたります。子供たちの学習という点では、

授業で使用するデジタル教材の充実を初め、離れ

た場所で双方向による授業を行う遠隔授業、ＡＩ

を活用したドリル学習などが可能になってきて

おり、一斉学習、協働学習、個別学習のそれぞれ

において大きな効果が期待できます。 

  また、現在、教員が手作業で行っている子供た

ちの学習履歴の集積、蓄積、分析がＩＣＴ機器の

活用で容易になり、これまで作業に費やしていた

時間を授業準備に充てることができるようにな

ります。このことにより、これまで以上の質の高

い教育実践と働き方改革につながるものと考え

ています。 

  このようなことから、予算措置の活用について
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検討を行ってまいりました。しかしながら、ネッ

トワーク環境の整備、端末の整備のいずれにおい

ても、さらに検討すべき事項が多くあったため、

今年度の予算措置の活用については見送ったと

ころであります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 代表質問の途中でありますが、暫

時休憩いたします。 

 

午後 ２時０９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時１９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  相田克平議員。 

○２４番（相田克平議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  それでは、順番にいきたいと思いますが、So-

ciety5.0への対応について、技術革新を取り入れ

ることの重要性等、必要性については、市長も御

答弁の中で、加えて認識を示していただきまして、

必要性等について同じ思いでいらっしゃるなと

いうことは感じられました。ありがとうございま

す。 

  それで、全体的に御答弁をお伺いしていて、必

要性、重要性は認識しつつも、具体的な取り組み

がやはり示される状況にないということは否め

ないなというふうに思うわけです。 

  例えばですが、長井市は、内閣府のデジタル人

材派遣制度で新年度から新たに民間なのかな、人

を登用しながら政策への反映を進めていくと。県

も新年度から、昨年の11月ごろでしたかね、その

デジタル人材というか、ＩｏＴ人材の公募をかけ

て、やはり弱点をしっかりと埋めながら、そうい

う知識、知見を取り入れていくんだという姿勢を

示しているわけですよね。米沢市においてはそこ

がなかなかできていないと思うんですけれども、

今後、そういう人材の活用、登用というものを進

める考えがあるのか、その点についてちょっとお

聞かせください。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 確かにこの対応については若干お

くれをとってきたという部分は否めないという

ふうに思っております。 

  しかしながら、これから人口減少、人材の確保

の厳しさ、あるいは超高齢社会に、こういった新

たなSociety5.0、それに基づくというか、スマー

トシティーとしてのどのような対応をしていく

かということについては、やはり一番は私は米沢

らしさをどう出すことができるのかと。集落地域

も多いところでありますので、公共交通のあり方

とかいろいろあるというように思います。 

  先ほど議員からお述べになった部分もあります

けれども、どのような格好にしていくのか、そし

て例えばその地域性もあったりすると、常々申し

上げております健康長寿日本一を目指していく

上でも、例えばそういう超高齢社会の中で遠隔医

療的なものもやはりどう取り組んでいくかとい

うことが、診療ですか、そういったものも取り組

みながら、交通費の負担を少なくするとか、そし

てそういった医療の情報、診療の情報共有をどう

するのかということなんかも考えられますし、ま

た、民間との関係の中においては、やはり先ほど

例示にもありましたように、スマートファクトリ

ーというようなところで、いろいろＩｏＴを活用

して高付加価値、あるいは省力化を図っている企

業も実際あるわけでありますので、そういった民

間とそこにプラスして、それは先ほど申し上げま

した３大学の知見をどう活用していくのかとい

うことも総合的に考えていくことが、米沢らしさ

のSociety5.0に対応するものでないかなという

ふうに思っております。 

  そこで、ではどういう手段でそれをやっていく

のかということになるわけでありますけれども、
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まだはっきりとは申し上げられませんけれども、

そういった専門的な知見を持っている一つの組

織体と連携をしながらということを今考えてお

るところでありますので、正式になりましたら議

会のほうにもお示しをさせていただきたい、この

ように考えております。 

○鳥海隆太議長 相田克平議員。 

○２４番（相田克平議員） ありがとうございます。 

  要するに、よそからぽんと人材登用してという

よりは、その現存の米沢の優位性というものを融

合させた形で取り組んでいくというようなお考

えだなということに認識させていただきます。 

  だとすると、なおさらなわけですけれども、こ

れまでも優位性は、例えば遠隔診療の話を今市長

されましたけれども、これは第１次テレトピア構

想の将来的ビジョンの中心的なアイテムだった

わけですよね。双方向でやる。現状もう既にテレ

ビそのものも双方向が実現していたりするとい

う状況の中で、殊さら例えばもう本当に医療・福

祉部門での活用といいますか、それはもう既にあ

るインフラで、あっという間にできるわけですよ。 

  ちょっと専門的になるので、ぜひ健康福祉部長

の御答弁をいただきたいんですが、例えば高齢者

の方とか、認知症の見守りの方、数年前と記憶し

ておりますが、見守りＩＣ機器を導入する場合に、

国の補助制度っていうのがあって、議会の中で議

論させていただいたこともありましたけれども、

今では、例えばＷｉ－Ｆｉルーターがあれば、そ

この家の中で人が動いているかどうかというこ

とが例えば認識できるような技術になっていた

りするわけです。 

  あと、ケーブルテレビの双方向性を考えれば、

遠隔診療も、医療相談的な形であれば実現可能な

わけですよね。そういうものの技術導入について、

それこそ私ならまち・ひと・しごと創生総合戦略

の中で検討項目に入れていくとか、そういう取り

組みをしていくべきなのではないのかなと思う

んですけれども、今回は非常に登載されているも

の、実施計画も総合戦略のほうも、現段階の技術

というよりは、既に相当前の技術の中でとまって

いるように感じるわけです。担当課内って、担当

部署内でそういう御検討とかされた経緯ってあ

るんですかね。ちょっとお聞かせください。 

  技術についての認識と、はい。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 議員おっしゃるとおり、

今現在ではその新たなものについて導入という

ふうなこと、そういった導入をするような事業は

やっていないわけなんですけれども、事例として

さまざま出ていることは承知していますし、今お

っしゃったようなことも聞いてはございます。 

  今回のその計画の中でそれを盛り込めなかった

わけですけれども、やはり常々そういったアンテ

ナを高くしてこれから取り入れていくような形

で臨んでいきたいなというふうに考えていると

ころです。 

○鳥海隆太議長 相田克平議員。 

○２４番（相田克平議員） 例えばですが、やはり

地元のケーブルテレビの会社の方とこの間ちょ

っといろいろ情報交換をさせていただいたとき

に、アイデアとしていただいたんですけれども、

今、米沢で高齢の方々の独居または御夫婦二人の

ような生活をされているスタイルの世帯は多い

わけですよね。その方たちも離れて都会で仕事さ

れているお子さんなんかはいらっしゃるわけで、

そういう方々に例えばですが、ふるさと納税とい

う形で御両親の見守りのシステムを提供してい

くと。常に例えばスマホにアラームが届いたり、

今、市でもその見守りシステムありますけれども、

登録された電話の主に御近所の方に駆けつけら

れる方に、こういう状況ですけれどもって、確認

してもらえますかと連絡行くだけじゃないです

か。今なんて、例えばスマホにメールが自動的に

届くようなシステムはできるわけで、例えばテレ

ビの双方向性を考えれば、地域の登録された方に、

アラームの画面で知らせるようなこともできる
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わけですよ。それこそが米沢らしさ、既にある優

位性を発揮していって、市民生活の暮らしやすさ

の向上、安心安全のために活用していくことにな

ると思うんですよね。 

  やはり今後の課題としてですが、そういう技術

を取り入れたものに対して少し積極的に調べて

いって、採用できるものというものを模索してい

くべきではないのかなと思いますが、御見解をお

聞かせください。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 おっしゃったように、シ

ステム自体はすごく使いやすいというふうなこ

ともあろうかと思いますけれども、かかる費用と

か、それから高齢者の方々自身がそういった使い

やすさみたいなものもやはりあると思うんです。

緊急時のそういった対応なんかも含めまして、さ

まざま総合的に考える必要があろうかというふ

うに思います。先ほど申し上げましたように、研

究を重ねて進めていきたいなというふうに考え

ています。 

○鳥海隆太議長 相田克平議員。 

○２４番（相田克平議員） 私、この話を伺ったと

きに、今現在、市が負担している費用の部分を、

要するに遠く離れたお子さん方がちゃんと費用

負担をしていきながら、常にその情報に触れるこ

とで安心感も提供できるという、なかなかいいシ

ステムだと思ったわけです。ぜひ、今後の検討と

いうことで結構でありますので、やはり情報は集

めていっていただきたいなというふうにここで

は思います。 

  それと、私、唯一評価させていただいたＲＰＡ

の導入、新庁舎へ向けて決まっておりますが、現

段階でどういう効果が期待されるとお考えなの

か、ぜひお聞かせください。 

○鳥海隆太議長 安部総合政策課長。 

○安部晃市総合政策課長 議員の御意見にもござい

ましたけれども、新年度からＲＰＡの実証実験事

業に取り組ませていただくことにしております。

議会からも御提案のあった事業でありまして、内

部でさまざま先進自治体を調査してきたもので

あります。 

  具体的にソフトウエア上のロボット、目に見え

ないわけですけれども、ソフトウエア上のロボッ

トで、市役所内の定型的な作業を行うというもの

です。ロボットですので、やはり業務が正確で、

かつスピード感があるというふうな部分です。 

  それで、先進自治体を調査しましたところ、共

通して挙げられたのが、やはり正確性とスピード、

加えて、それによってあいた時間を市民サービス

に職員が充てられると。結果、市民の皆様のサー

ビス向上につながるというようなお話を先進自

治体からお聞きしております。そういうふうな効

果を目指して、今回実証実験に取り組みたいと考

えております。 

○鳥海隆太議長 相田克平議員。 

○２４番（相田克平議員） そうなんですね。スピ

ード、正確性が担保されるので、そのできた時間

を市民サービスに向けられる。これ、実は先行し

てＲＰＡを導入されている企業さん、何社かお伺

いしてきたんですけれども、市の要するに行政体

としてどういうところに行くか。市の窓口業務

等々の処理等々にもすごく有効だと思う。あわせ

て、学校の現場が実はその先生方の働き方改革

等々の課題がある中で、やはりＲＰＡというのは

向いているんじゃないかというようなお話を聞

いて、なるほどなと思ってきたわけです。 

  当然、実証実験をしていく中での結果を捉えた

中で、どういうふうに実際運用していくかという

ことになるわけでしょうから、やはり例えば教育

現場の部分にも、いきなり最初からやれというの

は予定していないでしょうから無理ですけれど

も、将来的にやはり導入も検討していく必要があ

るのではないのかなと思いますが、いかがですか。 

○鳥海隆太議長 安部総合政策課長。 

○安部晃市総合政策課長 ＲＰＡにつきましては、

さまざまな可能性があるということは先進自治
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体の例からもお聞きしております。そこで、昨年

年末になりますけれども、庁内において私どもの

ほうが事務局になりまして、さまざまな部署に声

がけをして説明会をさせていただきました。こう

いうふうな部分にも使えるというようなことを

まず理解してもらいたいという意味でやったと

ころです。先進自治体ではさまざまな部分で使っ

ているということは承知しておりますけれども、

まずはやはり具体的に効果の見えるような部分、

そういうふうな部分にまずは実証実験として取

り組んでいきたいなと思っております。そういう

ふうなところから徐々に波及させていければと

思っております。 

○鳥海隆太議長 相田克平議員。 

○２４番（相田克平議員） 効果の見える部分を先

行してということでしたけれども、要するに市組

織として効果の見える部分、先ほど住民サービス、

市民サービスの時間へ向けられるということな

わけだったけれども、学校現場でもその効果はイ

コール子供に向けられるわけですよね。そうする

と、生み出す効果の重要度といいますか、役割と

いうと、単純にちょっとこういう言い方はあれで

すけれども、市で効率化が図られると、何となく

必要職員数に反映されて終わりじゃないかとい

う懸念があるわけですよ。そうではなくて、その

内容充実につながるように、市民の価値につなが

るように使っていっていただきたいなというふ

うに思いますので、裾野を広げて検討していって

いただきたいということをきょうのところは申

し上げておきたいなと思います。 

  それと、市長、米沢らしさの中でそのSociety5.0

への対応ということでしたけれども、答弁はどな

たでも結構ですけれども、後のIndustry4.0のほ

うでもお願いしたいと思っていたんですけれど

も、やはり例えば大学との連携って、これまでも

当然図ってきたし、協力もしてきた、支援もして

きたという状況で、市の施策についてもさまざま

な形で知見を活用させていただく機会というの

はあったし、指導もしていただいてきたと思いま

す。 

  ただ、やはりその現状において、例えばお隣の

会津若松は、会津大学があって、あそこＩＴの専

攻科がありますので、もうまち・ひと・しごと創

生総合戦略もまちづくり総合計画も、すごいんで

すよ。ＡＩ・ＩｏＴ・スマート。もう前回のもの

から入っていますよ。第１期から。まさにやはり

大学との連携が生み出して、ひいてはアクセンチ

ュアという世界的にも大きなコンサル会社が立

地するまでに至って、現在、市のさまざまな施策

の中で知見も活用しているという状況です。 

  米沢でも、昔で言うと地域協働研究センター、

今は国際事業化センターがあるなど、大学が大学

としての立場より少し広く出て、新たなソリュー

ション、まさにオープンイノベーションのための

部門があるわけですよね。本当に精力的に近年は

ＥＤＧＥ－ＮＥＸＴ、新たなベンチャー立ち上げ

のための学生を育てたり、実績も伸ばしているし、

評価も高いという状況にある。だけれども、米沢

市はまだそこまで活用できていない状況にある。 

  これ、踏み込んでプラットフォーム化を進める

とか、プロジェクトチームを立ち上げるとかとい

うことが必要になってくると思いますが、その点

についてはいかがですか。 

○鳥海隆太議長 安部総合政策課長。 

○安部晃市総合政策課長 新しい技術、これはほか

にも数多くあると思っておりますので、現時点で

決して十分であるとは考えていないところであ

ります。これからの検討、協議にはなりますけれ

ども、先ほど市長が御答弁申し上げましたが、民

間の企業などとも協力しながら、庁内において新

しい技術の活用に関する研究をしていく。そちら

についても今、考えているところであります。 

  具体的な内容につきましてはこれからの検討に

なりますけれども、そうした民間の企業などが持

つ新しい技術に関するノウハウを行政の手段に

も取り込みながら、それらによる効果をひいては
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市民の皆様にも還元していくことで、Society5.0

の社会の実現を目指していく。そういうふうなこ

とを勉強会からまず始めていきたい、そのように

考えております。 

○鳥海隆太議長 相田克平議員。 

○２４番（相田克平議員） これ以上は厳しいと思

いますので、ぜひお願いします。 

  ぜひお願いしたいのは、私、やはり中川市長の

もとでぜひスタートを切っていただきたいとい

うことです。 

  本当に今、30年前、ショルダーバッグのような

電話がカチャっと携帯電話になったのは、本当に

つい10年前ですよ。そこから今や、スマートフォ

ンですよ。通話だけじゃない、時計だけじゃない。

もう、今やさまざまなことを調べられる。健康管

理もできる。そして、そういう技術を米沢市の中

から生み出しているんですよ。 

  だから、時間をかけて検討している場合でもな

いんですよ。既にそういう素地がある。その地理

的優位性をしっかりと市民価値につなげてもら

うためには、失敗を繰り返しながらでもいいです

から、早目に立ち上げてやっていただきたいとい

うふうなことを申し上げておきたいと思います。 

  できれば、いつまでに体制を発表できるように

なるとか、そういうことをできるだけ早い段階で

お示しいただきたいということを申し上げてお

きたいと思います。 

  それでは、次の市民価値を創出する都市政策に

ついて伺います。 

  都市政策は、市役所全体だと。さまざまな広い

分野になるので、各部局の調整のもとに体制とし

てはやっていくんだというような総務部長から

の御答弁でした。 

  これまでもそうだという認識は私あるんですけ

れども、例えばですが、今回の都市マス、立適と

いったときに、立地適正化計画は、交通ネットワ

ークのことも非常に計画の中身としては重要な

のに、やはり関係部署同士の中で協議されていっ

ているような雰囲気を感じないんですよね。実態

はされているんでしょうけれども、雰囲気を感じ

ない。何となくもう、建設部のほうの都市整備課

にお任せという感じに感じるんですよ。この状態、

このようなやり方だと、本当にリーダーシップを

とって市民価値をつくり出す都市政策を誰がや

っていくのかというところが見えてこない。いか

がでしょうね。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 組織のあり方が業務推進の一

つのファクターといいますか、そういったものに

なろうかと思っておりますが、ただ、組織の形を

つくるだけではだめでして、やはり主体的に取り

組むそういったことのほうが重要性があるとい

うように思っております。 

  壇上でも申し上げましたけれども、やはりさま

ざまな部署がかかわっていくことがまちづくり

になっておりますので、現時点におきましては、

今の組織のあり方がいわば適正であるというふ

うに認識しておりますけれども、その取り組む事

業に応じて、その時々の状況に応じながら、体制

については考えていきたいと考えております。 

○鳥海隆太議長 相田克平議員。 

○２４番（相田克平議員） その現状のような形で

協調・協議しながらやっていくことが、成果につ

ながる場合もあると思うんです。それを狙っての

現組織体制だなというふうに思います。 

  ただ、ほかの議員の皆さんや市民の方がどう考

えているかはわかりませんが、私が見る限り、で

きていないと思います。それについてのその対応

というのが必要なのではないのかなというふう

に思うわけです。これは検討事項としてぜひお願

いしたい。 

  例えばですが、マスタープラン、立地適正化計

画にかかわっている委員の方何人かとお話をさ

せていただいたときに、前回のマスタープランの

ときもそうだったけれども、先ほど杉浦部長から

は、各業界というか、そういうものの代表者の
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方々に参画していただきながら委員を構成して、

さまざまな意見を取り入れながら計画策定に臨

んでいるというような御答弁でしたが、その中に、

例えばコンサルタントという表現はなかったで

すよね。参画されている委員の方々は、どうもリ

ーダーシップはコンサルタントの方がとってい

るという認識なんですよ。それで、内容説明とか、

意見反映なんかのことは、もうそのコンサルタン

トなのかな、先生なのかわかりませんが、申しわ

けない。行政の担当者の方というよりは、その方

とのやりとりになっているんだよねなんてお話

をちらりと聞いたんです。その辺の認識、いかが

ですか。 

○鳥海隆太議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 都市マスと立適の進め方、御

指摘あったように、時間があいたり、議論をする

場、今まで回数も少なかったかなというふうに振

り返っているところです。その今、話があったコ

ンサルというようなことは、そういったことでは

なくて、やはり我々が市全体の進め方、連携をと

りながら、その素案をつくりながらやっていると

ころです。 

  それで、議員御承知のとおり、立適は都市再生

整備計画をつくったというふうにみなしてもら

えるような計画ですので、国交省と県のやりとり

もかなりキャッチボールをやっているところで

す。そういったところで、スケジュール的に押し

ていたり、あるいは浸水想定区域が新たに出てき

たりというようなところでちょっと時間がたっ

て、市民検討委員会の皆様ともちょっと時間的差

が出てきたのは大変反省しているところです。こ

れから案が固まってまいりますので、その辺をし

っかり御意見を聞く場を設けてやっていきたい

と思います。 

○鳥海隆太議長 相田克平議員。 

○２４番（相田克平議員） それは最低限本当にお

願いしたいです。 

  私は、この間、立地適正化計画をつくるに向け

ては、早い段階からその計画をつくることの必要

性を市民の方々と共有しましょうと。共有した上

で、どういうまちの形が必要なのか、どういうも

のをどういうふうに集積していくのが必要なの

かという声をお聞きしましょうと。それらを聞い

た上で計画策定に向かっていただきたいという

ことを常々申し上げてきたんですよ。 

  私の言うことを聞く、聞かないはどうでもいい

です。ただ、そこではなくて、マスタープランの

策定のその工程の中に、立地適正化計画策定が順

番も大事だからだというのは仕方ないのかもし

れないけれども、ただ添えられてきていると。し

かも、立適、部長おっしゃるように、整備局、国

交省の助言も当然反映させなければいけないか

らアドバイスを頂戴している中で、選ばれた委員

の方と向き合う時間が不足している。その認識が

あるのであれば、時間がおくれる、ここをしっか

りと決まったものを市民に示すんじゃなくて、途

中の段階のものを広く市民の方と共有しながら

進めるべきですよ。と私は思うんですよ。 

  そういう気持ち、そういう姿勢が問われている

んだと思いますが、いかがでしょう。 

○鳥海隆太議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 御指摘もっともだと思います。

そういったところでこれからやはり御意見を聞

く場ということに当たっては、やはりある程度案

を示しながらキャッチボールをしながらいい案

に向かっていく必要がありますので、そういった

ところを固めながら、我々順番を踏んで進めてま

いりたいと思いますので、御理解のほうをよろし

くお願いいたします。 

○鳥海隆太議長 相田克平議員。 

○２４番（相田克平議員） 許してあげたいところ

だけれども、御意見を聞くということではそうで

いいのかもしれません。だけれども、私たちがこ

のまちをどうしていきたいかという主体的な市

民意識が必要だということです。 

  であれば、こんな暮らしをしたい、こういうふ
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うに生活したいということを積み上げていって、

それを実現するための都市の形としてどうなん

だというところを反映させてほしいなというの

が私の願いなので、趣旨は御理解いただけたかな

と思いますので、ぜひ今後の中で工夫して、取り

入れていっていただきたい。 

  そうなると、まさに、いいですか、都市政策で

あり、建設部じゃないでしょう、だって。ねえ、

総合政策課長。どちらかというと、そちら側の仕

事になってきませんか。だから、私は都市政策、

このままの体制でいいのかということを申し上

げたんです。 

  ハード面、ソフト面、両方を両立させながらや

っていかなければいけないと思います。ハード面

について、ソフト面については、それぞれ一生懸

命やられていると思います。だけれども、結実し

ていないのは、ハードとソフトに分けちゃってい

るからですよ。なので、しっかり組織的、組織的

といっても、要するにプロジェクトチームとして

ちゃんとしたテーブルをつくりながら進めてい

くことを、きょうの段階では求めておきたいなと

いうふうに思います。 

  それで、せっかくなので、地域公共交通網形成

計画についても伺っておきますが、先ほど市長答

弁で、本当に期待に添うような形でワークショッ

プなんかもやっていただきながら進めていただ

けることをお聞きしました。それで、まさに立地

適正化計画と同じことが言えるので、そういうワ

ークショップを丁寧にやっていただきたいとい

うことは思います。 

  もう一つ、私、壇上から言ったところの１つと

して、福祉的な、要するに今は交通弱者のための

対策だけじゃなくて、答弁の中でも育てていくみ

たいなものも視点ということが盛られておりま

したので、共有できているのかなとは思いますが、

具体的にはどんな方々にどういう趣旨でそのワ

ークショップとかに参加を呼びかけるような形

になりますか。確認させてください。 

○鳥海隆太議長 我妻地域振興主幹。 

○我妻重義地域振興主幹 今回の計画に当たりまし

ては、新たに市民から公募してワークショップを

展開することも考えているんですが、そのほかに

今回さまざまなアンケート調査でも、学生からか

なり公共交通に関しては厳しい意見も頂戴して

いますので、そういう高齢者対策の面もあります

が、そういう学生なり若い人なり、町なかに住ん

でいる方の対応もありますので、毎年市長が参加

する若者学生交流会とかもございますので、そち

らで公共交通をテーマにいろいろ若者からも意

見を頂戴して、そういう高齢者だけでなく市民全

体から幅広く意見を頂戴したいというふうに考

えております。 

○鳥海隆太議長 相田克平議員。 

○２４番（相田克平議員） ぜひ、仕事場と自宅の

行き来だけじゃなくて、近くのカフェにも歩けば

数分なのに車で行ってしまうような方にも御意

見を聞くような、御意見というか、そういう思い

を聞くような、一緒に利用して将来のために育て

ていっていただくような環境づくりに参画して

もらえるような進め方をやっていっていただき

たいというふうにお願い申し上げます。 

  山形県内どこの町も、本当に公共交通では苦労

されているわけです、住民が。県が公共交通網形

成計画を、来年度、再来年度ですか。令和３年度

からというふうに言っていますが、本当にこれ、

例えばよその地域で言うと、ウオーカブルタウン

とか、例えばトランジットモールみたいな話がそ

れこそ都市政策の中で話されるわけですよね。立

地適正化計画の中でも話題になって、それを目指

す宣言をされていて、そういうことをしっかりと

方向性を示すと国の支援ももらいやすくなると

いうような事情もあるわけです。 

  そう考えると、本当に交通政策って大事で、こ

の町の中でここまでバス、例えばバスか何かの公

共交通でたどり着けば、本当に各種の用事が済ん

で、生活に困らないというところをつくっていく
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ことが必要だし、まずもって、車がなくても生活

できるエリアをつくっていくということが柱に

なってこないと、周辺の部分の交通弱者対策とい

うものもままならないと思うんですよ。そういう

視点を持って、公共交通網形成計画策定に取り組

んでいただきたいと思います。確認の意味で担当

部長の答弁を下さい。 

○鳥海隆太議長 我妻地域振興主幹。 

○我妻重義地域振興主幹 県のほうでは来年度に公

共交通網形成計画をつくりたいということで今

予算化しておりますが、その中で県内のほとんど

の市町村が参加をいたしまして、まず今ある各市

町村の公共交通に関するデータを集めましてビ

ッグデータ化して公表することにしております。

それを踏まえまして、県のほうでどういう広域的

な連携を図れるかということも含めて計画の中

に盛り込んでいくということでしたので、市とし

てもそれと連携しながら、その広域的なところも

視野に入れながら検討していきたいというふう

に考えております。 

○鳥海隆太議長 相田克平議員。 

○２４番（相田克平議員） ぜひお願いします。 

  最初の質問とも重なるんですけれども、例えば

ですが、福島県は、各種住民課題の解決、地域課

題の解決にアイデアソンを実施しています。例え

ば、ＡＩ、ＩｏＴを活用して、こういう問題を解

決したいと思っている。それについてアイデアを

持っている人を募集する。または、移住・定住す

る人をふやすために、アイデアソンを実施する。

そのために県が何をすべきか、自治体が何をすべ

きか、アイデアを募集してプレゼンを受けるよう

なことをやっているんですね。 

  米沢市においても、やはり先ほど市長が言って

いた米沢らしさ、地理的優位性ということを考え

ると、そういうことも各種施策の中で実現に向け

てやっていくことが効果的だなと思うんですけ

れども、その点についていかがですか。 

○鳥海隆太議長 我妻地域振興主幹。 

○我妻重義地域振興主幹 福島県のアイデアソンと

は名称は違うんですが、米沢市のほうでも山大と

連携しまして、今ですとキャリア形成事業のほう

を展開しておりまして、学生が米沢市の課題につ

いて、市のほうで提示した課題から選んで、市の

職員と一緒になって事業の中でその課題の解決

に向けていろいろワークショップなりやってい

る事業がございます。新年度につきましては、市

のほうでもちょっと補助をさせていただいて、今

度は民間企業の方にもそこに入っていただいて、

市の課題解決について取り組んでいただくとい

うことで、課題については市のほうで幾つか提示

しまして、その中から学生が選ぶという今のスタ

イルになっていますので、それについては大学の

ほうと今後検討していきたいというように考え

ております。 

○鳥海隆太議長 相田克平議員。 

○２４番（相田克平議員） ぜひお願いします。 

  企業も新年度からは取り組むということだった

ので、実はやはり福島県が成果を上げているのは、

ソリューションを持った企業が参画していると

いう点にあります。ですので、ぜひそういう機会

をさまざまな場面でつくっていっていただきた

いということをきょうのところは申し上げてお

きたいと思います。 

  それでは、Industry4.0へ向けた産業政策につい

ての質問に入らせていただきますが、まず、ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略の中で、有機エレ

クトロニクスイノベーションセンターへの支援

ということが掲載されていたわけですけれども、

今、米沢市がやっている支援というのは具体的に

はどういうような形になっていますか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 有機エレクトロニクスイノベ

ーションセンターへの支援につきましては、セン

ターの使命が３つございまして、その３つのうち、

１つ目が、有機エレクトロニクス関連の実用化技

術や製品の開発、そして２点目が、有機エレクト
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ロニクスに関する集積を狙うために、県内企業の

積極的な発掘・育成と県外企業の招聘や県内定着

への働きかけ、そして３点目が、有機エレクトロ

ニクスの即戦力となる人材の招聘等ということ

で、これらの有機エレクトロニクスに特化した部

分での使命を持っておりまして、それらの産学官

連携によりまして、これらを市内企業への技術シ

ーズの移転で新たな産業の創出を目指していく

ということで、市からは運営費の支援を現時点で

はしているところです。 

○鳥海隆太議長 相田克平議員。 

○２４番（相田克平議員） わかりました。ありが

とうございます。 

  それで、やはりそれを実りにつなげていくとい

うところに力を入れていかなければいけないと

思うんです。大学と交流のある企業さんなどは、

やはりさまざまなそのシーズを製品につなげる

ところで参画していきながら、実にしている部分

もあると思います。けれども、そういうものがあ

りながら、やはり触れることができない、触れて

いないものづくり事業者が結構あるということ

が課題なのかなというふうに思うわけです。 

  そういうことをもっと融合させて、組み合わせ

ていくというところが、まずもって大切なところ

ではないのかなというふうに思いますが、その点

についての認識をお聞かせください。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 今、お話ありました有機エレ

クトロニクスイノベーションセンターにつきま

しては、やはり大学の基礎研究を応用研究に展開

させるための施設でございまして、それらを地元

企業ともっと結びつけるためにはやはり事業化

の考えが必要だということで、それなりの事業化

に向けて有機材料システム事業創出センター、こ

ういったところが積極的に動いていく。こういう

仕組みが必要だなというふうに思っております。 

○鳥海隆太議長 相田克平議員。 

○２４番（相田克平議員） ありがとうございます。 

  やはりその仕組みをつくっていくことが大切で、

あわせて国際事業化センターもあって、先ほど申

し上げたようにさまざまな成果を出しつつ、評価

もいただいているということです。 

  こういうことに関連した人材が米沢市にたくさ

んいらっしゃるということを、やはり地域産業の

発展にもっとつなげていくことが大切になって

くるんだと思います。先ほどの各種施策に対して

の反映と同じなんですけれども、プラットフォー

ム化といいますか、市長もよくおっしゃるそのオ

ープンイノベーションを喚起するためのそうい

う場というものが必要なんだろうなと思います。

現在、そういう機能を期待されているところもあ

るやにお聞きしますが、なかなか成果につながっ

ていないことを考えれば、もっと身近に相談でき

るとか、そういう場所が必要じゃないかなと思う

んですが、プラットフォーム化についての見解を

お聞かせください。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 今お話ありました先端技術の

導入にかかわらず、市内の産学官金が連携するこ

とで、新たな価値を生み出すような取り組みをす

るための生み出す場というのは必要だなという

ふうには常々思っております。 

  そういった意味で、そういう場の創出に向けて

は、大学や経済団体と、また、金融機関と協議を

しながら、どうやって生み出していこうかという

ことで具現化を図りたいなというふうには考え

ております。 

○鳥海隆太議長 相田克平議員。 

○２４番（相田克平議員） そうですね。そういう

ところがこの地で事業を営む、ものづくりをされ

る方の実は武器で、しかも企業を誘致するにつけ

ても武器になるわけですよ。ですから、そこの機

能を発揮するためにも、ちょっと踏み込んだ、今

の状況だけでは物足りない。それを生かすために

は何が必要かということをちゃんと手だてする

必要があると思います。 
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  ２月、３月も米沢市議会では７名の議員さんな

のかな。学生のインターンを受け入れて、未来へ

向けた政策づくりをしています。私のチームでも、

実はこれに絡めたことが学生の中から出てきて

いまして、インキュベーションカフェがつくれな

いかということを言っていました。つまり、気軽

に交流する中でのお互いのソリューションの提

供、それこそがまさにオープンイノベーションだ

と思うんですよね。片仮名ばかり続いてあれです

けれども、雰囲気わかりますよね。そういうとこ

ろがないんじゃないかと。要するに、会議とか、

協議会とかというところでは顔を合わせるけれ

ども、そうではないところで出会う機会があって、

そういう中にベンチャーの立ち上げを目指すよ

うな学生も交流をしながら、市の新たな産業振興

とか、新たな付加価値創出につながるようなこと

が生まれてくるんじゃないかというような提案

をしたいというふうに言っていたんですね。 

  例えばですけれども、議会でも要望書をいただ

きました。米沢商工会議所は今度建てかえをされ

るそうですね。市としても支援を求められている

と思います。商工会議所、私も会員ですので、ひ

いき目に言うわけでもありませんが、やはり本市

産業、商工業の面にとってやはり非常に重要な機

関だと思います。ただ単に建てかえするのに支援、

私、会員企業としても嫌だと言っています。やは

り新たな時代へ向けた新しい効果、能力、そうい

うものを強化するようなものでないと、やはりい

けないと思うんですよ。だとすると、今までお話

しさせていただいたような機能を市として求め

ながら支援をしていくことが必要だと思うんで

すが、その可能性についての御見解をお聞かせく

ださい。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 これまでも市も、商工会議所

も、山形大学も同じですけれども、認識としまし

てはそういった新たな取り組みをやっていくこ

とは必要だというふうな認識を持っておりまし

て、なかなかそういう交流の場を設けることが、

常設的な交流の場を設けることができないとい

うことで、例えば異業種交流会や講演会などを開

催して、事業者の意識啓発のほうに力を注いでま

いったところでございました。今後、そのような

形で常設で、そしてさまざまな方がいらっしゃる

ような場をつくるにしても、やはり多くの方が集

わなければ意味がないということでございます

ので、まずは我々としては事業者の意識改革を図

っていきたいなというふうに思っておりまして、

その後にそういう取り組みがついてくるかなと。

本当に成果を上げるためにはそういったものを

まずやってからかなというふうに思っておりま

す。 

○鳥海隆太議長 相田克平議員。 

○２４番（相田克平議員） 学生の試算ですけれど

も、例えば複合的なビルの中の一角を借りて整備

する場合に、初年度の設備整備に8,000万円、年

間の家賃が約2,000万円、そして業務委託のよう

な形で修繕等々の管理も含めるとやはり2,000万

円ぐらいかかるんじゃないかというような試算

をしていました。ちょっと根拠が怪しい試算です

けれどもね。 

  だけれども、彼らの計算で言うと、年間で言う

と約4,000万円弱の経費の中で、そういう交流の

場が生まれてさまざまなことに活用もできるん

じゃないか。そういう場があることが、やはり立

地することの意義になったり、山形大学で学ぶこ

と、栄養大学で学ぶことの意義につながる可能性

もあると。学生がふえるまちになるんじゃないか。

単に卒業を目指すのではなくて、身につけたこと

で社会課題を解決しようという意識の高い学生

が育つんじゃないかということを言っていまし

た。参考までに。 

  ですから、やはり会議所さんの建てかえという

のは、チャンスと捉えればチャンスなわけですよ。

ですから、今後、ぜひ内部検討をしていただいて、

可能性が少しでもあるならば、企業の方の協力を
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呼びかけながら実現するもよし、それこそ企業版

ふるさと納税のような形で活用の場とするもよ

しです。やはりそういう場をつくることの意義を

学生も商工会議所も企業の方も言っている。この

事実に背を向けて産業振興はなかなか難しいと

思いますよ。ですので、そんなにお金をかけなく

ても、それに近い機能があるようなものをできる

だけ早急に検討して実現させていただきたいな

と思います。 

  そして、あともう一つおもしろいのが、今回奇

しくも新型コロナウイルスの影響で、テレワーク

をする企業がふえています。やはり今後５年、10

年という先には、テレワークというのは相当程度

の業務の中での割合になってくると。なった場合

に、ちょっとものづくりとは少し離れるかもしれ

ませんけれども、観光分野で温泉に入りながらテ

レワークする。リゾートオフィスとかね。例えば

町なか、ただ畑仕事をしながら、シェアオフィス

みたいな、そういうことを学生たちはぼんぼん、

ぼんぼん発想してくるわけですよ。 

  私は例えば空き家の活用とか、あと関係人口の

増加、あと観光振興なんかの意味合いも考えれば、

なかなか有効な、小さいかもしれないけれども手

だてだと思うわけです。そのようなことに耳も傾

けていただいて、可能性の一つとして御検討いた

だけないかなと、お願いしたいなと思いますが、

いかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 観光振興であれ、工業振興で

あれ、産業振興につきましては多くの方の御意見

を伺わなければならないというふうに考えてお

ります。多くの皆様のお声を集めて、それを集約

させていただいて、活用できるものはしっかりと

活用していきたいと思っておりますので、今後の

振興計画等々の計画の際にもじっくりとそうい

った御意見を検討してまいりたいというふうに

思っております。 

○鳥海隆太議長 相田克平議員。 

○２４番（相田克平議員） 今、部長、計画の中に

も検討していきたいという、そういうところにや

はり盛り込むことが大切だと思いますし、市とし

ての考えを発信していくということ、それで、い

や、うちだったらこういうことで協力できるよと

いうところを募ることが大事だと思いますので、

ぜひ積極検討をお願いしておきたいと思います。 

  残り時間が10分ですので、ＧＩＧＡスクールの

ほうに入りたいと思います。 

  必要性、有効性というのは非常に認識されてい

るなというふうに感じました。前向きな意味合い

で検討されたけれども、新年度についてはまず見

合わせたということですけれども、その検討経過

と、あと出てきた課題というか、そういうものに

ついて、ちょっとお聞かせいただけますか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 ＧＩＧＡスクール構想の

国の予算措置の検討というふうなところでの内

容になりますけれども、ＧＩＧＡスクール構想の

実現とあわせて、やはり将来にわたって持続可能

なＩＣＴ環境整備、そのあり方についても検討し

ているところでございます。 

  その中で、大きく３つの検討事項があるという

ふうに捉えており、それが課題でもあるというふ

うに考えているところでございます。 

  １つ目は、児童生徒も教員も使いやすいＩＣＴ

環境のあり方というふうなことでございます。ネ

ットワークというふうなことで考えてみれば、通

信方法から検討をしているところでございます。

と申しますのも、以前はＷｉ－Ｆｉによる校内無

線ＬＡＮ環境が主流でございました。けれども、

昨今の技術の発展から考えれば、ＬＴＥという携

帯電話等の通信方法の導入も検討すべきという

ふうに考えております。やはり今までの方法です

と、校内でのみネットワークにつながってという

ふうなことになりますけれども、ＬＴＥとなれば

校外に持ち出してもネットワークにつながる環

境というふうなことになりますので、使い方が広
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がるというふうなことなども考えたところでご

ざいます。 

  また、使いやすいＩＣＴ環境ということの２つ

目としては、端末整備というふうなことでは、ど

のようなＯＳを選択するか。あるいは、必要なソ

フトウエア、どのようなものがあるか。そしてク

ラウド、今の時代ですので、クラウド活用という

ふうなことについても、今後も最新の情報を収集

して研究をしていかなければならない。そして、

市の方向性を見つけていく必要があるというふ

うに考えたところでございます。 

  大きな２つ目としましては、実際に入ったとき

の支援体制の整備というふうなことでございま

す。児童生徒の学習活動が機器の例えば故障であ

るとか、使い勝手の悪さで滞ることがないように

というふうなことを考えたときに、例えば人的な

配置も含めた教員の研修の機会、あるいは使用方

法など端末整備後の支援体制の確立というふう

なことも必要というふうに考えたところであり

ます。 

  大きな３つ目としましては、ＩＣＴ環境整備の

更新についてになります。ＧＩＧＡスクール構想

の補助率については非常に高いものの、その導入

にかかる経費が大きいこと、あわせて令和５年度

以降の端末更新に継続的な国の補助が示されて

おりませんので、今後の予算面での検討が難しい

ということが挙げられております。 

  児童生徒たちにとって使いやすく、新たな時代

に必要な力が育成されるよう、ＩＣＴの環境整備

と支援体制について今後も検討していかなけれ

ばいけないものだというふうには考えていると

ころでございます。 

○鳥海隆太議長 相田克平議員。 

○２４番（相田克平議員） 丁寧にありがとうござ

います。 

  今、その大きく３つということですけれども、

それはどこの町というか、教育委員会でも同じ課

題なんだろうなと思うんですよ。その中で、もう

新年度からやるということを決めたところと、本

市は新年度については見合わせる。この差は何で

しょうか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 先ほどの点については、

国の予算措置が出される前からもネットワーク

整備等についても検討を重ねておったところで

ございます。なかなかその最初の通信方法の選択、

これが一番大きく今後の整備体制に影響を及ぼ

すといいますか、大きく分かれ道になるのかなと

いうところで悩んでいたところに、ちょうど国の

予算がつくということでの予算のこちらも要望

が終わったころの時期での提案だったわけです

けれども、そういったところで、その時点ですぐ

期間がない中で手を挙げなければならないとい

うときに、やはりそこを急いでしまって、今後の

この先のことがしっかりと検討されないままい

ってしまうというふうなことについて非常に懸

念したところでございます。でしたので、このた

びのネットワーク整備というふうなことに関す

る活用、財政措置の活用ということについては見

送ったというふうなことになります。 

○鳥海隆太議長 相田克平議員。 

○２４番（相田克平議員） だとすると、時間のな

い中で手を挙げられなかった。その令和５年度以

降の予算措置についても見えない状況にあった

ということだったんですけれども、例えばその辺

の課題が解決されれば、次年度、令和３年度、要

するにできるだけ早い段階で導入していくと。Ｇ

ＩＧＡスクール化を目指していくという考え、基

本的なスタンスがあるのかどうか、そこをちょっ

と確認させてもらえますか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 今申し上げたところの懸

念されるところがある程度の方向が見えてくる

ということが大前提だというふうに思います。あ

と、あわせて、やはり国の今後の財政措置がどの

ようになっていくかというようなことも大きな
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ところだと思いますので、そういったところも見

据えながら、できる限り早い段階で国が目指して

いる方向性に近づけるような方策はとっていき

たいなというふうには考えているところでござ

います。 

○鳥海隆太議長 相田克平議員。 

○２４番（相田克平議員） ぜひお願いします。 

  我々も議員として、国に対してやはりその後の

予算措置についての道筋を早く示すような働き

かけを行っていきたいと思いますし、当局におか

れましてもさまざまなルートを通してその辺早

くやっていただく。私が一番感じているのは、そ

のデジタルディバイドが発生してしまうという

ことですよ。我々は、もう自分自身は卒業してし

まった。だけれども、今の小学生、中学生たちに

とっての１年違うって、自分は受けた、自分は受

けていない。これ、町によって違うということで

すよ。 

  米沢が、例えばノートパソコン発祥の地であっ

たり、工学部があったり、それこそ市長がおっし

ゃる米沢らしさということを考えたときに、それ

を市民も看過できるのかということですよ。その

ために力を発揮していきたいという企業さんも

いるだろうし、協力したいという市民はたくさん

いると思いますよ。教育委員会だけで抱え込んで

悩むんじゃなくて、やはり解決に向けてしっかり

と歩みを早急に進めていただきたいということ

を申し上げておきます。 

  例えば、市長、いかがですか。ふるさと納税で、

パソコンで大分御協力いただいているわけです

よ。ねえ。もう長く、今後新しい時代のタブレッ

トとかそういうものをつくっていくかもしれな

い子供が今、学校現場で育っているわけですよ。

これ、ＧＩＧＡスクール化を、早急に後押し、市

当局としてもしていくべきだと思いますよ。予算

措置も含めて。これは答弁というと難しいのかな。

心からそういう背中を押していただく体制を教

育委員会とともにつくっていただきたいという

ことを申し上げておきたいと思いますが、御答弁

いただけるようであれば、ぜひお願いします。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 今後の小中学校の教育に関しまし

ては、教育委員会と市長の中で総合教育会議とい

うものを開いております。その中で、どういう本

市の教育のあり方がいいのか、それこそ先ほど申

し上げました米沢らしさの教育ということにも

言及しながら、先日もいろいろ話をしたところで

ありました。当然、米沢の子供にそういった対応

ができないというようなことになっては、これか

らの本市のまちづくりにとっても大きなこれは

マイナスになるというふうに思っておりますの

で、我々としましてもしっかりと教育委員会と連

携をとりながら進めてまいりたいとこのように

考えております。 

○鳥海隆太議長 以上で明誠会、24番相田克平議員

の代表質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時２０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時２９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここであらかじめお諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時までに終了しない

場合、会議時間を日程終了まで延長することにし

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議が定刻の午後４時まで終了

しない場合、会議時間を日程終了まで延長するこ

とに決まりました。 

  次に進みます。 

  櫻田門、９番山村明議員。 

  〔９番山村 明議員登壇〕（拍手） 
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○９番（山村 明議員） 櫻田門の山村明でござい

ます。櫻田門、堤郁雄議員、遠藤正人議員、関谷

幸子議員、代表して代表質問をさせていただきま

す。 

  ちょうど前の議会のあたりに話題になっておっ

たのが、流行語大賞というのが話題になっておっ

たのですが、どうもここのところ、そういった感

じのものが見えまして、私としてはこの２月の流

行語はぼやきと月見草と濃厚接触かなというふ

うに思っております。そういったことで、代表質

問を行います。 

  まず、令和２年度の世界の景気は減速していま

したが、中国での新型コロナウイルスの発生で、

人の移動や物流に規制がかかっており、世界30カ

国に広まり、中国経済はもとより、世界経済にも

悪い影響を及ぼしそうな状況です。ここ数日のと

ころで、世界の株価が下がり始めました。今年度

は７月、８月に東京でオリンピック・パラリンピ

ックの開催が予定され、11月にはアメリカ大統領

選挙が行われ、トランプ大統領が再選されるか否

か、世界が注目しております。日本の国も人口減

少時代に向かって持続可能な社会づくりを目指

していかなければなりません。 

  １つ、本市の景気と経済の現状をどのように捉

えているか。 

  内閣府が２月17日に発表した2019年10月から12

月期の実質ＧＤＰ、国内総生産は、前期比1.6％

減少し、年率で6.3％減少しました。昨年10月の

消費税率引き上げに加え、台風や暖冬などの天候

不順も重なり、５四半期ぶりのマイナス成長とな

りました。 

  消費は増税前の駆け込み需要が７月から９月に

プラス0.5％増ありましたが、増税後の10月から

12月の落ち込みがマイナス2.9％と大きく下げま

した。 

  新型コロナウイルスの感染拡大は、中国を初め

とする世界の経済に悪影響を及ぼさないか心配

されますが、本市の現状をどのように捉えている

のか、お伺いします。 

  ２つ、市立病院建設に当たっての考え方はどう

か。 

  いよいよ新市立病院建設に向けて計画がスター

トするところです。現在地に建てかえをするとい

うことで、なかなか大変なようであります。まず、

北病棟に仮病棟の機能を持たせる内部工事をや

り、検査・治療機械などを移転し、仮病棟で診療

を行い、その間に今の外来診療棟を解体し、現在

地で新病院の建設を進めるということで、新病院

での開業オープンは令和５年秋ごろの予定です。

これから３年半後となり、結構な時間がかかりま

す。大いに期待してすばらしい病院の完成を待ち

望みたいものです。 

  昨年、厚生労働省は、団塊の世代が全員75歳以

上となる2025年には医療費が急増するのに対し

て、病院の再編・統合を促し、病床数を減らす方

針だが、十分に進んでおらず、そういう病院名、

424の公立・公的病院の名称を公表しました。米

沢市立病院は載らなかったわけでありますけれ

ども、大丈夫だったのか。 

  また、新病院への大型・高額医療機器の導入は

どのような考え方をもとに決めていくのか。 

  ３つ、人口減少問題について。 

  米沢市の人口は、平成７年の９万5,592人から減

少を続け、令和２年１月末現在で７万9,810人、

25年間で約１万5,000人減ってしまいました。歯

どめをかけなければならないのではないか。生産

年齢人口の確保策はどうしていくのか、お伺いを

します。 

  ４つ、生き生きとしたまちをつくるための本市

の活性化策は何があるのか。 

  ５つ、財政について。 

  財政指数は健全なのか。人口も減少している中、

市庁舎と市立病院の建設が重なってくるが、大丈

夫なのか。 

  天元台ロープウェイが６月に搬器の事故で修理

費4,664万円、ロープウェイが運行できなくなっ
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たことでの運営支援補助金4,120万円、９月補正

でロープウェイ運行システム改修業務委託料

1,384万円、３つの計で令和元年度は１億100万円、

株式会社天元台への運営支援とその効果はどう

なのか。 

  ６つ、上郷コミセンが完成し、今度は窪田コミ

セン、田沢コミセンと老朽化した公共施設が改築

されていきますが、人口減少、厳しい財政状況の

中でどうしていくのか。公共施設の老朽化対策は

どうしていくのか、お伺いします。 

  ７つ、団塊の世代が75歳に達する2025年問題が

間近に迫ってきました。 

  高齢者の生活について。 

  超高齢社会に向かっていくが、年金や国保会計

の将来が心配されるがどうか。 

  高齢者への福祉サービスについて。 

  老後の2,000万円問題というものもありました

が、退職金や老後の蓄えにしても、景気を下支え

するために今ゼロ金利で運用益が見込めず、お年

寄りの生活も非常に厳しい。ここ数日間の世界の

株安で将来不安が非常に大きくなってまいりま

す。こういったお年寄りの方々への負担の軽減策

はどのように図っていくのか。 

  ８つ、コンパクトシティーについて。 

  市長の市政運営方針の中に、「コンパクトなま

ちづくりを進めていきます」とありますが、市の

中核をなす市立病院が南に現在地で建てかえ、市

役所は北に現在地で建てかえ、米沢駅は東に位置

すると。どうもコンパクトなまちづくりというも

のが進んでいくような感じを受けない、結果的に

ですけれども受けない感じがするわけでありま

すけれども、その辺はどのようなことに考えてお

られるのか、お聞きをいたします。 

  ９つ、ハザードマップについて。 

  ７月23日から８月23日まで、市内12カ所のコミ

セン等でハザードマップの説明会が行われまし

たが、どのような状況と捉えておられるのか。 

  また、このときに３月ごろまでに各家庭に冊子

としてハザードマップの冊子をつくって配布を

したいとのお話がありましたが、その進捗状況に

ついてお聞きいたしたい。 

  10、新型コロナウイルスとその影響について。 

  代表質問の通告をした２月17日には、そのうち

おさまるだろうと思っておりましたが、逆にだん

だん広まり、世界30カ国、猛威を振るっており、

中国の感染者数はほぼ米沢市の人口と同じ７万

人台後半となっております。中国からのインバウ

ンド観光客の減少などが不安視されますけれど

も、また、６月のサクランボ狩りの観光客の落ち

込み、それから７、８月のオリンピックの影響な

どをどのように予測するのか、お聞きいたします。 

  以上、１回目質問を終わります。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 山村議員の御質問にお答えをいた

します。 

  私からは、３の人口減少問題と４の生き生きと

したまちをつくるための本市の活性化策につい

てお答えいたします。 

  最初に、人口減少問題についてでありますが、

人口減少は、日本の将来人口が減少するという予

測を前提とした社会変化にいかに対応するかと

いう全国的な課題となっております。昨年12月に

国が策定した第２期まち・ひと・しごと創生総合

戦略でも、人口減少問題と首都圏への過度な一極

集中を引き続き課題として捉えております。 

  この総合戦略の中で、国は、将来にわたって活

力ある地域社会の実現を地方創生の目指すべき

将来として掲げ、その中で人口減少を和らげるこ

とに加えて、人口減少に適応した地域をつくるこ

ととしております。 

  このように、全国的に、特に地方都市における

人口減少が避けられない中、本市においても人口

減少を重要な課題と受けとめ、その上で持続可能

なまちづくりを進めていく必要があると考えて

おります。 
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  議員の御意見にありましたとおり、人口減少に

歯どめをかけることは、今後のまちづくりにおい

て確かに理想でありますが、日本全体が人口減少

社会に突入した局面においては、まずその進行を

少しでも抑制していくことが重要であり、そのた

めにはさまざまな施策を切れ目なく、かつ、総合

的に講じていくほか、人口が減少しても対応でき

るまちづくりを進めていかなければならないも

のと考えております。 

  次に、生産年齢人口の確保についてお答えいた

します。 

  15歳から64歳までのいわゆる生産年齢人口につ

いては、国勢調査の結果によると、昭和45年の６

万3,751人をピークに、平成27年には５万6,037人

まで減少しています。また、65歳以上の老年人口

の増加に伴って、昭和45年には68.7％であった構

成比も、平成27年には58.9％まで減少している現

状にあります。 

  生産年齢人口は、産業面における活動の中心で

あるだけでなく、子供を産み育てる中心でもあり

ますので、その減少は地域の活力や経済の循環に

大きな影響を及ぼすことが想定されます。 

  したがいまして、生産年齢人口の確保を図るこ

とは大きな課題の一つであり、移住・定住に係る

施策を中心にさまざまな施策を講じているとこ

ろではありますが、十分な効果を得るまでには至

っていない状況でもあります。 

  今後も引き続き総合的な取り組みを進めていく

ことはもちろんでありますが、現在策定を進めて

いる第２期米沢市まち・ひと・しごと創生総合戦

略や米沢市まちづくり総合計画後期基本計画の

中で、より実効性のある施策を十分検討していき

たいと考えております。 

  続きまして、４の生き生きとしたまちをつくる

ための本市の活性化施策は何があるのかについ

て、聞き取りの内容に沿って答弁をいたします。 

  地域活性化には、よそ者・若者・ばか者が大切

だと言われる中、海士町や神山町などの移住・定

住の先進地において、若い移住者が地域で活躍、

地域おこしの大きな原動力になっているとお聞

きしております。 

  本市におきましても、移住交流イベントや企業

と若者のマッチングイベントへの出展、首都圏で

の移住セミナーの開催などにより、米沢に興味関

心のある若い移住希望者を初め、県外に進学した

若者が米沢に回帰するためのきっかけづくりに

積極的に取り組んでおるところでもあります。 

  また、そのような若者たちが移住先を決めるに

当たって、当該地域住民とのつながりや受け入れ

体制が重要となることから、実際に農家に宿泊し

ながら米沢暮らしを体験できるお試し暮らし体

験等も活用しながら、地域の方々とさまざまな活

動を行うことで、米沢の人や自然、暮らしをより

身近に感じていただいてもおります。 

  一方、市内に住む多くの学生や若者たちがさま

ざまな団体に所属し、各分野で活発に活動を行っ

ております。なせばなる秋まつりにおきましては、

150名を超える大学生が企画段階から主体的に参

画し、若者の視点からのアイデアをフルに生かし

ながら、地域おこしに貢献していただいておりま

す。 

  また、平成29年度から実施している米沢ヤング

チャレンジ特命課事業では、毎年市内の異業種の

若者が集い、本市の課題を研究して掘り下げ、政

策提言として発表してくれてもおります。今年度

第３期生は10名のメンバー全員が20代の若者で

あり、しかもその半数が市外の出身者ということ

もあり、移住者ならではの視点も加えていただき、

地域に活力を与えるアイデアを提案していただ

きました。 

  今後、提案の具現化に向けまして、検討を行っ

てまいりたいと思いますし、若い彼らがこれから

も異業種の仲間と活動を継続し、さまざまな場面

で地域の活性化に寄与していっていただければ

と期待しておるところであります。 

  さらに、県外出身者が多い大学生と地元の高校
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生がそれぞれの目線で地域資源について考える

ワークショップ等を開催するなど、若者の自由な

発想や視点で米沢の魅力を再発見しながら、若者

同士の横のつながりを密にしていくことで、若者

力の強化はもとより、米沢への愛着や郷土愛の醸

成にも結びついていくものと期待しております。 

  今後も、申し述べましたさまざまな取り組みを

行いながら、米沢に興味や関心、愛着のある若者

をふやしていくことで、地域の未来を担う若者の

移住・定住の促進につなげていきたいと考えてお

ります。 

○鳥海隆太議長 井戸副市長。 

  〔井戸將悟副市長登壇〕 

○井戸將悟副市長 私からは、６の公共施設の老朽

化対策についてお答えいたします。 

  国では、高度経済成長期の昭和40年、50年代に

建てられた地方自治体の公共施設の管理を今後

どのようにしていくかを示す公共施設等総合管

理計画の策定を各自治体へ求め、本市においても、

今後の方向性を定めた公共施設等総合管理計画

を平成29年３月に策定しました。 

  公共施設等総合管理計画では、改築や更新に投

じられる財政負担に基づく試算から、今後20年間

で約20％の延べ床面積を削減していくこと、これ

を一つの目標として定めております。 

  さらに、国は、この目標達成に向けて、施設ご

との具体的な方針を定める個別施設計画の策定

を自治体に求めており、本市においても、令和元

年度から２年かけて全庁的に策定作業を進めて

おります。 

  今年度は、施設の現状把握として、施設の劣化

診断調査等を行ったほか、将来的に負担しなけれ

ばならない費用、いわゆるライフサイクルコスト

の算定を行ったところでありますが、これらの結

果から、令和２年度中には施設ごとの更新や長寿

命化、現状維持、または廃止といった、今後10年

間の具体的な方針を決めていきたいと考えてお

ります。 

  その後は、個別施設計画で定めた方針をもとに、

老朽化対策等を実施していくこととなりますが、

事業に着手する際には、３カ年の具体的な事業を

決める総合計画の実施計画の策定の中で、財政的

な裏づけを確認した上で進めることとなります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 

○菅野紀生産業部長 私からは、１番の本市の景気

と経済の現状をどのように捉えているかと、５番

の財政についてのうち、（３）株式会社天元台へ

の運営支援とその効果はについてお答えいたし

ます。 

  初めに、本市の景気と経済の現状についてです

が、内閣府が２月17日に発表した国内総生産ＧＤ

Ｐの速報値は、議員お述べのとおりでございます

けれども、そのほかに同じく内閣府が２月20日に

発表しました直近の月例経済報告によりますと、

我が国経済の基調判断としまして、「景気は輸出

が弱含む中で、製造業を中心に弱さが一段と増し

た状態が続いているものの、緩やかに回復してい

る」とされており、「先行きについては、当面、

弱さは残るものの、雇用・所得環境の改善が続く

なかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復

が続くことが期待されるが、新型コロナウイルス

感染症が内外経済に与える影響に十分注意する

必要がある。また、通商問題を巡る動向等の海外

経済の動向や金融資本市場の変動の影響にも留

意する必要がある」とされております。 

  このような状況の中で、本市で実施している中

小企業に対する企業訪問の中で、業況や経営にお

ける課題に加え、消費税率の改定に伴う影響につ

いて聞き取りを行ってまいりました。昨年12月か

ら行ってきた結果、業況に関して、前期と比較し

た今期の売り上げが増加及び横ばいと回答され

た企業が約６割、売り上げが減少したと回答され

た企業が４割で、業種により影響もさまざまある

ようです。 
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  また、消費増税による消費者への影響について、

商工団体にも聞き取りを行ったところ、消費増税

前の駆け込み需要や買いだめといった混乱や増

税後における反動等も少なく、消費マインドの冷

え込みも少なかったとの回答を受けております。

これは、消費税増税に当たり、軽減税率制度の導

入やキャッシュレス決済によるポイント還元な

どの施策が行われたことが理由と考えておりま

す。 

  新型コロナウイルスに関しては、中国で７万人

以上の感染者が確認され、世界的に見ても広がり

を見せていること、さらに日本国内においても感

染者が広域的な広がりを見せている状況である

ことから、市としましても、新型コロナウイルス

の影響により、中国市場の先行き不透明である状

況を鑑み、政府の基調判断など景気経済の状況に

ついて引き続き注視していくとともに、市内企業

からの聞き取りもあわせて行いながら、関係機

関・商工団体と連携を図って情報収集に努めてま

いります。 

  次に、５番の（３）株式会社天元台への運営支

援とその効果についてお答えいたします。 

  初めに、天元台におけるロープウェイ・リフト

などの索道施設の維持管理及び索道、宿泊施設の

運営事業について説明させていただきます。 

  平成13年11月、それまで経営を行っていた民間

会社の経営撤退を受けまして、公共機能の維持や

観光振興を図るため、米沢市が施設等の無償譲渡

を受け、ロープウェイやリフトなどの索道施設の

整備を米沢市が、運営と索道施設の維持修繕を新

たに第三セクターとして設立した株式会社天元

台が役割分担をしながら施設の維持管理と経営

を行ってまいりました。 

  市が整備を行う索道施設につきましては、昨年

６月７日に発生しました天元台ロープウェイ搬

器衝突事故に伴い、搬器等の修繕費、再発防止策

費として、総額5,595万1,000円を緊急的に支出し、

補修整備してきたところでありますが、索道施設

は市の貴重な財産であり、今後も必要に応じて対

応していきたいと考えております。 

  さらに、スキー場にはリフトが３本ございます

が、いずれも老朽化が進んでおりますので、今後

は緊急度の高いものから整備を計画的に進めて

いくこととしており、令和２年度はつがもりリフ

ト擁壁等補修工事に2,900万円、しらかばロマン

スリフト制御装置更新工事に5,032万2,000円、ロ

ープウェイ制御装置部材購入に434万7,000円の

事業費を予定しております。 

  索道施設の将来を見据えた今後のあり方につき

ましては、民間資本の活用の可能性も含め、株式

会社天元台の運営とあわせて検討していきたい

と考えておりますので、御理解いただきますよう

お願いいたします。 

  次に、株式会社天元台に対する運営支援につい

てですが、基本的には民間会社として自立した運

営を行うものですが、東日本大震災の影響による

経営の悪化を受けて、平成24、25年度に緊急雇用

対策事業による雇用支援を行ったほか、平成25年

度から索道運行に対する補助金による支援、また、

平成26年度からは誘客拡大や環境整備に対する

支援を行ってきており、令和元年度は2,840万円

の支援を行っております。 

  このほかに、搬器衝突事故に伴う運営支援とし

て4,120万円を緊急的に支援したところです。 

  令和２年度からは、西吾妻・天元台高原のみな

らず、白布温泉一帯をエリアとして捉え、ハード

とソフトを融合させた地域再生プロジェクトを

展開することを計画しており、地方創生推進交付

金や企業版ふるさと納税などを活用して、令和６

年度までの５カ年間を事業期間として見込んで

いるところです。 

  このように、株式会社天元台に対しては、東日

本大震災以降、索道運行を守るために運営支援等

を行っているところでございますが、天元台は磐

梯朝日国立公園に属し、日本百名山の一つ、西吾

妻山への登山口であり、ロープウェイ・リフトを
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乗り継いで気軽に山頂近くまで登れることや、自

然遊歩道や登山道などの整備もされていること

から、グリーン期には登山者も多く、また、スノ

ー期においても良質な雪を求めて国内外から多

くのお客様が訪れる、本市山岳観光、ウインター

スポーツの拠点施設として多くの市民の皆様か

らも身近に親しまれている財産でもあります。 

  また、ペンションを営む事業者の生活基盤、さ

らには公共通信施設等の維持管理や鉱毒防止施

設への交通手段として利用されるなど、その公共

性や公益性の高い役割を担っていることや、地元

白布地域に及ぼす影響も大きいことから、支援を

行うことで本市の観光振興や地域振興を下支え

する一定の効果は発揮しているものと考えてお

ります。 

  将来に向けましては、先ほど御説明いたしまし

たプロジェクト事業の実施や個別事業者の経営

努力もあわせ、エリア全体ににぎわいを取り戻す

ことで地域経済を持続的に活性化させることを

目指していくこととしており、自走できる体制を

目指していきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 渡邊病院事業管理者。 

  〔渡邊孝男病院事業管理者登壇〕 

○渡邊孝男病院事業管理者 私からは、２の（１）

米沢市立病院は病院再編・統合の報道には載らな

かったが、大丈夫だったのかとの問いについてお

答えいたします。 

  御質問にもありましたとおり、厚生労働省は公

立病院等の平成29年７月の診療実績データを分

析し、公立病院等でなければ担えないものに重点

化されているかを検証するため、診療実績が特に

少ない医療機関及び近くに似た機能を持つ医療

機関がある医療機関として、424病院を昨年９月

に公表しました。 

  山形県におきましては、７病院が該当しており、

そのうち置賜地域では公立高畠病院が該当して

おりました。なお、当院につきましては、該当し

ておりませんでした。 

  このたびの取り組みにつきましては、全国の市

町村などが運営する公立病院と、日本赤十字社な

どが運営する公的病院のうち、25％を超える424

病院に対して、おのおのの病院が担う急性期機能

や、そのために必要な病床数などについて再検証

を促すものであり、今後、今回の分析だけでは判

断し得ない診療領域や地域の実情なども踏まえ

ながら、地域医療構想調整会議において、置賜で

あれば置賜地域保健医療協議会において議論を

していくことになります。 

  次に、２の（２）大型・高額医療機器の導入は

どのような考え方をもとに決めていくのかとの

問いにお答えいたします。 

  このたびの新病院建設における高額医療機器整

備の考え方につきましては、昨年３月に策定しま

した基本計画にも掲載しているとおり、当院は、

急性期医療に機能を集約した病院となりますの

で、現時点で保有している医療機器のレベルは最

低限維持しつつ、三友堂病院が担っております急

性期の診療実績なども踏まえながら、ＣＴ、ＭＲ

Ｉ、血管造影装置を１台ずつ増設する計画として

おります。なお、施設整備に関しても同様の考え

方で、ＨＣＵ――ハイケアユニットの略称であり

ますが、これを12床新設する予定でおります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

  〔後藤利明総務部長登壇〕 

○後藤利明総務部長 私からは、５、財政について、

（１）財政指数は健全なのか、（２）市庁舎と市

立病院の建設が重なってくるが大丈夫なのかに

ついてお答えいたします。 

  初めに、実質公債費比率の状況について申し上

げます。 

  実質公債費比率は、一般会計の公債費のほか、

市立病院や下水道事業、置賜広域行政事務組合な

どの公債費に対する一般会計の負担額も含めた

市全体の公債費負担の度合いを示す指標で、平成
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19年度の決算から公表が義務づけられておりま

す。平成19年度決算では18.7％でありましたが、

投資的経費の圧縮による市債発行額の抑制など

の取り組みを進めた結果、直近の平成30年度決算

では8.3％まで低下しております。 

  今後の比率につきましては、企業会計や置賜広

域行政事務組合の公債費の推計が必要となり、算

出が容易でないことから具体的な試算はしてお

りませんが、市庁舎や市立病院の建てかえなどの

大規模事業の実施に伴う市債発行額の増加によ

り、比率が上昇していくものと見込んでおります。

そのため、10年間の長期的な財政見通しを平成29

年度から作成し、それを毎年度見直ししながら財

政の健全性を確保しているところであり、今後10

年間の公債費負担の見通しを立てているところ

でございます。 

  次に、経常収支比率について申し上げます。 

  直近の平成30年度決算では94.2％でありますが、

去る２月６日に公表した10年間の財政見通しで

は、本年度が93.4％、令和２年度が94.4％と上昇

していき、令和７年度のピーク時には98％になる

と見込んでおります。 

  比率上昇の要因としては、大規模事業の実施に

伴う公債費負担の増加が挙げられますので、予定

している大規模事業も含め、できる限り経費の圧

縮に努め、市債発行額を抑制するとともに、元利

償還金の一部が地方交付税で措置される有利な

地方債を活用するなど、財源の確保を図っていき

たいと考えております。 

  次に、財政力指数につきましては、直近の平成

30年度決算で0.571であり、本年度は0.579、令和

２年度は0.586と見込んでおります。やや上昇傾

向となっておりますが、長期的には横ばいで推移

していくのではないかと考えております。 

  今後、市庁舎や市立病院の建てかえなどの大規

模事業の実施が重なることに伴い、公債費負担が

増加することから、当面は財政指標は悪化すると

見込んでおります。これまでに計画的に積み立て

を行ってきた各種の基金を取り崩すことで、安定

した財政運営を維持できると考えておりますが、

今後とも公債費負担の適正化に努めてまいりま

す。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

  〔堤 啓一市民環境部長登壇〕 

○堤 啓一市民環境部長 私からは、７の（１）年

金や国保会計の将来が心配されるがどうか、９の

ハザードマップについて、及び10の新型コロナウ

イルスとその影響についてお答えいたします。 

  初めに、年金財政についてでありますが、年金

の財政運営は、保険料・国庫負担・積立金を財源

として成り立っておりますが、少子高齢化が進む

中、受給者数がふえる一方で、現役世代の減少に

より保険料収入も減ってきている状況にありま

す。 

  そこで、国は、平成16年の年金制度改正におい

て、少子高齢化が進行しても将来的に給付を安定

的に持続させるため、保険料水準を固定し、その

範囲で年金の給付水準を自動的に調整する仕組

み、いわゆるマクロ経済スライドを導入しました。 

  また、国庫負担についても、それまでの３分の

１から、平成21年度までに２分の１に引き上げが

完了しております。さらに、この仕組みの中で、

将来も一定の給付を確保するために、積立金を運

用して得られる収入も活用しながら、安定的な年

金給付を行っております。 

  積立金の運用状況については、単年度である市

場動向によってプラスのときもあれば、マイナス

のときもありますが、累積で見ると安定的に推移

しており、また、平成28年度以降３年連続の増加

により、平成30年度までで約76.7兆円のプラスの

収益となっているようです。 

  平成16年以降５年ごとに財政検証が行われてお

り、昨年がちょうど検証の年でありました。検証

結果の分析によりますと、平成26年財政検証以降

の運用が好調だったことから、積立金の実績推計
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が26年検証の際の将来見通しを上回っており、良

好な財政状況にあると発表されております。 

  次に、国保会計の運営についてですが、市町村

国保の財政基盤の強化を図るため、平成30年度に

制度改革が行われ、財政運営の主体が県単位にな

りました。この改革で国保の給付費は、一部を除

き、原則県の交付金によって賄われる仕組みとな

り、市町村が独自に給付費を支払う財源を確保す

る必要がなくなりました。 

  一方で、市町村は、財政運営に必要な財源とし

て納付金を県に納めることとなり、国保税や市町

村に直接入る公費などを財源に納付金を納めて

おります。 

  このような状況における本市国保会計の見通し

ですが、まず令和２年度につきましては、納付金

が令和元年度より減少したこと、歳入である国保

税の減収幅が見込みよりも縮小していることも

あり、国保会計として支障なく運営できる見込み

です。また、国保税の税収は、令和元年度から令

和３年度にかけて緩やかに推移するものと見込

んでおります。 

  令和４年度以降になりますと、いわゆる団塊の

世代の方々が毎年、後期高齢者医療制度へ移行さ

れます。今までは75歳到達で移行される方は毎年

約700名前後でありましたが、団塊の世代の移行

が始まる令和４年度以降になりますと、３カ年ぐ

らいかけて毎年900人前後の方が移行し、国保を

喪失する見込みになります。そうしますと、この

方々に負担いただいている国保税は間違いなく

減収となりますので、令和４年度以降については

現行の税率を維持したとしても相当減収になる

と考えられます。 

  一方で、被保険者の方々が大幅に減りますので、

今度は医療費総額ベースでも減少傾向に入るも

のと推測しております。 

  ただ、被保険者の減少に伴う国保税の減収に見

合うだけ給付費や納付金が縮小するかというと、

必ずしもそうは言い切れません。とりわけ納付金

については、県の算定によるものであり、長期的

な見通しを立てるのは難しいことから、十分に注

視していく必要があります。 

  本市としては、こうした納付金の変動リスクも

十分加味しつつ、特に歳入について可能な限り正

確に予測しながら、本市国保会計の財政運営に努

めてまいりたいと考えております。 

  次に、ハザードマップについてお答えいたしま

す。 

  ハザードマップ見直しに係る住民説明会を７月、

８月に12回、地区のコミュニティセンターにおい

て開催し、その後、意見等を反映させる作業や、

風水害による危険箇所を地図上に落とし込む作

業等を行ってきましたが、広報よねざわ令和２年

４月１日号とともに全戸配布する予定となって

おります。 

  米沢市防災マップは、市内を流れる最上川、羽

黒川、鬼面川、堀立川、誕生川、天王川について、

最大降雨量を想定した浸水想定区域、土砂災害警

戒区域などの危険箇所のほか、昨年国から示され

た避難行動等の５段階の警戒レベル、避難所の情

報、各家庭での防災対策など、防災に関する情報

を記載しております。防災マップの配布が平常時

の備えとして、自分の住んでいる地域にどのよう

な危険があり、災害時にどのように行動するのが

適切なのか、家庭や自主防災組織、町内会などで

考えていただくよい機会でもあると捉えており

ますので、出前講座などさまざまな場面を捉えて

防災マップを活用し、市民の防災意識の高揚を図

っていきたいと考えております。 

  次に、新型コロナウイルスについてであります。 

  新型コロナウイルスについては、本日午前中の

一新会の答弁と重複いたしますが、令和元年12月、

中国の武漢市において発生し、世界的に感染が拡

大しており、日本においても感染ルートが特定で

きない患者が発生するなど、今後本市において、

いつ感染者が発生してもおかしくない状況とな

っております。 
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  また、国では、新型コロナウイルス感染症対策

の基本方針を決定しております。 

  本市の対応状況ですが、２月26日に米沢市新型

コロナウイルス感染症対策連絡会議を立ち上げ、

情報共有、今後の対応等について検討を行ってお

ります。基本的には、それぞれ国、県から出され

る情報に基づいて、市の各部署や指定管理者等委

託先において対応を行っておりますが、市民への

情報提供については、市のホームページ、フェイ

スブック等により注意喚起を行っております。 

  また、市民から問い合わせがあった場合、直接

医療機関を受診することはかえって感染するリ

スクを高めることになりますので、置賜保健所に

設置された帰国者・接触者相談センターや、県庁

に設置された総合的な新型コロナウイルス対策

に関する相談窓口、厚生労働省の新型コロナウイ

ルス電話相談窓口などを紹介しております。 

  本市への影響ですが、観光分野に関してですが、

先日開催しました上杉雪灯篭まつりでは、暖冬に

よる少雪から規模縮小となったこととあわせて、

感染を懸念して、国内旅行においても人混みを敬

遠する動きが少しずつ出ていることから、入り込

み客数は前年を大きく下回る結果となりました。 

  また、宿泊施設においては、インバウンド関係

で中国からの個人宿泊がキャンセルになったケ

ースがあったと伺っております。 

  最近では、教育旅行に伴う農村民泊受け入れ事

業で、台湾の高校生を受け入れしましたが、台湾

が日本への渡航について警戒レベルを新たに１

に指定したことにより参加の見合わせがあり、当

初の参加予定者64名から41名に減少したところ

であります。 

  そして、山形県では、台湾と山形空港を結ぶ定

期チャーター便について、台湾の旅行者に海外旅

行を見送る動きがあることから、４月から５月末

まで運航を取りやめることになりました。このツ

アー客の本市への来訪ですが、一部は本市の松が

岬公園などに立ち寄る見込みであったことから、

この期間の来訪がなくなることになります。 

  さらに、２月22日、台湾では、日本で新型コロ

ナウイルスの感染が拡大している事態を受け、日

本への渡航警戒レベルをこれまでの「１（注意）」

から、現地で感染防止措置を強化するよう求める

「警戒」に引き上げられました。台湾では日本へ

の観光を自粛する動きが広がっておりますが、警

戒レベルを引き上げたことで、自粛の動きが一段

と広がるものと考えられます。 

  このように、今後の感染拡大によっては、観光

分野の訪日外国人旅行者のみならず、日本国内で

の旅行自粛、さらにはイベントの開催についても

国の基本方針では一律の自粛要請は行わないも

のの、感染の広がりなどを踏まえ、開催の必要性

を改めて検討することなどを求めておりますの

で、今後さまざまな場面で影響が出ることが考え

られます。 

  現在、新型コロナウイルスに関する状況は日々

変化しておりますので、まずは国、県などの最新

の情報を入手しつつ、関係機関と連携して対応し

ていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

  〔小関 浩健康福祉部長登壇〕 

○小関 浩健康福祉部長 私からは、高齢者の生活

について、（２）高齢者の福祉サービスについて

お答えいたします。 

  団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、医

療や介護などの社会保障費の増大が懸念される、

いわゆる2025年問題につきましては、介護の分野

においても、要介護状態になる高齢者の増加とと

もに、介護サービスの利用増加が予想されるため、

特に所得の低い高齢者にとっては負担になるの

ではないかと懸念しているところであります。 

  このような中、当市においては、現在も所得の

低い高齢者の生活を支えることを目的として、介

護保険料の負担割合の軽減を図っております。国

の制度に加えて市独自の階層を２段階設け、合わ
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せて11段階としながら、低所得者の負担をさらに

軽減しているところであります。 

  また、平成14年度から所得の低い利用者の経済

的支援として、介護給付費等に要する利用者負担

額の軽減を図り、必要な介護サービスの利用がで

きるように助成しております。 

  今後につきましても、国の制度を注視しながら

軽減制度の周知を図り、高齢者が住みなれた地域

で安心して生活できるよう、事業を進めてまいり

ます。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私からは、８のコンパクトシ

ティーについてお答えいたします。 

  初めに、都市政策におけるコンパクトなまちづ

くりについて説明させていただきますと、本市を

含む多くの自治体において、急速な人口減少と市

街地におけるスポンジ化が進むことで居住密度

が低下し、これまで一定の人口密度があることで

支えられてきた医療や福祉、商業などの生活サー

ビスの提供が、将来的に困難な状況になりかねな

いといった課題を抱えている現状があります。 

  このような課題を踏まえ、市街地の活性化が図

られた都市構造への転換を目指し、都市機能の維

持・誘導を図ることで、市街地内の利便性を高め、

市街地の拡大を抑制していくことで、既存市街地

の居住人口をふやしていくとともに、周辺にある

農地の保全と活用を進め、全体として調和したま

ちづくりを実現していくことが、コンパクトなま

ちづくりの考え方であります。 

  ただいま議員から、市庁舎や市立病院の現地建

てかえは、コンパクトシティーの向かう方向性と

整合がとれていないのではないかとの御質問を

いただきましたが、市庁舎、そして市立病院、ど

ちらの施設も国勢調査に基づく人口集中地区、い

わゆるＤＩＤ区域内にあるとともに、循環バス等

の公共交通の利便性が比較的高い場所にあるこ

とを踏まえますと、市街地内に必要不可欠な都市

施設としてその機能を効果的に発揮できる立地

であり、現地建てかえとしてもコンパクトなまち

づくりを目指す方向性との整合は図られている

ものと捉えております。 

  なお、市庁舎や市立病院等の公共施設を初めと

する都市機能施設――医療、福祉、子育て支援な

どがあります――の立地・誘導に関しましては、

現在策定中の立地適正化計画の策定過程におい

て、本市における都市機能誘導区域と居住誘導区

域の設定等の検討を現在進めておりますので、今

後、それらの区域を含めた立地適正化計画の案が

まとまりましたならば、順次お示ししていく予定

にしていますので、よろしくお願いいたします。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 山村明議員。 

○９番（山村 明議員） 答弁ありがとうございま

した。 

  何か時間が足りなくなるのかなという気がいた

しております。 

  まず、１番、本市の景気と経済の現状をどのよ

うに捉えているかということですが、通告した時

点では、そんなに日本の景気は悪くはないのかな

と。政府、日銀の報告でも、徐々に回復していく

だろうというふうな読みだったわけであります

けれども、やはり一番は今回のこの新型コロナウ

イルス、これによるところの中国の経済の失速と

いうか、失速の懸念というか、これ、どうもきの

う、きょうの株価の動きを見ていても、非常に厳

しい状況かなと。株価というものは、やはり経済

のかなり先を見て動いていると。そういうことで

は、株価というのは経済の将来の指標になるもの

だというふうに私も思っております。そういう点

では非常に敏感に先の予測を感じ取って動くと。

これが株価だというふうに私は思っております。 

  そういったことからして、どうも日本の景気は

先行きかなり厳しい状態に落ち込んでいくので

はないかなと。そうあってはほしくないわけであ
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りますけれども、そういう心配が非常にされます。

そのことを質問しても、先のことなのでわからな

いと言われて、多分お答えは余り期待できないと

いうふうに思います。 

  次に、２番目、市立病院建設に当たっての考え

方で、私が通告したのが17日であります。実は、

２月17日の中央の大手経済新聞に「進まぬ病院再

編、どう促す」ということで、実は米沢市が全国

のモデルケースとして全国版に大々的に取り上

げられたんですね。これ、市長、ごらんに記事は

なられ……。あ、見ていない。ああ、ですか。あ

らあら。病院のほうでは渡辺事務局長も見て、知

っているということで、私、コピーはおあげしな

かったんですが、私も本当に米沢市が大手新聞の

全国版にこれだけ大々的に載ったというのは、恥

ずかしい話ですけれども、やはり中から見ている

と、そんな大したことじゃないかなと思っておっ

たんですが、やはりこういうふうに全国紙に堂々

と大々的に取り上げられると、「おお、やっぱり

米沢市、すごいことをしたんだな」と改めて思っ

たところなんですよ。 

  結局は何かというと、公立病院と民間病院の枠

を超えた再編が進んでいるということで、市長と

病院事業管理者と三友堂の院長さんのお三方で

連携をとって全国のモデルケースになったとい

うことで、これから問い合わせやら、病院が完成

したらかなり視察の方がお見えになるのではな

いかなというふうに思っております。そういうこ

とで、当局の皆様方、大変ありがとうございまし

た。 

  時間がないので、次々と進んでいきたいと思い

ます。 

  それから、病院の大型・高額医療機器の導入に

つきましては、先ほどＣＴ、ＭＲＩ、血管造影、

ＨＣＵとおっしゃったかな。そんないろいろな機

械があると思うんですが、やはりこういったもの

については、私、前に一般質問でも申し上げたん

ですが、やはり置賜圏域にはないようなそういう

機具も入れていただきたいものだなということ

と、それからもう一つ、これからは２人に１人は

がんになる時代だというふうな時代になってき

ていまして、そういうがんの早期発見やら、がん

の放射線とか、そういったものについても当然何

らかのあれはあるのかなと。答弁の中に入ってく

るのかなと思ったんですが、この今、先ほど答弁

いただいた中には、がんのその治療及び発見とい

うか、そういったものの類いの置賜にないような

機種というものについては入っていなかったん

でしょうか。 

○鳥海隆太議長 渡辺病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 当院のがん医療につ

きましては、基本構想において、山形県がん診療

連携指定病院の取得を目指すとしておりまして、

必須となる放射線治療機器の導入について検討

してまいりました。ただ、既に導入している公立

置賜総合病院との関係性や、今後の患者の需要、

収支関係を見ますと、もう少し検討が必要なのか

なということで、今後継続して検討してまいりた

いと思います。 

  あと、以前、議員のほうからもお話ありました

ＰＥＴ－ＣＴ、こちらのほうにつきましても、患

者動向等を見ますと、患者さんの負担も相当大き

いということと、あと需要がそれほど見込めない

というところで、今のところ導入については基本

計画への掲載も含めて見送っているところでご

ざいます。 

○鳥海隆太議長 山村明議員。 

○９番（山村 明議員） これからはやはりかなり

健康長寿という時代に入ってまいりまして、そう

しますと当然がんの罹患率というものは上がっ

てくると。そういうことで、やはり先ほど局長か

らお話ありましたように、ＰＥＴ検査等、何とか

置賜でもそういう検査が受けられるような体制

になってほしいなと思いますが、私も調べてみた

んですが、なかなか保険適用が厳しいと。保険適

用ならないと、10万円超してしまうと。治療費が。
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ということで、なかなか、あとその需要の人口規

模ですね。それがやはり置賜地区ではその機械を

運用するにはもうちょっと足らないんだろうと

いうふうな、今、中間的な私の捉え方なんですけ

れども、ひとつそういうところもぜひ先進医療に

向かって検討していただくように要望を申し上

げておきます。よろしくお願いします。 

  それから、やはりこの人口減少については、こ

の市長の市政運営方針でも載っていますけれど

も、「人口が減少していくこれからの社会におい

て」というふうに書いてありますので、市長もあ

る程度減少していくのは万やむを得ない状況に

はあるというふうに捉えて、これを前提として捉

えておられるのかなというふうに思います。 

  この生産年齢人口の確保策をどうやっていくか

ということなんですが、やはり今、米沢市として

できることというのは、やはり高齢者の方々にも

頑張って働いていただけるような環境、労働環境

等をつくっていただくようにやっていくことと、

それから外国人をどれだけ受け入れられるか。非

常に難しい面もあろうかと思いますけれども、そ

の辺のこれからの米沢市の対応というものはど

のように考えておられますでしょうか。 

○鳥海隆太議長 安部総合政策課長。 

○安部晃市総合政策課長 生産年齢人口の減少をカ

バーするための、ただいま御意見ありました高齢

者の活躍、また、外国人労働者の活用であります

けれども、まず、外国人労働者の活用につきまし

ては、国の技能実習制度や入管法の改正などを受

けまして、米沢公共職業安定所管内におきまして

も、外国人労働者数は増加傾向にありますし、ま

た、民間におきましては既に外国人労働者の活用

が進んでいるということがうかがえる状況です。 

  また、高齢者の活躍の場でありますけれども、

現状ではシルバー人材センターでの取り組みが

中心に挙げられますけれども、今後、人口に占め

る高齢者の割合が高まっていく中で、元気な高齢

者に活躍いただく取り組みについては、十分検討

していくべきものと考えております。 

  さらに、働き方改革におきましては、高齢者の

皆様に加えまして、女性の就労参加についても期

待されているところであります。 

  このように、議員のお話にありましたように、

多様で柔軟な働き方の実現を目指しながら、労働

力確保、労働生産性の向上につながる取り組みに

ついて、さまざま検討していきたいと考えており

ます。 

○鳥海隆太議長 山村明議員。 

○９番（山村 明議員） それから、４番の生き生

きとしたまちをつくるための本市の活性化策と

いうことでありますけれども、やはり先ほど市長

のほうからお話しいただきましたように、我々会

派の視察で去年、おととしかな。おととしは島根

県隠岐郡海士町、昨年は徳島県神山町というふう

な、規模的には小さな町へ行ってきたわけであり

ますけれども、なかなか気のきいたやり方をやっ

ておられました。 

  両方共通して感ずるのは、やはりまちづくりと

して成功した要因は、やる気のある優秀な若者に

移住してもらって、そしてその起業家精神にあふ

れた若者に起業してもらったと。やはり私もそこ

だろうなと、やはりすごいなと思ってきたわけで

ありますけれども、そういったものについて、そ

ういった若者、今の時代ですから、優秀な若者た

くさんおられると思うんですけれども、やはり起

業するとなると、裏づけとなる資金力等、そうい

ったものがあるのでありますけれども、米沢市の

何か制度にもありましたけれども、あれなんかは

有効に活用というか、運用されている実績がある

んでしょうか。その辺、どうでしょう。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 移住者に関しまして、事業を

起こす際に、そのスタートアップといいますか、

最初の支援を行うということでの枠は持ってお

ります。それで実際に開業された方もいらっしゃ

います。そういう活用もいただいております。そ
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ういった取り組みをしっかりと宣伝して、多くの

方に来ていただくように努めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

○鳥海隆太議長 山村明議員。 

○９番（山村 明議員） 次に、財政についてであ

りますが、ただいま総務部長から答弁いただきま

した。 

  実は、昨年の３月議会でも私、似たような話を

して、それでそのときのこれ、答弁、議事録をコ

ピーしてきたわけでありますけれども、経常収支

比率については、少しずつ厳しくなっていきまし

て、「平成36年度のピーク時には99.4％になると

見込んでおり」というふうに、ここのところがち

ょっと私ひっかかっておったわけでありますけ

れども、平成36年度ということは、令和６年度に

なるのかな。今の答弁ですと、令和７年度に90…

…、令和６年度に90何％とおっしゃいましたけれ

ども、え、98。その辺が非常にピークかなと。要

するに、庁舎建てかえと病院建てかえの起債の償

還が恐らくその辺で一番ピークのところになる

ので、財政が厳しくなっていくんだろうというふ

うに思いますけれども、その厳しくなったあたり

では、基金の残高が何とかその辺に対応できるよ

うな形のめどというのは、余り先過ぎてそこまで

は読めないものですか。その辺、もしわかれば、

見通しがあれば、その辺いかがなものでしょう。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 当面の10年間の見通しについ

ては、もうお示ししておりますけれども、例えば

災害などの緊急事態が起こりまして、そういった

場合の対応につきましては、国の支援を受けなが

ら市独自にも対応するための基金を準備してお

りますので、それが20億円以上当面は確保できる

と考えておりますので、そういったものによって

臨時的な支出にも対応できると考えております。 

○鳥海隆太議長 山村明議員。 

○９番（山村 明議員） 次に進みます。 

  次に、天元台の運営支援で、先ほど申し上げた

ように、去年はいろいろなことで１億円、そして

今度は新年度につきましては、先ほども説明あり

ましたように、つがもりロマンスリフト、しらか

ばロマンスリフト、ロープウェイ制御装置等、こ

れで8,366万円、それから西吾妻山・天元台・白

布温泉エリアリボーンプロジェクト事業、これに

5,981万円、あともう一つが、天元台の利用促進

のため、天元台高原施設に特定プランで宿泊した

場合はその料金の一部を補助するというやつで、

これが139万円。この３つ合わせると１億4,400万

円。これが令和２年度に出ていく金額なのかなと

いうふうに思われますが、やはり非常に高額の補

助を、運営補助なりを米沢市がしなければならな

いと。これはやはり大変なことだなというふうに

思うわけであります。 

  ちょっと詳しい人に聞いてみますと、やはりそ

のお客さんをふやさなければだめだよと。駐車場

が大体９時半になるともう満杯になるんだそう

です。お客さんは９時半過ぎて車をとめられなけ

れば、あとは帰っていくというんですね。やはり

そういったことで、駐車場を湯元駅の手前の道路

の北側部分のあの緩い斜面のスペース、森林体験

交流センターの上、東側の部分、ああいったとこ

ろに駐車スペースなんかを設けられないものな

のでしょうか、どうなのでしょうかね。 

  あとは、やはりせっかく標高の高いスキー場で

すので、人工降雪機というか、スノーマシン等、

こういったものを購入するかリースか、そんなと

ころでもう少し集客力のアップにつながるよう

な逆に投資をして、もっと頑張ってみるというふ

うな可能性としてはいかがものでしょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 応援ありがとうございます。 

  駐車場の整備に関しましては、ちょうど森の館

の上の部分、部分的には駐車場として使っており

ますけれども、その上の部分につきましては、実

は温泉の源泉があの真ん中あたりから湧出して

いるという部分がありまして、もともと天元台を
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つくった際に、あそこも駐車場にしようという計

画はあったようです。ただ、圧力をかけることで

湯量が減少するというようなこともありまして、

あそこにはつくらないと、つくれないというよう

なお話を頂戴しておりました。その後も何回かそ

ういうお話が出ましたけれども、そのような話で

駐車場としての活用はできないと。残念ながらそ

のような状態になっております。 

  また、人工降雪機の活用ということでございま

すけれども、人工降雪機が非常に高くて、受注生

産ということでリースはないということでは捉

えております。人工降雪機につきましては、やは

り気温が氷点下以下にならないと有効に活用で

きないということもございまして、天元台が氷点

下になるのは、大体11月下旬からということでご

ざいまして、ちょうど12月上旬からもう場合によ

ってはスキーが滑走可能ということで、降雪機を

導入して早くスキー場オープンということでは

効果が低いかなと。そして、逆に５月の大型連休

までスキーが可能だということで、降雪量はある

程度は確保できているということで、人工降雪機

の導入につきましては、費用対効果も含めて難し

いというふうに考えております。 

○鳥海隆太議長 山村明議員。 

○９番（山村 明議員） 結局は、今スキー場は非

常に多くなりまして、昔、我々がスキーをやって

いたころは、全国で400カ所のスキー場、それが

今ではリゾート法ができたときですか、あのとき

ゴルフ場、スキー場が全国で一斉にふえまして、

今スキー場は全国で800カ所ぐらいあるように聞

いております。この辺でもやはり天元台のライバ

ルスキー場となりますと、蔵王、猫魔、グランデ

コ、こういったところに客をとられている状況が

あるようであります。 

  先ほどの話に戻りますけれども、昨年の搬器の

事故等の一連のあれで１億円出たわけでありま

すけれども、強風にあおられて破損したというこ

とでありますけれども、これについて、これは天

災ではないわけですから、誰がどのような責任を

とったというものはあったのでしょうか。その辺

お聞きします。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 搬器衝突事故におきましては、

過去の事故等を踏まえた上での、そして改定を重

ねてきましたマニュアルに基づいて運行してい

たもので、それによっても防げなかったというこ

とで、その急激な気象変化が原因だというふうに

捉えております。その中で、個人に対する責任と

いうことはなかなか問えないというふうに思っ

ていまして、ただ、会社からは、市長のほうにお

わびといいますか、謝罪を頂戴しているところで

ございます。 

○鳥海隆太議長 山村明議員。 

○９番（山村 明議員） あと、やはり昔から余り

にも金がかかり過ぎるので、廃止ということ、こ

こには文章にも廃止は難しいと書いていますけ

れども、やはり国立公園の中なので、原状復帰し

ないと返せないという話がありますが、これ、休

止、民間でなくてね、米沢市が受け手ですよとい

う形で休止というそういった手法はあるのかど

うなのか、お聞きをしておきたい。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 国立公園内での事業というこ

とでありまして、廃止の場合につきましても、休

止の場合につきましても、届け出が必要というこ

とになります。届け出は、休止の場合であれば期

間が定まっているべきものだということで伺っ

ておりますので、期間の定めのない部分の休止と

いうことであれば、廃止を前提にというような指

導が行われるということで伺っておりますし、休

止をすることで索道施設等のメンテナンスが余

計費用がかかるケースもございますので、なかな

か休止の措置もとりづらいなというふうに考え

ております。 

○鳥海隆太議長 山村明議員。 

○９番（山村 明議員） あと、ハザードマップに
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ついてでありますけれども、私もハザードマップ

の説明会に行ってみました。簡単な説明があって、

あと会場の一番前と一番後ろに大きな地図を張

って、どうぞごらんくださいということだったん

でありますが、ほとんどの方が自分の住まい、そ

れから自分の避難場所がどうなのかというとこ

ろを多分見られたんだと思うんですけれども、ほ

とんどが色染めがなっていない。 

  要するに、真っ白な図面で、皆さん安心してと

いうか、黙って帰られたわけでありますけれども、

私が気になったのは、この浸水の場合の浸水の深

さ、これが0.5メートル未満とこうなっているん

ですよ。0.5メートルというのは何かというと、

これは50センチです。50センチというと、私、足

短いものですから、私ですと膝なんですね。この

50センチの深さで車が走れるかというと、恐らく

車は走れないと思います。50センチでは。 

  歩く人でも、男なら50センチの深さなら歩ける

でしょうけれども、こういった越水の被害の場合

は水が流れている。流れている場合が非常に多い

のでね。これ、ちょっと普通の人では50センチの

深さで水の流れがあるところを歩いていったっ

て、これはちょっと非常に厳しいということで、

このハザードマップの一番下のラインが50セン

チ未満で、ゼロから50センチ未満で切っちゃうと

いうのは、私はちょっと余り親切じゃないのかな

と。ゼロから50センチの間にもう１段階、25セン

チとかなんとかというラインがあっての色染め

があってしかるべきじゃないかなというふうに

思いますが、その辺はどうでしょう。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 浸水深の区分としまして

は、ゼロから0.5メートル未満の区域というのは、

議員仰せのように大人の膝まで浸水する程度と

なっております。一般の家屋に置きかえますと、

50センチ未満は床下浸水、50センチ以上になりま

すと床上浸水のおそれがあるということになり

ます。 

  ハザードマップでのその浸水深の表記でありま

すけれども、一般住宅の家屋を基準としまして、

ゼロから0.5メートル未満は床下浸水の程度、そ

れから0.5から３メートル未満の区域は１階の全

てが浸水する程度ということで、３メートルから

５メートル未満の区域は２階の軒下まで浸水す

る程度としておりまして、５メートルから10メー

トル以上の区域を含めて、国の基準で４段階に分

類されております。 

  この基準なんですけれども、住民の方だけでな

く、旅行者とか、通勤・通学者が、どこにいても

水害のリスクを認識して避難行動を検討できる

ようにするためということで、災害間、あるいは

各市町村間で原則として統一する必要があると

いうことで、国の水害ハザードマップの手引きで

示していることによりまして、このような基準で

浸水深の表記をしているところでございます。 

○鳥海隆太議長 山村明議員。 

○９番（山村 明議員） 時間がなくなってきたの

でそろそろあれしますが、今回の新型コロナウイ

ルスのこの対応の中で、テレビなんか見ておりま

すと、皆さん出社しないでテレワークをしたとい

う話が出てまいりますが、このテレワークという

のが、結局自宅なり、会社に行かないで仕事がで

きる状況ということでありまして、これ、ぜひ米

沢のこの今人口減少になっているこの状況の中

で、何とかこのテレワークを使って企業と結びつ

けたり、そういうテレワークの雇用というか、そ

ういったことで米沢のこの人材を東京とつなぐ

なり、東京の会社に米沢に来ていただいて、その

テレワークを使った形で相手先の会社と取引を

してもらうというふうな、こういったものにもう

ちょっと戦略を移して、このテレワークをうまく

利用した産業なり、雇用なりを醸成していくとい

うことは、やっていただきたいなと思いますが、

私も余りこういったものに詳しくないんですけ

れども、その辺どういうものでしょう。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 
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○菅野紀生産業部長 企業誘致の観点からちょっと

お答えさせていただきますけれども、今、御質問

にありましたように、テレワークも含めましてさ

まざまな社会情勢の変化に対応する企業がある

かと思いますので、実際にオフィス・アルカディ

アのほうにはサテライトオフィスを誘致した実

績もございます。そういった方向性も十分企業誘

致の対象というふうに考えておりますので、ただ、

本市に立地する優位性とか意義とかも十分理解

した上で、ぜひ立地いただけるような企業を勧誘

していきたいなというふうに思います。 

○鳥海隆太議長 山村明議員。 

○９番（山村 明議員） あと、最後の質問になろ

うかと思いますけれども、このコロナウイルスで

ありますけれども、患者が発生した場合、米沢市

立病院と、あと置賜地区、我々のこの置賜エリア

の中で患者対応ができる施設というのはあるん

でしょうかね。 

  あと、新聞では検査キットが何かできたという

ふうな話ですけれども、この検査キット、あとは

ワクチン開発等については今どのような現状か、

お聞きをして、私の質問を終わりたいと思います。

おわかりになる範囲で結構ですので。 

○鳥海隆太議長 渡辺病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 今回のコロナウイル

ス関係については、まず第一の窓口は保健所とな

ってございます。そういった患者があった場合、

全て保健所の指示によって動くことになってい

ます。例えば、入院関係については、感染症の専

門の病床のある病院ですので、この場合は置賜地

域であれば置賜総合病院だけということになり

ます。 

○鳥海隆太議長 以上で櫻田門、９番山村明議員の

代表質問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○鳥海隆太議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

 

  午後 ４時５８分 散  会 

 


